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●基金の創設（昭和31年3月24日（土）衆議院
　地方行政委員会）
本日の会議に付した案件
　消防団員等公務災害補償責任共済基金法案（内
閣提出第一四二号）
○大矢委員長　これより会議を開きます。
　　消防団員等公務災害補償責任共済基金法案を
議題とし、政府より提案理由の説明を聴取いた
します。大麻国務大臣。
○大麻国務大臣　今回提案いたしました消防団員
等公務災害補償責任共済基金法案につきまし
て、提案の理由並びにその内容の概略を御説明
申し上げたいと思います。

　　非常勤消防団員及び一般の応援協力者に対す
る損害補償につきましては、従来から、市町村
の責任において行われてきたところであります
が、その実施状況は、市町村財政の窮迫その他
の事情により、必ずしも十分ではなく、また実
際の支給額も、政府の所期する基準を相当下
回っている実情にありますので、政府といたし
ましては、これが改善策を講じ、徹底した補償
制度の確立とその完全な実施をはかるべく、鋭
意検討いたしました結果、今回成案を得まして、
ここに提案をいたした次第であります。
　　以下、この法律案のおもなる内容につきまし
て、御説明を申し上げます。
　　第一に、この法律案では、非常勤消防団員と
消防に応援して消防作業に従事した一般者とに
かかる損害補償に関する市町村の支払い責任の
共済制度として、消防団員等公務災害補償責任
共済基金を設立することといたしました。
　　第二に、市町村は、この基金と共済契約を締
結して一定の掛金を基金に支払い、国庫もまた
基金に対して補助金を交付する道を開きまし
た。

　　第三に、基金は、契約を結んで掛金を支払っ
た市町村に対して、その請求に基づき、政令で
定める一定の金額を支払うことといたしまし
た。

　　第四に、基金は、公法上の法人として、定款
をもって、目的、業務その他所要の事項を定め、
民主的な方法で選ばれた理事長以下の役員を置
くことといたしました。

　　第五に、市町村が行う補償の内容を向上させ、
不均衡を是正して、基金設立の効果をいっそう
上げるとともに損害補償の的確な実施をはかる
ため、消防組織法及び消防法の一部を改正して、
市町村が定める条例に一定の基準を与えること
といたしました。

　　以上がこの法律案を提出いたしました理由と
その内容の概略であります。

　　何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決下
さらんことをお願いいたします。

○大矢委員長　これにて提案理由の説明は終りま
した。

　　次に質疑に移ります。質疑の通告があります
ので、これを許します。中井徳次郎君。

○北山委員　中井さんが来るまで、ちょっと私か
ら二、三お伺いします。

　　消防団員等の公務員の災害補償の共済基金に
ついて、今提案の説明があったわけであります
が、どうも私ども現在まで伺っておるところか
ら考えると、特に消防団員の公務災害補償につ
いてのみ中央に基金を設けるというような必要
性につきまして、何かつり合いのとれないよう
な感じがいたすわけであります。というのは、
同種類の恩給組合なりあるいは共済組合なりた
くさんあるわけでありますが、そういうものに
ついては、むしろわれわれから言うならば、そ
の規模、大きさからいいましても、取り扱う金
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額からいいましても、中央に基金を設けてやる
必要性がより大きいのじゃないか、こういうふ
うに恩給組合あるいは共済組合等につきまして
は考えられるのですが、そういうものはあと回
しにして、消防団員の公務災害補償についての
み、中央に基金を設けてやらなければならない
という理由がどうものみ込めない。実際にこれ
が必要であるか、現在の各府県ごとに行われて
おる消防団員の公務災害補償組合の現状がどう
であるかということの資料を出して説明しても
らわなければよくわからないのでありますが、
とにかく今申し上げた点につきまして、どうし
てもこの制度が必要であるという理由を一つ
はっきり示してもらいたい。
○鈴木（琢）政府委員　ただいま消防団員並びに
協力者等に基金制度を設けるのは片手落ちじゃ
ないかというお話がありましたが、実は非常勤
の消防団員並びに消防の協力者の災害補償は、
消防組織法並びに消防法によりまして、昭和
二十三年から補償金を市町村が支払うという法
律上の義務がすでにできておったわけでござい
ます。ところが実際のその後の運営状況を見て
参りますと、市町村が現に行なっておる補償の
状況は、政府が考えております基準より非常に
低いものでございまして、先ほど提案理由の御
説明にもありましたように、最初予想したよう
な状態に完全に行っていないわけでございま
す。それですでに数年前からあります市町村の
補償支払いの義務を完全に行わせるための基
金、その方法としての基金を設けるということ
になったわけでございますので、今日あらため
てこの制度を設けたというのではなくて、すで
に法律上制度として補償の義務があるものを完
全に行わせるためにこの基金制度を設けた、こ
ういうわけでございますので、特にこれだけを
にわかに取り上げた問題ではないと考えており
ます。
○北山委員　私の伺っているのは、今まで市町村

が組合でやっておる公務災害補償は、確かにい
ろいろな理由で一部の府県では十分組合が結成
をされない、あるいは消防協会等でやっておる
というような例外があるけれども、大多数の府
県においては別段支障なく行われておるという
ふうに私どもは聞いておったのです。ですから
確かに政府が定める基準によって実際は行われ
ていないとするならば、その個々の原因を探っ
ていって、補助金を交付するなり、何か今やっ
ておる府県の組合のやり方を援助していくとい
うやり方でできるのじゃないか、こういうふう
に考えるのは当然だと思うのです。今までの説
明ではそうじやなかったのであって、これをわ
ざわざ中央に基金まで設けて再保険するような
格好で持っていくというのは、どうも私どもに
はふに落ちないので、この点については実際の
状況を十分お伺いして、またいろいろ御質問を
いたしたいと思いますので、現在行われておる
三十一の府県あるいはその他の消防協会等で
扱っておる実情を資料としてお出しを願いた
い。それから公務災害補償の補償金がどの程度
に払われておるか、あるいは市町村の負担金は
どういうことになっておるか、そういう実態を
やはりお出し願わなければ、この案が果して必
要なのかどうかという結論が出てこないと思い
ますから、その点資料を要求いたします。

　　なお市町村の方々のお話を聞きますと、必ず
しも消防団員の公務災害補償について冷淡で消
極的だということはないと私は信じておりま
す。財政上のいろいろの苦労もあるかと思いま
すが、大した金額ではございませんから、市町
村として消防団員の公務災害補償について消極
的なためにうまくいっていないのだというよう
に私どもには考えられない。同時に、この基金
法をお作りになるときに、町村会はどういう態
度をとったか、これに賛成でございますか。こ
れをやってくれ、こういう形の法案を提案して
くれという要望が市長会あるいは町村会等にあ
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るのでありますかどうか。町村会はたしか別な
考え方を持っているのじゃないかと私は聞いて
おりますが、実際にこの仕事をやっておる市町
村の意向がどうなっておるか、それをどういう
ふうに把握しておるか、これをお伺いしたい。
○鈴木（琢）政府委員　お話にありました現在ま
での補償金の支払いの状況につきましては、こ
まかい資料を整えまして、さらに御説明申し上
げたいと存じます。
　　それから町村会の態度の問題でございます
が、町村会としましては、当初は町村に対して
直接補助をしてくれ、こういう希望があったの
でございますが、その方法によりましても、必
ずしも補償金の支払いが全国画一的に公平に行
われるということが確保されませんので、やは
りこういう基金制度によって、ある程度全国的
に均衡のとれる方法で、補償金の支払いを確保
した方がいいという考え方から、こういう法案
を考えたわけでございまして、その状況を町村
会に説明いたしましたところ、従来事情がわか
らなくて、いろいろ反対の意見も申しておった
ようでございますが、事情をお話いたしました
ら町村会においても了解いたされました。
○大麻国務大臣　（略）一昨年暮れにこの職につ
きまして以来、私の一番頭痛の種となっており
ますのはこのことでございます。それは消防当
局が悪いばかりではない。私に言わせれば私か
ら申し上げますと変でございますけれども、あ
なたも率直にお話でございますから、こっちも
率直に申し上げますと、どうも日本人全体が消
防に対しては少し冷淡じゃないかと思う。何か
しらん、消防のことは片すみに置かれてしまつ
ておる。それは遺憾でありますから、私一昨年
この職につきましてからこのことが一番気に
なって、何とかして日本の消防というものをよ
くしていきたいというふうに常に念願いたして
おります。そこへ持ってきて、たまたま昨年衆
議院におきまして消防強化に関する決議案とい

うものを満場一致でお出し下さった、これは実
にありがたいことでありまして、消防をよくす
るにつきましては一番適切なことだったと思う
のでございます。その決議案の内容というもの
は、ここにございますが、おもなることは二項
目ございます。とりあえずこれをやれ、それは
国庫補助金を増せということが一つ。これはわ
ずかばかりでございましたけれども、増しまし
た。第二は、消防関係の公務災害補償の拡充強
化について適切な処置を講じろという御注意で
ございました。（略）

● 基金の民間法人化　（平成8年4月9日（火）　
参議院地方行政委員会）

本日の会議に付した案件
　消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部を
改正する法律案（内閣提出）
○委員長（菅野壽君）　ただいまから地方行政委
員会を開会いたします。

　　消防団員等公務災害補償等共済基金法の一部
を改正する法律案を議題といたします。

　　まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。
倉田自治大臣。

○国務大臣（倉田寛之君）　ただいま議題となり
ました消防団員等公務災害補償等共済基金法の
一部を改正する法律案の提案理由及びその概要
を御説明申し上げます。

　　この法律案は、消防団員等公務災害補償等共
済基金を、消防団員等公務災害補償等共済制度
の公正かつ確実な実施を確保しつつ、民間法人
化し、その経営の活性化及び効率化に資するた
め、役員の選任、財務等についての政府の関与
を縮小する等の所要の改正を行うものでありま
す。

　　以上がこの法律案を提案いたしました理由で
あります。

　　次に、この法律案の内容につきまして御説明
申し上げます。
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　　第一に、消防団員等公務災害補償等共済基金
に関する事項についてであります。
　　まず、役員の選任について、自治大臣による
任命制を廃止し、基金における選任に対し自治
大臣が認可すること、財産目録及び事業状況報
告書等に係る自治大臣の承認に関する制度を廃
止し自治大臣への提出のみとすること等、国の
関与の縮小を図ることといたしております。ま
た、基金の目的及び業務について所要の規定の
整備を行うこととしております。
　　第二に、指定法人制度の導入に関する事項で
あります。
　　基金のほか、自治大臣の指定する者は、消防
団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員
退職報償金支給責任共済事業並びに消防団員等
福祉事業の業務を行うことができるものとし、
その指定の手続、要件等を定めることといたし
ております。
　　第三に、消防団員等公務災害補償等責任共済
について、消防団員等公務災害補償等責任共済
契約の締結、市町村等に対する経費の支払い等
に関し所要の規定の整備を行うとともに、消防
団員等福祉事業の内容に消防団員等の公務上の
災害を防止するために必要な事業を加えること
といたしております。
　　そのほか、この法律の題名を消防団員等公務
災害補償等責任共済等に関する法律に改めると
ともに、罰則その他について所要の規定の整備
を図ることといたしております。
　　なお、この法律は、一部の経過措置を除き平
成九年四月一日から施行することといたしてお
ります。
　　以上がこの法律案の提案理由及びその要旨で
あります。
　　何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あ
らんことをお願い申し上げます。
○委員長（菅野壽君）　以上で趣旨説明の聴取は
終わりました。

　　これより質疑に入ります。
　　質疑のある方は順次御発言願います。
○小山峰男君　私は、今回の法律案につきまして
御質問させていただきたいと思います。

　　まず、この法律案によりますと、消防団員等
の公務災害補償等責任共済事業に指定法人制度
が導入されるわけでございます。消防団員等公
務災害補償等共済基金と自治大臣が指定する法
人とが並立して消防団員等の公務災害補償等責
任共済事業を行うというふうになるわけでござ
いますが、この指定法人制度を導入するねらい
というのをお聞かせいただきたいと思います。

○国務大臣（倉田寛之君）　今回の改正案は、特
殊法人の整理合理化の一環といたしまして、消
防団員等公務災害補償等共済基金を民間法人化
しようとするものでございます。

　　これによって導入をされます指定法人制度に
つきましては、消防基金以外の自治大臣が指定
する法人も消防団員等の公務災害補償等共済事
業に資することができるようにするものでござ
います。

　　これによりまして、この事業につきましては
消防基金の制度的な独占が排除されまして、消
防基金の経営の活性化であるとか事業の効率化
であるとかに資してまいるというふうに考えて
おるところでございます。

○小山峰男君　この問題についてはまた後ほどお
聞きしたいと思います。

　　次に、この消防基金と自治大臣が指定した法
人とでは掛金の額とか給付水準などがどのよう
に調整されるのか、その辺をお聞かせいただき
たいと思います。

○政府委員（秋本敏文君）　消防団員等の公務災
害補償等責任共済制度、これは先生御存じのと
おり、消防団員の方々などが安んじて消防防災
活動に従事することができるようにしますため
に、消防団員等の公務災害補償あるいは消防団
員の退職報償金の支給に要します経費につきま
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して市町村の掛金を原資として市町村が共同し
て補てんすると、そういう公共性、公益性の高
い制度でございます。市町村の間で災害補償や
退職報償金の支払いの額あるいはまた掛金の額
が異なるというようなことは適当でないと考え
られますので、指定法人につきましても、こう
した額につきましては消防基金と契約している
場合と同一にしたいというように考えていると
ころでございます。
　　また、消防基金、指定法人がその実施に努め
ることとされております消防団員等福祉事業に
つきましては、消防基金、指定法人それぞれが
常勤の地方公務員について実施されます福祉事
業の実態を考慮しながら、それぞれの判断で実
施をするということにいたしておるところでご
ざいます。
○小山峰男君　先ほどもちょっとお話がございま
して、今もあったわけでございますが、今回の
改正は行政改革の一環というようなこともあっ
たと思いますし、また規制緩和、競争原理の導
入というような目的もあるようでございます
が、そういうことだとすれば、指定法人という
ようなことじゃなくて法律で一定の水準を決め
るなりをして、現在民間でやっております損保

会社とかそういうところにやってもらうという
ことも考えられたかどうか、むしろその方がよ
り競争原理の導入にもつながってくると思いま
すし、経済の活性化にもつながるんではないか
という気もいたすわけでございますが、その辺
どうでしょうか。

○政府委員（秋本敏文君）　指定法人制度を導入
するに当たりまして民間の会社もその対象にし
てはどうかということでございますが、先ほど
も申し上げましたけれども、消防団員等の公務
災害補償等についての責任共済制度、これはそ
れぞれ市町村の掛金を原資としながら市町村が
共同してその経費を負担する、補てんする、こ
ういう仕組みでございまして、極めて公共性あ
るいは公益性の高い事業ということでございま
す。

　　営利を目的とする法人がこの仕事を行うとい
うことについてはやはりまだなじめない部分が
あるんじゃないかということで、私どもといた
しましては、この事業を実施することとなる指
定法人につきましては営利を目的としない公益
法人であることなどを要件として、民間の損保
会社等の営利法人は考えていないところでござ
います。（略）
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Ⅰ　今後における行政改革の推進方策について
（平成６年２月15日閣議決定）（抄） 

　内外情勢の展開を踏まえ、変化への対応力に富
み、簡素で効率的かつ国民の信頼を確保し得る行
政を確立するため、行政の制度・運営について、
徹底した見直しを行い、その改革を進めていく必
要がある。このため、今後、下記の方針により、
第三次臨時行政改革推進審議会の最終答申（平成
５年10月27日）等を尊重しつつ、行政改革を推
進するとともに、引き続き既定方針に基づく諸改
革の着実な実施を図る。

記
６　行政組織、特殊法人等の改革・合理化
　行政組織等について、経済社会情勢や行政需要
の変化に的確かつ弾力的に対応しつつ、その簡素
化・効率化を図るため、その改革・合理化を推進
する。
　⑵　特殊法人等、現業等
　　①　特殊法人等
　各省庁において、おおむね２年間を目途に、所
管特殊法人等について、順次、事業の社会経済的
必要性、民間能力の活用、事業の総合性・効率性、
経営責任の明確化等の観点から、その事業内容、
実施体制等を見直し、その結果に基づき必要な措
置を講ずる。

Ⅱ　行政改革を進めるに当たっての基本方針
（平成６年９月19日）（抄） 

　冷戦の終焉により、国際的な新しい秩序作りと
ともに、世界の平和と共存に向けて日本は積極的
な貢献が求められている。そうした中、アメリカ
は貿易不均衡の是正をめぐる協議で所謂“ 日本
型のシステム”の見直しを日本側に強く迫ってい
る。また、円高にともなう製造業と各種の規制な
どによる金融や証券業の海外移転は、国内の産業

の空洞化を招き、百数十万人の失業者を生み出し、
日本経済の根幹をも揺るがしかねないとされてい
る。さらに欧州諸国を遥かに上まわるスピードで
高齢化が進んでいる中、国債の発行残高は “土光
臨調”が第一次答申で危機的状況とした、82兆
円を大幅に上まわり、平成６年度末で200兆円
を超えることが確実視されている。
　国内はもとより国際的にも激しく移り変わる政
治・経済情勢に的確に対応し、国民と世界各国の
期待に応えることは政権政党の当然の責務であ
る。また、官主導の政治経済システムの転換を図
り、生活者重視の観点から本当の豊かさを味わえ
るような行政改革の推進が求められている。とり
わけ、瀕死の状態に追い込まれている財政事情の
悪化に歯止めをかけ、国民の理解と協力を得なが
ら税制の抜本的な改革を行うためにも徹底した行
財政の改革は、村山政権にとって極めて重要な政
治課題であり、このことは政権発足にあたって、
３党間の基本合意事項である。
　与党行政改革プロジェクト・チームは７月以降、
この改革の実現に向け、広範なテーマについて精
力的に議論を重ねてきた。改革に向けての具体的
なプロセスについては今後、さらに詰めなければ
ならないが、これまでの議論をもとに「行政改革
を進めるに当たっての基本方針」をまとめ提示す
る。
３　特殊法人
　特殊法人については、社会経済情勢の変化や厳
しい財政状況を踏まえ、その役割、意義を徹底し
て見直した上で、民営化を含む整理合理化を進め
るとともに、業務の遂行に当たっては採算性や効
率化を最大限求める。
⑴　以下の基準に沿って、既存のスケジュール
―平成６年２月15日閣議決定―を前倒しを
し、平成６年度内に全ての特殊法人の見直し
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を行い、それに基づき早急に整理合理化計画
を作る。

　　① 　事業目的をおおむね達成した法人は、そ
の段階で廃止又は縮小する。

　　② 　採算性があり、国の事業として行う必要
がなくなった法人、および企業的経営によ
り効率化を図ることが出来る法人は、民営
化する。

　　③ 　民法上の法人等により、同じ事業の実施
が可能な法人は民間法人化する。

　　④ 　類似した事業を実施し、非効率的な法人
は統合し、合理化する。

　　⑤ 　特定の地域を対象とし、設立当初の目的
が薄弱になっている法人については、全国
を対象とする法人に統合したり、地域的な
事業主体に移管する。

⑵　特殊法人の業務内容および企業会計原則に
基づいた経理内容について、情報の公開を充
実させる。
⑶　特殊法人の改革を円滑に進めるため、各特
殊法人間の雇用者の融通による横断的な雇用
制度の導入を図るとともに、職員定数の縮減
に努める。
⑷　公益法人の中には行政の代行的な機能のも
のもあり、これらについても、その役割、事
業運営の在り方などを見直す。

Ⅲ　当面の行政改革の推進方策について（平成６
年12月25日閣議決定）（抄） 

　内外情勢の展開を踏まえ、変化への対応力に富
み、簡素で効率的かつ国民の信頼を確保し得る行
政を確立するため、行政の制度・運営について、
徹底した見直しを行い、その改革を進めていく必
要がある。このため、引き続き既定方針に基づく
諸改革の着実な実施を図るとともに、当面、下記
の方針により、行政改革を推進する。

記
２　特殊法人等の改革・合理化

⑴　「今後における行政改革の推進方策につい
て」（平成６年２月15日閣議決定）の記６⑵
①及び与党の「行政改革を進めるに当たって
の基本方針」（平成６年９月19日）を踏まえ、
各省庁において所管特殊法人等の役割・意義
について徹底した見直しを行い、整理合理化
を推進する。

　　特殊法人については、平成６年度中に見直
しを行い、認可法人についてもできる限り速
やかに見直しを実施する。

　　なお、公益法人についても、民間の発意に
より設立されたものであることを踏まえつ
つ、できる限り速やかに見直しを実施する。

⑵　特殊法人の定員（職員数）については、特
殊法人の在り方自体が検討されていること等
にかんがみ、その抑制に努める。

⑶　特殊法人に対する補助金等については、平
成７年度予算において新規の創設は原則とし
て行わないこととし、抑制に努める。

⑷　特殊法人の役員については、昭和54年12
月18日の閣議了解の趣旨を踏まえつつ、そ
の適正な人事管理の在り方を検討する。

Ⅳ　特殊法人の整理合理化について（平成７年２
月24日閣議決定）（抄） 

　「当面の行政改革の推進方策について」（平成６
年12月25日閣議決定）に基づき、行政の減量化
と新たな時代の要請に応えるため、特殊法人につ
いて総合的かつ全般的な見直しを行い、下記のと
おり整理合理化を推進する。
１　事業の合理化、効率化等
　⑴　個別法人
　　各特殊法人について別紙のとおり、事業の
合理化、効率化等を図る。

２　統廃合及び民営化の推進等
○消防団員等公務災害補償等共済基金について
は、消防団員等公務災害補償等共済制度の公
正かつ確実な実施を確保しつつ、早期に民間
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法人化するための条件整備を図り、所要の法
律改正を行う。

　以上については、株式の売却及び帝都高速度営
団、北海道旅客鉄道株式会社等JR７社、本州四
国連絡橋公団に係る事項を除き、原則として３か
年以内に実施する。
（別紙） 
80　消防団員等公務災害補償等共済基金につい
ては、共済事業の実施状況等を踏まえつつ、
消防団員の公務災害の防止、健康増進等の事
業を推進するとともに、事務の合理化・OA
化等を進め、経営の活性化を図る。

Ⅴ　当面の行政改革の推進方策について（平成７
年12月25日閣議決定）（抄） 

　行政改革については、引き続き既定の方針に基

づき諸般の改革を着実に実施するとともに、当面、
下記の方針により、推進する。

記
２　特殊法人等の改革の推進
　⑴　特殊法人
　　特殊法人については、「特殊法人の整理合
理化について」（平成７年２月24日閣議決
定）及び「日本輸出入銀行と海外経済協力基
金の統合について」（平成７年３月31日閣議
決定）に基づき、以下のとおり、改革を着実
に推進する。

　　①　統廃合及び民営化の推進等
　　　オ 　消防団員等公務災害補償等共済基金に

ついては、平成９年４月１日を目途に民
間法人化することとし、所要の法律案を
次期通常国会に提出する。
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資料４　責任共済法の改正

２　責任共済法改正文（平成18年４月以
降）

○平成18年６月２日法律第50号（一般社団法
人及び一般財団法人に関する法律及び公益社
団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法
律）による改正

　 （消防団員等公務災害補償等責任共済等に関す
る法律の一部改正）

第 210条　消防団員等公務災害補償等責任共済
等に関する法律（昭和31年法律第107号）の
一部を次のように改正する。
　　第20条を次のように改める。
　 （一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
の準用）
第 20条　一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（平成18年法律第48号）第４条及び第
78条の規定は、基金について準用する。

　 　第38条第１項第４号中「民法第34条の規定
により設立された法人」を「公益社団法人又は
公益財団法人」に改める。

　 （消防団員等公務災害補償等責任共済等に関す
る法律の一部改正に伴う経過措置）

第 211条　前条の規定による改正後の消防団員
等公務災害補償等責任共済等に関する法律第
38条第１項第４号の公益社団法人又は公益財
団法人には、第42条第１項に規定する特例社
団法人又は特例財団法人を含むものとする。
○平成18年６月14日法律第64号（消防組織
法の一部を改正する法律）による改正

　　附　則
　 （消防団員等公務災害補償等責任共済等に関す
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る法律の一部改正）
第 ６条　消防団員等公務災害補償等責任共済等に
関する法律（昭和31年法律第107号）の一部
を次のように改正する。
　 　第１条中「第15条の７第１項」を「第24条
第１項」に、「第15条の８」を「第25条」に
改める。
○平成19年５月25日法律第58号（株式会社
日本政策金融公庫法の施行に伴う関係法律の
整備に関する法律）による改正

　（恩給法等の一部改正）
第 １条　次に掲げる法律の規定中「国民生活金融
公庫」を「株式会社日本政策金融公庫」に改め
る。

　（１）～（７）　略
　 （８）　消防団員等公務災害補償等責任共済等に
関する法律（昭和31年法律第107号）第55
条第１項ただし書
　（９）～（14）　略
○平成23年６月24日法律第74号（情報処理
の高度化等に対処するための刑法等の一部を
改正する法律）による改正
　附　則
　（一般社団・財団法人法等整備法の一部改正）
第 35条　一般社団・財団法人法等整備法の一部
を次のように改正する。

　 　附則第２項及び第３項を削り、附則第１項の
見出し及び項番号を削る。
○平成27年９月11日法律第66号（内閣の重
要政策に関する総合調整等に関する機能の強
化のための国家行政組織法等の一部を改正す
る法律）による改正
　附　則
　 （社会保険診療報酬支払基金法等の一部改正）
第 10条　次に掲げる法律の規定中「第４条第15
号」を「第４条第１項第９号」に、「同条第19
号及び第21号」を「同項第13号及び第15号」
に、「同条第19号ニ」を「同項第13号ニ」に

改める。
　（１）～（３）略
　 （４）消防団員等公務災害補償等責任共済等に
関する法律（昭和31年法律第107号）附則第
11条

　（５）略
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資料５　責任共済法施行令の改正

２　責任共済法施行令改正文（平成18年
４月以降）

○平成19年３月30日政令第81号（消防団員
等公務災害補償等責任共済等に関する法律施
行令の一部を改正する政令）による改正

　消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
法律施行令（昭和31年政令第346号）の一部を
次のように改正する。
　第４条第３項中「１万7,200円」を「１万
9,200円」に改める。
　　附　則
１ 　この政令は、平成19年４月１日から施行す
る。
２ 　改正後の消防団員等公務災害補償等責任共済
等に関する法律施行令（以下「新令」という。）
第４条第３項の規定は、平成19年度以後の年
度に係る掛金について適用し、平成18年度ま
での年度に係る掛金については、なお従前の例
による。
３ 　平成19年度に限り、消防団員等公務災害補
償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責
任共済等に関する法律第２条第３項に規定する
指定法人に対する市町村の掛金について新令第
６条第１項及び第２項並びに第14条第１項の
規定を適用する場合には、新令第６条第１項中
「各年度について、当該年度の４月末日」とあ
るのは「平成19年度の基金又は指定法人に対
する掛金の額（以下「新掛金額」という。）の
うち、消防団員等公務災害補償等責任共済等に
関する法律施行令の一部を改正する政令（平成
19年政令第81号）による改正前の第４条第１
項及び第３項の規定による掛金の額に相当する
金額の掛金（以下「旧掛金額」という。）につ
いては同年度の４月末日、新掛金額から旧掛金
額を控除した残額に相当する金額の掛金につい
ては同年度の10月末日」と、「各年度の４月末
日」とあるのは「新掛金額のうち、同年度の４

月末日」と、「当該年度の掛金の額の」とある
のは「旧掛金額の」と、「当該年度の10月末日」
とあるのは「同年度の10月末日」と、「当該年
度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額
から旧掛金額の」と、同条第２項中「日の属す
る年度」とあるのは「日」と、「掛金の支払期限」
とあるのは「属する年度が平成19年度である
場合における同年度の掛金の支払期限」と、「当
該契約を現に締結した日から起算して１月を経
過する日（以下この項において「初年度支払期
日」という。）」とあるのは「新掛金額のうち、
旧掛金額については当該契約を現に締結した日
から起算して１月を経過する日（以下この項に
おいて「初年度支払期日」という。）、新掛金額
から旧掛金額を控除した残額に相当する金額の
掛金については当該基金又は指定法人が定める
期日」と、「初年度支払期日までに、当該年度
の掛金の額」とあるのは「新掛金額のうち、初
年度支払期日までに、旧掛金額」と、「当該年
度の掛金の額から当該」とあるのは「新掛金額
から旧掛金額の」と、新令第14条第１項中「次
の年度の掛金」とあるのは「次の年度が平成
19年度である場合における同年度の掛金」と、
「第６条第１項」とあるのは「新掛金額のうち、
旧掛金額については第６条第１項」と、「とする」
とあるのは「、新掛金額から旧掛金額を控除し
た残額に相当する金額の掛金については同年度
の10月末日とする」と、「次年度支払期日まで
に、当該年度の掛金の額」とあるのは「新掛金
額のうち、次年度支払期日までに、旧掛金額」と、
「当該年度の10月末日」とあるのは「同年度の
10月末日」と、「当該年度の掛金の額から当該」
とあるのは「新掛金額から旧掛金額の」とする。

○平成21年８月14日政令第206号（消防法
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整理に関する政令）による改正

　次に掲げる政令の規定中「第35条の７第１項」
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を「第35条の10第１項」に改める。
⑴ 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令（昭和31年政令第335号）第２条第
２項第２号
⑵ 　消防団員等公務災害補償等責任共済等に関す
る法律施行令（昭和31年政令第346号）第３
条第１項
⑶　及び⑷　略
　　附　則
　この政令は、消防法の一部を改正する法律の施
行の日（平成21年10月30日）から施行する。
○平成23年８月10日政令第254号（消防団
員等公務災害補償等責任共済等に関する法律
施行令の一部を改正する政令）による改正

　消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
法律施行令（昭和31年政令第346号）の一部を
次のように改正する。
　附則に次の一条を加える。
　 （消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る
掛金の額の特例）

第 ５条　平成23年度に限り、第４条第１項第１
号及び第２号並びに第２項第１号の規定の適用
については、これらの規定中「1,900円」と
あるのは、「２万4,700円」とする。
　　附　則
１　この政令は、公布の日から施行する。
２ 　平成23年度に限り、消防団員等公務災害補
償等共済基金又は消防団員等公務災害補償等責
任共済等に関する法律第２条第３項に規定する
指定法人に対する市町村又は水害予防組合の掛
金について、改正後の消防団員等公務災害補償
等責任共済等に関する法律施行令（以下「新令」
という。）第６条第１項及び第２項並びに第12
条の規定を適用する場合には、新令第６条第１
項中「各年度について、当該年度の４月末日」
とあるのは「平成23年度については、基金又
は指定法人に対する同年度の掛金の額（以下「特
例適用後掛金額」という。）のうち、附則第５

条の規定の適用がないものとした場合における
第４条第１項から第３項までの規定による掛金
の額に相当する金額の掛金（以下「特例適用前
掛金額」という。）については同年度の４月末日、
特例適用後掛金額から特例適用前掛金額を控除
した残額に相当する金額の掛金（以下「追加掛
金額」という。）については同年度の12月末日」
と、「各年度の４月末日」とあるのは「同年度
の４月末日」と、「当該年度の掛金の額」とあ
るのは「特例適用前掛金額」と、「当該年度の
10月末日」とあるのは「同年度の10月末日」
と、同条第２項中「日の属する年度」とあるの
は「日」と、「掛金の支払期限」とあるのは「属
する年度が平成23年度である場合における同
年度の掛金の支払期限」と、「当該契約を現に
締結した日から起算して１月を経過する日（以
下この項において「初年度支払期日」という。）」
とあるのは「特例適用前掛金額については当該
契約を現に締結した日から起算して１月を経過
する日（以下この項において「初年度支払期日」
という。）、追加掛金額については当該基金又は
指定法人が定める期日」と、「当該年度の掛金
の額」とあるのは「特例適用前掛金額」と、新
令第12条中「市町村の廃置分合」とあるのは
「平成23年度において市町村の廃置分合」と、
「当該廃置分合の日の属する年度の」とあるの
は「同年度の」と、「第４条第１項及び第３項」
とあるのは「附則第５条の規定により読み替え
て適用する第４条第１項の規定及び同条第３
項」と、「当該廃置分合の日の属する年度分」
とあるのは「平成23年度分」と、「控除した額
を、」とあるのは「控除した額（以下「未契約
編入消滅市町村に係る特例適用後掛金額」とい
う。）のうち、附則第５条の規定の適用がない
ものとして算定した場合における金額（以下「未
契約編入消滅市町村に係る特例適用前掛金額」
という。）については」と、「当該承継市町村が
契約を締結している基金又は指定法人」とある
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のは「未契約編入消滅市町村に係る特例適用後
掛金額から未契約編入消滅市町村に係る特例適
用前掛金額を控除した残額に相当する金額につ
いては当該承継市町村が契約を締結している基
金又は指定法人が定める期日までに、当該基金
又は指定法人」とする。

○平成26年３月７日政令第56号（消防団員等
公務災害補償等責任共済等に関する法律施行
令の一部を改正する政令）による改正

　消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する
法律施行令（昭和31年政令第346号）の一部を
次のように改正する。
　別表を次のように改める。
別表　消防団員退職報償金支払額表（第３条関係）

備考
⑴ 　階級については、退職した日にその者が属し
ていた階級とする。ただし、その階級及びその
階級より上位の階級に属していた期間が１年に
満たないときは、その階級（団員を除く。）の
直近下位の階級とし、退職した日にその者が属
していた階級より上位の階級に属していた期間
が１年以上あるときは、総務省令で定める階級
とする。
⑵ 　勤務年数については、その者が非常勤消防団
員として勤務していた期間を合算するものとす
る。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場
合におけるその基礎とされた期間及び再び非常
勤消防団員となつた日の属する月から退職した
日の属する月までの期間が１年に満たない場合

における当該期間については、この限りでない。
⑶ 　勤務年数の計算は、非常勤消防団員となつた
日の属する月から退職した日の属する月までの
月数による。ただし、退職した日の属する月と
再び非常勤消防団員となつた日の属する月が同
じ月である場合には、その月は、後の就職に係
る勤務年数には算入しない。
　附　則

　（施行期日）
１ 　この政令は、平成26年４月１日から施行す
る。

　（経過措置）
２ 　この政令による改正後の別表の規定は、この
政令の施行の日以後に退職した非常勤消防団員
について適用し、同日前に退職した非常勤消防
団員については、なお従前の例による。
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２　基準政令改正文（平成18年５月以降）

〇平成18年５月８日政令第193号（刑事施設
及び受刑者の処遇等に関する法律の施行に伴
う関係政令の整備等に関する政令）による改
正

第 ４条　次に掲げる政令の規定中「監獄」を「刑
事施設」に改める。

　一～五　略
　六 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
定める政令（昭和31年政令第335号）第５
条第１号

　七以下略

〇平成18年６月14日政令第214号（消防組
織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係
政令の整理に関する政令）による改正

　 （非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令の一部改正）

第 ２条　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準
を定める政令（昭和31年政令第335号）の一
部を次のように改正する。
　 　第１条中「第15条の７第１項」を「第24条
第１項」に改める。

〇平成18年９月26日政令第315号(非常勤
消防団員等に係る損害補償の基準を定める政
令の一部を改正する政令)による改正

　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令（昭和31年政令第335号）の一部を次の
ように改正する。
　第２条第２項中「次の各号に」を「次に」に改
め、同項第１号中「別表第１」を「別表」に改め
る。
　第３条中「療養補償は、」を削り、「場合におい
て、当該非常勤消防団員等に対して」を「場合に
おいては、療養補償として」に、「支給して行う
ものとする」を「支給する」に改める。
　第５条中「休業補償は、」を削り、「できないと
き、当該非常勤消防団員等に対して」を「できな
いときは、休業補償として」に改め、「、一日」
を削り、「支給して行うものとする」を「支給する」
に改める。
　第５条の２第１項を次のように改める。非常勤
消防団員等が公務により、又は消防作業等に従事
し、若しくは救急業務に協力したことにより、負
傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係
る療養の開始後１年６箇月を経過した日において
次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次
の各号のいずれにも該当することとなつた場合に
は、その状態が継続している期間、傷病補償年金
を支給する
　一　当該負傷又は疾病が治つていないこと。
　二 　当該負傷又は疾病による障害の程度が、次
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条第２項に規定する第１級から第３級までの
各障害等級に相当するものとして総務省令で
定める第１級、第２級又は第３級の傷病等級
に該当すること。第５条の２第３項中「別表
第２中の」を削り、同項を同条第四項とし、
同条第２項を同条第３項とし、同条第１項の
次に次の１項を加える。

２ 　傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病によ
る障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級（前
項第２号の傷病等級をいう。以下同じ。）のい
ずれに該当するかに応じ、１年につき補償基礎
額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とす
る。
　一　第１級　313倍
　二　第２級　277倍
　三　第３級　245倍
　第６条第１項を次のように改める。
　非常勤消防団員等が公務により、又は消防作業
等に従事し、若しくは救急業務に協力したことに
より、負傷し、又は疾病にかかり、治つたときに
次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が
存する場合においては、障害補償として、同項に
規定する第１級から第７級までの障害等級に該当
する障害があるときには、当該障害が存する期間、
障害補償年金を毎年支給し、同項に規定する第８
級から第14級までの障害等級に該当する障害が
あるときには、障害補償一時金を支給する。
　第６条第７項中「別表第３中の」を削り、「等級」
を「障害等級」に改め、同項を同条第９項とし、
同条第６項中「障害の等級」を「障害等級」に改
め、同項を同条第８項とし、同条第５項を削り、
同条第４項中「等級」を「障害等級」に改め、同
項を同条第７項とし、同条第３項中「障害の等級」
を「障害等級」に改め、同項各号中「等級」を「障
害等級」に改め、同項を同条第６項とし、同条第
２項中「別表第３に定める」を「障害等級に該当
する」に、「障害の等級」を「障害等級」に、「応
ずる等級」を「応ずる障害等級」に改め、同項を

同条第５項とし、同条第１項の次に次の３項を加
える。
２ 　障害等級は、その障害の程度に応じて重度の
ものから順に、第１級から第14級までに区分
するものとする。この場合において、各障害等
級に該当する障害は、総務省令で定める。

３ 　障害補償年金の額は、１年につき、次の各号
に掲げる障害等級（前項に規定する障害等級を
いう。以下同じ。）に応じ、補償基礎額に当該
各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

　一　第１級　313倍
　二　第２級　277倍
　三　第３級　245倍
　四　第４級　213倍
　五　第５級　184倍
　六　第６級　156倍
　七　第７級　131倍
４ 　障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障
害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める
倍数を乗じて得た額とする。

　一　第８級　503倍
　二　第９級　391倍
　三　第10級　302倍
　四　第11級　223倍
　五　第12級　156倍
　六　第13級　101倍
　七　第14級　56倍
　第６条の２第１項本文を次のように改める。
　傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を
有する非常勤消防団員等が、当該傷病補償年金又
は障害補償年金を支給すべき事由となつた障害で
あつて総務省令で定める程度のものにより、常時
又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又
は随時介護を受けている場合においては、介護補
償として、当該介護を受けている期間、常時又は
随時介護を受ける場合に通常要する費用を考慮し
て総務大臣が定める金額を支給する。
　第６条の２第２項を次のように改める。
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２ 　介護補償は、月を単位として支給するものと
する。
　第７条中「遺族補償は、」を削り、「場合におい
て」を「場合においては、遺族補償として」に、「支
給して行うものとする」を「支給する」に改める。
第８条第１項第４号中「次に掲げるいずれかの状
態」を「総務省令で定める障害の状態（次条、第
８条の３及び第９条の３において「特定障害状態」
という。）」に改め、同号イ及びロを削る。
　第８条の２第１項第１号中「前条第１項第４号
イ若しくはロに掲げる状態」を「特定障害状態」
に改め、同条第４項中「一に」を「いずれかに」
に改め、同項第１号中「前条第１項第４号イ又は
ロに掲げる状態」を「特定障害状態」に改め、同
項第２号中「前条第１項第４号イ若しくはロに掲
げる状態」を「特定障害状態」に改める。
　第８条の３第１項第５号及び第６号中「第８条
第１項第４号イ又はロに掲げる状態」を「特定障
害状態」に改める。
　第９条の３第１項第２号中「第８条第１項第４
号イ若しくはロに掲げる状態」を「特定障害状態」
に改める。
　第11条中「葬祭補償は、」を削り、「場合にお
いて」を「場合においては」に、「対して、」を「対
して、葬祭補償として」に、「支給して行うもの
とする」を「支給する」に改める。
　第12条の２中「防禦ぎよ」を「防御」に、「第
５条の２第１項、第６条第１項」を「第５条の２
第２項、第６条第３項若しくは第４項」に改め、「別
表第２に定める」を削り、「同表に定める第２級
の傷病等級」を「第２級の傷病等級」に、「別表
第３に定める第１級の等級」を「第１級の障害等
級」に、「同表に定める第２級の等級」を「第２
級の障害等級」に改める
　附則第１条の２第１項中「障害の等級に」を「障
害等級に」に改め、同項の表中「障害の等級」を
「障害等級」に改め、同条第２項中「、第６条第
６項」を「、第６条第８項」に改め、同項第１号

中「障害の等級」及び「障害の程度」を「障害等
級」に改め、同項第２号中「障害の等級」を「障
害等級」に、「第６条第６項」を「第６条第８項」
に、「別表第３に定める」を「加重後の」に改める。
　附則第１条の３第４項中「障害の等級」を「障
害等級」に、「第６条第６項」を「第６条第８項」
に改める。
　別表第２から別表第４までを削り、別表第１を
別表とする。
　　　附　則
　（施行期日）
第一条　この政令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第 二条　改正後の規定は、平成18年４月１日か
ら適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷
病補償年金、障害補償、介護補償及び遺族補償
については、当該規定にかかわらず、なお従前
の例による。

〇平成18年９月26日政令第320号（障害者
自立支援法の一部の施行に伴う関係政令の整
備に関する政令) による改正

　 （非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令の一部改正）

　第12条非常勤消防団員等に係る損害補償の基
準を定める政令（昭和31年政令第335号）の一
部を次のように改正する。
　第６条の２第１項第２号を次のように改める。
二 　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）
第５条第12項に規定する障害者支援施設（次
号において「障害者支援施設」という。）に入
所している場合（同条第６項に規定する生活介
護（次号において「生活介護」という。）を受
けている場合に限る。）

　　第６条の２第１項に次の１号を加える。
三 　障害者支援施設（生活介護を行うものに限
る。）に準ずる施設として総務大臣が定めるも
のに入所している場合
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〇平成19年３月30日政令第80号（非常勤消
防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の一部を改正する政令）による改正

　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令（昭和31年政令第335号）の一部を次の
ように改正する。
　第２条第３項中「のうち２人まで」を削り、「そ
れぞれ200円」を「一人につき200円」に改め、
「、その他の扶養親族については一人につき167
円」を削る。
　　　附　則
１ 　この政令は、平成19年４月１日から施行す
る。
２ 　改正後の第２条第３項の規定は、この政令の
施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補
償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償
年金を除く。以下この項において同じ。）並び
に平成19年４月分以後の月分の傷病補償年
金、障害補償年金及び遺族補償年金について適
用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補
償並びに同年３月分以前の月分の傷病補償年
金、障害補償年金及び遺族補償年金については、
なお従前の例による。

〇平成20年３月26日政令第68号（非常勤消
防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の一部を改正する政令）による改正

　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令（昭和31年政令335号）の一部を次のよ
うに改正する。
　第２条第３項中「200円（非常勤消防団員等
に扶養親族でない第１号に掲げる者がある場合に
あつてはそのうち１人については217円、」を
「217円（」に、「ない場合にあつては」を「な
い場合にあつては、」に改める。
　　　附　則
１ 　この政令は、平成20年４月１日から施行す
る。

２ 　改正後の第２条第３項の規定は、この政令の
施行の日以後に支給すべき事由の生じた損害補
償（傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償
年金を除く。以下この項において同じ。）並び
に平成20年４月分以後の月分の傷病補償年
金、障害補償年金及び遺族補償年金について適
用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補
償並びに同年３月分以前の月分の傷病補償年
金、障害補償年金及び遺族補償年金については、
なお従前の例による。

〇平成21年８月14日政令第206号（消防法
の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令
の整理に関する政令）による改正

　次に掲げる政令の規定中「第35条の７第１項」
を「第35条の10第１項」に改める。
一 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令（昭和31年政令第335号）第２条第
２項第２号

　　　附　則
　この政令は、消防法の一部を改正する法律の施
行の日（平成21年10月30日）から施行する。

〇平成22年６月２日政令第144号（児童扶養
手当法施行令及び非常勤消防団員等に係る損
害補償の基準を定める政令の一部を改正する
政令）による改正

　（児童扶養手当法施行令の一部改正）
第１条　略
　 （非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令の一部改正）

第 ２条　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準
を定める政令（昭和31年政令第335号）の一
部を次のように改正する。

　 　附則第３条第７項第１号中「若しくは第４号」
を「、第５号若しくは第10号」に改め、同項
第２号中「第４条第２項第３号」の下に「、第
８号、第９号又は第13号」を加える。
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　　　附　則
この政令は、平成22年８月１日から施行する。

〇平成23年５月20日政令第143号（非常勤
消防団員等に係る損害補償の基準を定める政
令の一部を改正する政令）による改正

　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令（昭和31年政令第335号）の一部を次の
ように改正する。
　附則に次の１条を加える。
　（東日本大震災に係る死亡の推定の特例）
第 ５条　平成23年３月11日に発生した東北地
方太平洋沖地震による災害により行方不明とな
つた者の生死が３箇月間分からない場合又はそ
の者の死亡が３箇月以内に明らかとなり、かつ、
その死亡の時期が分からない場合には、第14
条（附則第１条の２第４項において読み替えて
準用する場合を含む。）の規定の適用がある場
合を除き、死亡に係る給付の支給に関する規定
の適用については、同日に、その者は、死亡し
たものと推定する。
　　　附　則
　この政令は、公布の日から施行する。

〇平成23年９月22日政令第296（障がい者
制度改革推進本部等における検討を踏まえて
障害保健福祉施策を見直すまでの間において
障害者等の地域生活を支援するための関係法
律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関
係政令の整備に関する政令）による改正

　 （警察官の職務に協力援助した者の災害給付に
関する法律施行令等の一部改正）

第 ８条　次に掲げる政令の規定中「第５条第12
項」を「第５条第13項」に、「同条第６項」を
「同条第７項」に改める。
　一～二　略
　三 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
定める政令（昭和31年政令第335号）第６

条の２第１項第２号
　四以下略

〇平成24年２月３日政令第26号（障がい者制
度改革推進本部等における検討を踏まえて障
害保健福祉施策を見直すまでの間において障
害者等の地域生活を支援するための関係法律
の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の
整備等及び経過措置に関する政令）による改
正

　 （警察官の職務に協力援助した者の災害給付に
関する法律施行令等の一部改正）

第 11条　次に掲げる政令の規定中「第５条第13
項」を「第５条第12項」に改める。

　一～二　略
　三 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
定める政令（昭和31年政令第335号）第６
条の２第１項第２号

四以下略

〇平成25年１月18日政令第５号（地域社会に
おける共生の実現に向けて新たな障害保健福
祉施策を講ずるための関係法律の整備に関す
る法律の施行に伴う関係政令の整備等に関す
る政令）による改正

　（身体障害者福祉法施行令等の一部改正）
第 ４条　次に掲げる政令の規定中「障害者自立支
援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律」に改める。

　一～六　略
　七 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
定める政令（昭和31年政令第335号）第６
条の２第１項第２号

　八以下略

〇平成25年11月27日政令第319号（地域社
会における共生の実現に向けて新たな障害保
健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に
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関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整
備に関する政令）による改正

　 （警察官の職務に協力援助した者の災害給付に
関する法律施行令等の一部改正）

第 ９条　次に掲げる政令の規定中「第５条第12
項」を「第５条第11項」に改める。

　一～二　略
　三 　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を
定める政令（昭和31年政令第335号）第６
条の２第１項第２号

　四以下略

〇平成26年９月25日政令第313号（次代の
社会を担う子どもの健全な育成を図るための
次世代育成支援対策推進法等の一部を改正す
る法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に
関する政令）による改正

　 （非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令の一部改正）

第 ７条　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準
を定める政令（昭和31年政令第335号）の一

部を次のように改正する。
　 　附則第３条第７項第１号中「第４条第２項第
２号、第５号若しくは第10号若しくは第３項
第２号」を「第13条の２第１項第１号から第
３号まで若しくは第２項第１号」に改め、同項
第２号中「第４条第２項第３号、第８号、第９
号又は第13号」を「第13条の２第１項第４号
又は第２項第２号」に改める

〇平成27年９月30日政令第346号（地方公
務員等共済組合法施行令等の一部を改正する
等の政令）による改正

　 （非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定
める政令の一部改正）

第 ６条　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準
を定める政令（昭和31年政令第335号）の一
部を次のように改正する。

　 　附則第３条第１項中「当該損害補償」を「当
該年金たる損害補償」に、「掲げる年金たる給付」
を「掲げる当該法律による年金たる給付」に改
め、同項の表を次のように改める。
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　附則第３条第２項中「、当該損害補償」を「、
当該年金たる損害補償」に、「から当該損害補償」

を「から当該年金たる損害補償」に改め、同項の
表を次のように改める。
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　附則第３条第３項中「当該損害補償」を「当該
年金たる損害補償」に、「年金たる給付の２が支
給される」を「法律による年金たる給付の数が２

である」に、「、当該年金たる給付」を「、当該
法律による年金たる給付」に改め、同項の表を次
のように改める。
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　附則第３条第４項中「当該損害補償」を「当該
年金たる損害補償」に改め、「当該各号に掲げる」
の下に「法律による」を加え、同条第５項を次の
ように改める。
５ 　休業補償を受ける権利を有する者が、同一の
事由について次の表の上欄に掲げる法律による
年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の
間、第５条の規定にかかわらず、同条の規定に
よる休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該

法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下
欄に掲げる率を乗じて得た額（その額が当該休
業補償の額から同一の事由について支給される
当該法律による年金たる給付の額（当該法律に
よる年金たる給付の数が２である場合にあつて
は、その合計額）を365で除して得た額を控
除した残額を下回る場合には、当該残額）を支
給するものとする。
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　附則第３条第６項中「この政令の規定にかかわ
らず、この政令」を「第５条の規定にかかわらず、
同条」に改め、「同表の上欄に掲げる」の下に「当
該」を加え、「がこの政令の規定による」を「が
当該」に、「当該年金たる給付」を「当該法律に
よる年金たる給付」に改め、同項の表中「の規定」
を削る。

〇平成28年２月24日政令第46号（非常勤消
防団員等に係る損害補償の基準を定める政令
の一部を改正する政令）による改正

　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令（昭和31年政令第335号）の一部を次の
ように改正する。
　附則第３条第２項の表１の項下欄中「0.86」
を「0.88」に改め、同表二の項下欄中「0.91（第
１級又は第２級」を「0.92（第１級」に、「0.90」
を「0.91」に改め、同条第５項の表中「0.86」
を「0.88」に改める。

　　　附　則
　（施行期日）
１ 　この政令は、平成28年４月１日から施行す
る。

　（経過措置）
２ 　この政令による改正後の非常勤消防団員等に
係る損害補償の基準を定める政令附則第３条第
２項及び第５項の規定は、この政令の施行の日
以後に支給すべき事由の生じた非常勤消防団員
等に係る損害補償の基準を定める政令第１条第
３号に規定する傷病補償年金（以下この項にお
いて「傷病補償年金」という。）及び同条第２
号に規定する休業補償（以下この項において「休
業補償」という。）並びに同日前に支給すべき
事由の生じた同日以後の期間に係る傷病補償年
金について適用し、同日前に支給すべき事由の
生じた同日前の期間に係る傷病補償年金及び同
日前に支給すべき事由の生じた休業補償につい
ては、なお従前の例による。
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１　消防組織法関係条文改正一覧表
＜関係条文＝現行＞　第24条（市町村の公務災害補償責任）
　　　　　　　　　　第25条（市町村の退職報償金支給責任）

２ 消防法関係条文改正一覧表
＜関係条文＝現行＞第36条の３（市町村の消防作業従事者等に対する損害補償責任） 
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３　水防法関係条文改正一覧表
＜関係条文＝現行＞第６条の２（水防団員等の公務災害補償） 
　　　　　　　　　第45条（水防従事者の公務災害補償） 

４　災害対策基本法関係条文改正一覧表
＜関係条文＝現行＞第84条（応急措置業務従事者の損害補償） 
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● 制定当初の消防団を中核とした地域防災力の充
実強化に関する法律
消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関す
る法律
　（平成25年12月13日法律第110号）
目次
　第１章　総則（第１条―第６条） 
　第２章 　地域防災力の充実強化に関する計画

（第７条） 
　第３章　基本的施策 
　　第１節　消防団の強化等（第８条―第16条） 
　　第２節 　地域における防災体制の強化（第

17条―第21条） 
　附則 
第１章　総則
　（目的） 
第 １条　この法律は、我が国において、近年、東
日本大震災という未曽有の大災害をはじめ、地
震、局地的な豪雨等による災害が各地で頻発し、
住民の生命、身体及び財産の災害からの保護に
おける地域防災力の重要性が増大している一
方、少子高齢化の進展、被用者の増加、地方公
共団体の区域を越えて通勤等を行う住民の増加
等の社会経済情勢の変化により地域における防
災活動の担い手を十分に確保することが困難と
なっていることに鑑み、地域防災力の充実強化
に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公
共団体の責務等を明らかにするとともに、地域
防災力の充実強化に関する計画の策定その他地
域防災力の充実強化に関する施策の基本となる
事項を定めることにより、住民の積極的な参加
の下に、消防団を中核とした地域防災力の充実
強化を図り、もって住民の安全の確保に資する
ことを目的とする。 

　（定義） 

第 ２条　この法律において、「地域防災力」とは、
住民一人一人が自ら行う防災活動、自主防災組
織（災害対策基本法 （昭和36年法律第223号）
第２条の２第２号 に規定する自主防災組織を
いう。以下同じ。）、消防団、水防団その他の地
域における多様な主体が行う防災活動並びに地
方公共団体、国及びその他の公共機関が行う防
災活動の適切な役割分担及び相互の連携協力に
よって確保される地域における総合的な防災の
体制及びその能力をいう。 

　（基本理念） 
第 ３条　地域防災力の充実強化は、住民、自主防
災組織、消防団、水防団、地方公共団体、国等
の多様な主体が適切に役割分担をしながら相互
に連携協力して取り組むことが重要であるとの
基本的認識の下に、地域に密着し、災害が発生
した場合に地域で即時に対応することができる
消防機関である消防団がその中核的な役割を果
たすことを踏まえ、消防団の強化を図るととも
に、住民の防災に関する意識を高め、自発的な
防災活動への参加を促進すること、自主防災組
織等の活動を活性化すること等により、地域に
おける防災体制の強化を図ることを旨として、
行われなければならない。 

　（国及び地方公共団体の責務） 
第 ４条　国及び地方公共団体は、前条の基本理念
にのっとり、地域防災力の充実強化を図る責務
を有する。 

２ 　国及び地方公共団体は、その施策が、直接的
なものであると間接的なものであるとを問わ
ず、地域防災力の充実強化に寄与することとな
るよう、意を用いなければならない。 

３ 　国及び地方公共団体は、地域防災力の充実強
化に関する施策を効果的に実施するため必要な
調査研究、情報の提供その他の措置を講ずるも
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のとする。 
　（住民の役割） 
第 ５条　住民は、第３条の基本理念にのっとり、
できる限り、居住地、勤務地等の地域における
防災活動への積極的な参加に努めるものとす
る。 

　（関係者相互の連携及び協力） 
第 ６条　住民、自主防災組織、市町村の区域内の
公共的団体その他の防災に関する組織、消防団、
水防団、地方公共団体、国等は、地域防災力の
充実強化に関する施策が円滑に実施されるよ
う、相互に連携を図りながら協力しなければな
らない。 
第２章　地域防災力の充実強化に関する計画  
第 ７条　市町村は、災害対策基本法第42条第１
項 に規定する市町村地域防災計画において、
当該市町村の地域に係る地域防災力の充実強化
に関する事項を定め、その実施に努めるものと
する。 
２ 　市町村は、地区防災計画（災害対策基本法第
42条第３項に規定する地区防災計画をいう。
次項において同じ。）を定めた地区について、
地区居住者等（同条第３項に規定する地区居住
者等をいう。次項において同じ。）の参加の下、
地域防災力を充実強化するための具体的な事業
に関する計画を定めるものとする。 

３　地区防災計画が定められた地区の地区居住者
等は、市町村に対し、当該地区の実情を踏まえて
前項に規定する事業に関する計画の内容の決定又
は変更をすることを提案することができる。 
第３章　基本的施策  
　　第１節　消防団の強化等  
　（消防団の強化） 
第 ８条　国及び地方公共団体は、全ての市町村に
置かれるようになった消防団が将来にわたり地
域防災力の中核として欠くことのできない代替
性のない存在であることに鑑み、消防団の抜本
的な強化を図るため、必要な措置を講ずるもの

とする。 
　（消防団への加入の促進） 
第 ９条　国及び地方公共団体は、消防団への積極
的な加入が促進されるよう、自らの地域は自ら
守るという意識の啓発を図るために必要な措置
を講ずるものとする。 

　（公務員の消防団員との兼職に関する特例）  
第 10条　一般職の国家公務員又は一般職の地方
公務員から報酬を得て非常勤の消防団員と兼職
することを認めるよう求められた場合には、任
命権者（法令に基づき国家公務員法（昭和22
年法律第120号）第百四条の許可又は地方公
務員法（昭和25年法律第261号）第38条第
１項の許可の権限を有する者をいう。第３項に
おいて同じ。）は、職務の遂行に著しい支障が
あるときを除き、これを認めなければならない。 
２ 　前項の規定により消防団員との兼職が認めら
れた場合には、国家公務員法第104条の許可
又は地方公務員法第38条第１項の許可を要し
ない。 
３ 　国及び地方公共団体は、第１項の求め又は同
項の規定により認められた消防団員との兼職に
係る職務に専念する義務の免除に関し、消防団
の活動の充実強化を図る観点からその任命権者
等（任命権者及び職務に専念する義務の免除に
関する権限を有する者をいう。）により柔軟か
つ弾力的な取扱いがなされるよう、必要な措置
を講ずるものとする。 

　（事業者の協力） 
第 11条　事業者は、その従業員の消防団への加
入及び消防団員としての活動が円滑に行われる
よう、できる限り配慮するものとする。 

２ 　事業者は、その従業員が消防団員としての活
動を行うために休暇を取得したことその他消防
団員であること又はあったことを理由として、
当該従業員に対して解雇その他不利益な取扱い
をしてはならない。 
３ 　国及び地方公共団体は、事業者に対して、そ
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の従業員の消防団への加入及び消防団員として
の活動に対する理解の増進に資するよう、財政
上又は税制上の措置その他必要な措置を講ずる
よう努めるものとする。 
　（大学等の協力） 
第 12条　国及び地方公共団体は、大学等の学生
が消防団の活動への理解を深めるとともに、消
防団員として円滑に活動できるよう、大学等に
対し、適切な修学上の配慮その他の自主的な取
組を促すものとする。 

　（消防団員の処遇の改善） 
第 13条　国及び地方公共団体は、消防団員の処
遇の改善を図るため、出動、訓練その他の活動
の実態に応じた適切な報酬及び費用弁償の支給
がなされるよう、必要な措置を講ずるものとす
る。 
　（消防団の装備の改善等） 
第 14条　国及び地方公共団体は、消防団の活動
の充実強化を図るため、消防団の装備の改善及
び消防の相互の応援の充実が図られるよう、必
要な措置を講ずるものとする。 
　（消防団の装備の改善に係る財政上の措置） 
第 15条　国及び都道府県は、市町村が行う消防
団の装備の改善に対し、必要な財政上の措置を
講ずるよう努めるものとする。 
　（消防団員の教育訓練の改善及び標準化等） 
第 16条　国及び地方公共団体は、消防団員の教
育訓練の改善及び標準化を図るため、教育訓練
の基準の策定、訓練施設の確保、教育訓練を受
ける機会の充実、指導者の確保、消防団員の安
全の確保及び能力の向上等に資する資格制度の
確立その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 　市町村は、所定の教育訓練の課程を修了した
消防団員に対する資格制度の円滑な実施及び当
該資格を取得した消防団員の適切な処遇の確保
に努めるものとする。 

　　第２節　地域における防災体制の強化  
　（市町村による防災体制の強化） 

第 17条　市町村は、地域における防災体制の強
化のため、防災に関する指導者の確保、養成及
び資質の向上、必要な資材又は機材の確保等に
努めるものとする。 
　 （自主防災組織等の教育訓練における消防団の
役割） 
第 18条　市町村は、消防団が自主防災組織及び
女性防火クラブ（女性により構成される家庭か
ら生ずる火災の発生の予防その他の地域におけ
る防災活動を推進する組織をいう。）、少年消防
クラブ（少年が防火及び防災について学習する
ための組織をいう。）、市町村の区域内の公共的
団体その他の防災に関する組織（以下「女性防
火クラブ等」という。）の教育訓練において指
導的な役割を担うよう必要な措置を講ずるよう
努めるものとする。 
　（自主防災組織等に対する援助） 
第 19条　国及び地方公共団体は、自主防災組織
及び女性防火クラブ等に対し、教育訓練を受け
る機会の充実、標準的な教育訓練の課程の作成、
教育訓練に関する情報の提供その他必要な援助
を行うものとする。 
　（市町村に対する援助） 
第 20条　国及び都道府県は、市町村が行う自主
防災組織及び女性防火クラブ等の育成発展を図
るための取組を支援するため必要な援助を行う
ものとする。 

　（防災に関する学習の振興） 
第 21条　国及び地方公共団体は、住民が、幼児
期からその発達段階に応じ、あらゆる機会を通
じて防災についての理解と関心を深めることが
できるよう、消防機関等の参加を得ながら、学
校教育及び社会教育における防災に関する学習
の振興のために必要な措置を講ずるものとす
る。 

　　　附　則 
　この法律は、公布の日から施行する。ただし、
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か
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ら施行する。 
⑴ 　第７条第２項及び第３項の規定　災害対策基
本法等の一部を改正する法律（平成25年法律
第54号）附則第１条第２号に掲げる規定の施
行の日 
⑵ 　第10条の規定　公布の日から起算して６月
を経過した日 
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２　現行の定款

○消防団員等公務災害補償等共済基金定款
 〔昭和31年11月15日公布〕
最終改正　平成23年１月13日消防災第531号
　　第１章　総則
　（目的）
第 １条　この基金は、消防団員等公務災害補償（消
防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法
律（昭和31年法律第107号。以下「法」とい
う。）第１条に規定する消防団員等公務災害補
償をいう。以下同じ。）及び消防団員退職報償
金の支給（同条に規定する消防団員退職報償金
の支給をいう。以下同じ。）の的確な実施に資
するため消防団員等公務災害補償責任共済事業
及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行
い、あわせて消防団員等福祉事業（法第13条
第１項及び第３項に規定する事業をいう。以下
同じ。）等を行うことにより、消防団員等（法
第１条に規定する消防団員等をいう。）及び住
民等による消防の活動、水防活動その他の防災
活動に係る環境を整備することに寄与すること
を目的とする。
　（設立根拠及び名称）
第 ２条　この基金は、法により設立し、消防団員
等公務災害補償等共済基金と称する。

　（事務所の所在地）
第 ３条　この基金は、主たる事務所を東京都港区
に置く。

　（公告の方法）
第４条　この基金の公告は、官報に掲載して行う。
　　第２章　資産
　（資産）
第 ５条　この基金の資産は、流動資産、固定資産
及びその他の資産よりなる。

　　第３章　役員及び職員
　（役員）
第 ６条　この基金の役員として、理事長１人、常

務理事１人、理事５人以内及び監事１人を置く。
　（役員の職務及び権限）
第 ７条　理事長は、基金を代表し、その業務を総
理する。

２ 　常務理事は、理事長の定めるところにより、
基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を
掌理し、理事長に事故があるときはその職務を
代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

３ 　理事は、理事長の定めるところにより、基金
を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務
を掌理する。

４　監事は、基金の業務を監査する。
５ 　監事は、監査の結果に基づき、必要があると
認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提
出することができる。

６ 　理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねる
ことができない。

７ 　常勤の役員は、他の職業に従事することがで
きない。

　（役員の選任及び任期）
第 ８条　理事長、常務理事、理事及び監事は、理
事会において選任する。

２ 　前項に定める役員の選任は、総務大臣の認可
を受けなければ、その効力を生じない。

３ 　役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の
役員の任期は、前任者の残任期間とする。

４　役員は、再任されることができる。
５ 　役員は、その退任後においても、後任者が就
任するまでは、理事長の定めるところにより、
その職務を行うことができる。

　（役員の解任）
第 ８条の２　理事会は、役員が次の各号の一に該
当するとき又はその他役員たるに適しないと認
めるときは、その役員を解任することができる。

　一 　法（法に基づく命令又は処分を含む。）、定
款又は業務方法書に違反する行為をしたと
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き。
　二 　この基金の業務に関し著しく不適当な行為
をしたとき。

　三 　心身の故障のため職務の遂行に堪えないと
認められるとき。

２ 　理事会は、法第23条第２項の規定により総
務大臣から役員を解任すべきことを命じられた
ときは、その役員を解任しなければならない。
３ 　前２項に定める役員の解任は、総務大臣の認
可を受けなければ、その効力を生じない。
　（職員）
第９条　この基金の職員は、理事長が任免する。
２ 　理事長は、必要と認めるときは、嘱託若干名
を委嘱することができる。
　　第４章　理事会
　（設置及び組織）
第10条　この基金に理事会を置く。
２ 　理事会は、理事長、常務理事及び理事の全員
をもって組織する。
３ 　監事は、理事会に出席して、意見を述べるこ
とができる。
　（議決事項）
第 11条　次に掲げる事項は、理事会の議決を経
なければならない。

　一　定款の変更
　二　業務方法書の作成及び変更
　三　事業計画書の作成及び変更
　四 　財産目録、事業状況報告書及び決算報告書
の作成

　五　その他重要な事項
　（会議）
第 12条　理事会は、随時必要があるときにおい
て、これを開く。

２ 　理事会は、理事長が招集し、理事長は、その
議長となる。
　（議決の方法）
第 13条　理事会は、役員（監事を除く。以下本
章中において同じ。）の半数以上が出席しなけ

れば、会議を開くことができない。ただし、同
一議案について再度招集してもなお半数に達し
ないときは、この限りでない。

２ 　理事会の議事は、出席役員の過半数でこれを
決し、可否同数のときは、理事長の決するとこ
ろによる。

３ 　理事会は、基金の職員又は嘱託をその会議に
出席させて、必要な説明を求めることができる。

　（代理による表決）
第 13条の２　理事は、病気その他やむを得ない
事由により理事会に出席することができないと
きは、代理人に議決権を行わせることができる。
２ 　前項に規定する代理人は、その旨を証する書
面を、理事会の開会前に、理事長に提出しなけ
ればならない。

　（理事会に代わる書面表決）
第 13条の３　理事長は、急施を要する事項につ
いて理事に書面を送付して賛否を求め、理事会
に代えることができる。

２ 　理事長は、前項の表決を求めた場合には、そ
の結果を速やかに理事に報告しなければならな
い。

　（議事録）
第 14条　理事会の議事（前条第１項の場合を含
む。）については、議事録を作成し、理事長、
常務理事及び理事長の指名する理事１名がこれ
に記名押印しなければならない。

２ 　前項の議事録には、次に掲げる事項を記載し
なければならない。

　一　開会の日時及び場所
　二 　出席理事の氏名並びに欠席理事のうち議決
権の委任をした理事の氏名及び委任を受けた
者の氏名

　三　議事の概要
　四　議決した事項及び賛否の数
　　第４章の２　評議員会
　（評議員会）
第 14条の２　この基金に評議員会を置く。
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２ 　評議員会は、評議員10人以内をもって組織
する。
３ 　評議員は、この基金の業務の適正な運営に必
要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣
の認可を受けて、理事長が任命する。
４ 　評議員の任期は、２年とする。ただし、補欠
の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　評議員は、再任されることができる。
　（評議員会の審議事項）
第 14条の３　評議員会は、この基金の運営に関
する重要事項を審議する。
　（評議員会の会議）
第14条の４　評議員会は、理事長が招集する。
２ 　評議員会の議長は、評議員の互選によって定
める。
３ 　議長は、評議員会の会務を総理する。議長に
事故のあるとき、又は議長が欠けたときは、議
長のあらかじめ指名する評議員がその職務を代
理し、又はその職務を行う。
４ 　役員は、評議員会に出席して意見を述べるこ
とができる。
　（議決の方法、代理による表決及び議事録）
第 14条の５　評議員会の議決の方法、代理によ
る表決及び議事録については、第13条、第13
条の２及び第14条の規定を準用する。
　　第５章　業務及びその執行
　（業務）
第 15条　この基金は、第１条の目的を達成する
ため、次に掲げる業務を行う。

　一 　法の規定による消防団員等公務災害補償責
任共済事業を行うこと。

　二 　法の規定による消防団員退職報償金支給責
任共済事業を行うこと。

　三 　法の規定による消防団員等福祉事業を行う
こと。

　四 　前３号に掲げる業務に附帯する業務を行う
こと。

　五 　前各号に掲げるもののほか、第１条の目的

を達成するために必要な業務を行うこと。
２ 　この基金は、前項第５号に掲げる業務を行お
うとするときは、総務大臣の認可を受けなけれ
ばならない。

　（業務方法書）
第 16条　この基金は、業務方法書を作成し、総
務大臣の認可を受けるものとする。これを変更
しようとするときも、同様とする。

２ 　前項の業務方法書には、法第29条第２項の
総務省令で定める事項を記載するものとする。

３ 　この基金は、第１項の業務方法書に基づき業
務を執行するものとする。

　　第６章　契約の締結
　（契約の締結）
第 17条　この基金は、業務方法書の定めるとこ
ろにより、市町村又は水害予防組合の申込みに
基づき、市町村又は水害予防組合との間に消防
団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員
退職報償金支給責任共済契約（以下「契約」と
いう。）を締結する。
　　第７章　市町村の掛金
　（掛金の支払）
第 18条　基金との間に契約を締結した市町村又
は水害予防組合は、業務方法書の定めるところ
により、当該契約を締結した日の属する年度以
降、毎年度、基金に対して掛金を支払わなけれ
ばならない。

　　第８章　審査の請求
　（審査の請求）
第 19条　基金の支払に関する決定について異議
のある市町村又は水害予防組合は、基金に対し
て、審査の請求をすることができる。

２ 　前項の規定による審査の請求があったたとき
は、基金は、審査委員会に諮って裁定するもの
とする。

　（審査委員会）
第20条　基金に審査委員会を置く。
２ 　審査委員会は、委員５人以内をもって組織す
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資料９　基金定款の変更

る。
３ 　委員は、学識経験を有する者のうちから、理
事長が委嘱する。
４ 　委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の
委員の任期は、前任者の残任期間とする。
５　委員は、再任されることができる。
　（審査請求の手続等）
第 21条　前２条に定めるもののほか、審査請求
の手続及び審査委員会の運営に関して必要な事
項については、理事長が定める。

　　第９章　会計
　（事業年度）
第 22条　この基金の事業年度は、毎年４月１日
に始まり、翌年３月31日に終わるものとする。

　（事業計画書）
第 23条　この基金は、毎事業年度消防団員等公
務災害補償責任共済事業（消防団員等福祉事業
等を含む。）の業務又は消防団員退職報償金支
給責任共済事業の業務（以下「業務」という。）
ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度
の開始前に、総務大臣の認可を受けなければな
らない。事業計画書に総務省令で定める重要な
変更を加えようとするときも、また、同様とす
る。
　（報告及び公告）
第 24条　この基金は、毎事業年度末に、業務ご
とに、財産目録及び事業状況報告書を作成し、
これに事業計画書の区分に従って作成した当該
事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見を
付けて、事業年度経過後３月以内に、これを総
務大臣に提出しなければならない。

２ 　この基金は、前項の規定により総務大臣に提
出した財産目録、事業状況報告書及び決算報告
書を公告し、かつ、これらを事務所に備えて置
かなければならない。
　（会計規程）
第 25条　この基金の会計及び資産の運用その他
財務に関し必要な規程については、法令及びこ

の定款に定めるものを除くほか、理事長が定め
る。

　　第10章　監査
　（監査）
第 26条　監事は、毎事業年度少なくとも１回以
上期日を定めて、及び必要があると認められる
場合は臨時に、基金の業務を監査するものとす
る。

　（監査の立会）
第 27条　監事が監査を行う場合には、出納職員
は、監査に立ち会うものとする。

２ 　監事は、必要があるときは、理事長又は常務
理事に対して、監査の立会いを求めることがで
きる。

　（監事の権限）
第 28条　監事は、理事長、常務理事又は基金の
職員に対して、業務の報告を求め、出納職員に
対して、現金及び預金通帳、帳簿、証ひょう書
類その他の書類の提示を求めることができる。

　（監査報告書）
第 29条　監事は、監査が終了したときは、遅滞
なく、監査報告書を作成し、これを理事長に提
出しなければならない。

　　第11章　補則
　（規程の制定）
第 30条　この定款に定めるもののほか、この基
金の運営に関し必要な規程は、理事長が定める。

　（定款の変更）
第 31条　この定款を変更しようとするときは、
総務大臣の認可を受けなければならない。

　（都等に関する特例）
第 32条　この定款中市町村に関する規定は、特
別区の存する区域については都に、地方自治法
（昭和22年法律第67号）第284条の規定によ
る市町村の組合については当該組合に適用す
る。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区
の支払責任に係るものについては、当該特別区
に適用する。
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資料９　基金定款の変更

　　附　則
　（施行期日）
第 １条　この定款は、この基金成立の日（昭和
31年11月20日）から施行する。
　（基金の最初の事業年度における経過措置）
第 ２条　この基金の最初の役員の任期は、第８条
第６項の規定にかかわらず、この基金成立の日
から起算する。

第 ３条　基金の最初の事業年度における第15条
第２号の規定の適用については、同条同号中「第
19条の規定による掛金を、第20条に規定する
期間内に基金に対して支払った場合は４月１日
以降、同条に規定する期間を過ぎた後において
基金に対して支払った場合」とあるのは「基金
の最初の事業年度における掛金を、法施行の日
（昭和31年11月20日。以下同じ。）以後１月
以内に、基金との間に契約を締結し、かつ、当
該契約の締結後１月以内に基金に対して支払っ
た場合は当該契約の締結の日以後、法施行の日
以後１月以内に基金との間に契約を締結せず、
又は法施行の日以後１月以内に基金との間に契
約は締結したが当該契約の締結後１月を過ぎた
後において基金に対して支払った場合」とする。
第 ４条　基金の最初の事業年度における第19条
第２項の規定の適用については、同条中「40
円」とあるのは「20円」と、「前年度の10月
１日」とあるのは「基金との間に契約を締結し
た日」と、「３銭５厘」とあるのは「２銭５厘」
とする。
２ 　基金の最初の事業年度において基金との間に
契約を締結した市町村の基金に対する掛金の支
払は、第20条の規定にかかわらず、法施行の
日以後１月以内に基金との間に契約を締結した
市町村にあっては当該契約の締結後１月以内
に、法施行の日以後１月を過ぎた後において基
金との間に契約を締結した市町村にあっては当
該年度内にしなければならない。
第 ５条　この基金の最初の事業年度は、第20条

の規定にかかわらず、この基金成立の日から昭
和32年３月31日までとする。

　（設立に要する費用）
第 ６条　この基金の設立に要する費用は、50万
円以内とする。

　　附　則（平成９年３月26日消防消第55号）
　（施行期日）
第 １条　この変更は、平成９年４月１日から施行
する。

　（経過措置）
第 ２条　変更後の定款の施行の際現に在職する役
員は、変更後の定款第８条第１項の規定により
選任された役員とみなす。

２ 　前項の規定により選任されたものとみなされ
る役員の任期は、消防団員等公務災害補償等共
済基金法の一部を改正する法律（平成８年法律
第88号）による改正前の消防団員等公務災害
補償等共済基金法（昭和31年法律第107号）
第８条第７項の規定による任期が終了すべき日
に終了するものとする。

第 ３条　変更後の定款の施行の際現に在職する審
査委員会委員は、変更後の定款第20条第３項
の規定により平成９年４月１日に新たに委嘱さ
れたものとみなす。

　　附　則（平成12年11月28日自治許第935
号）
　この変更は、平成13年１月６日から施行する。
　　附　則（平成23年１月13日消防災第531
号）
　（施行期日）
第 １条　この変更は、総務大臣の認可の日から施
行する。

　（経過措置）
第 ２条　変更後の定款の施行の際現に在職する常
務理事の後任者の任期は、平成23年４月１日
から２年間とする。
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２　現行の業務方法書

○　 消防団員等公務災害補償等共済基金業務方法
書

 （平成９年３月26日　消防消第56号）
最終改正　平成19年７月19日消防災第274号

目次
　第１章　総則
　第２章　消防団員等公務災害補償責任共済事業
　第３章　消防団員退職報償金支給責任共済事業
　第４章　消防団員等福祉事業等
　第５章　雑則
　附則
　　第１章　総則
　（目的）
第 １条　この業務方法書は、消防団員等公務災害
補償等責任共済等に関する法律（昭和31年法
律第107号。以下「法」という。）第29条第
１項の規定に基づき、消防団員等公務災害補償
等共済基金（以下「基金」という。）の業務の
方法について基本的な事項を定め、もって業務
の適正な運営に資することを目的とする。
　（業務運営の基本方針）
第 ２条　基金は、消防団員等公務災害補償及び消

防団員退職報償金の支給の的確な実施に資する
ため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び
消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、
あわせて消防団員等（法第１条に規定する消防
団員等をいう。以下同じ。）の福祉の増進を図
るため消防団員等福祉事業等を行い、もって消
防団員等及び住民等による消防の活動、水防活
動その他の防災活動に係る環境を整備すること
に寄与するものとする。

　　第２章　 消防団員等公務災害補償責任共済事
業

　（消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結）
第 ３条　基金は、消防団員等公務災害補償に関す
る市町村又は水害予防組合の支払責任を共済す
るため、市町村又は水害予防組合の申込みに基
づき、市町村又は水害予防組合との間に消防団
員等公務災害補償責任共済契約を締結する。

２ 　市町村又は水害予防組合が基金との間に消防
団員等公務災害補償責任共済契約を締結する場
合においては、当該市町村又は水害予防組合は、
契約締結の日現在における消防団員等公務災害
補償に関する当該市町村の条例又は消防団員等
公務災害補償に関して当該水害予防組合の組合
会の議決で定めるものを添付してするものとす
る。
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　（契約書）
第 ４条　消防団員等公務災害補償責任共済契約
は、契約書によってするものとし、当該契約書
には、次に掲げる事項を記載した約款を附する
ものとする。
　一　契約の目的
　二　契約の効力
　三　市町村又は水害予防組合の掛金
　四　基金の支払
　五　その他必要な事項
　（掛金の支払）
第 ５条　基金との間に消防団員等公務災害補償責
任共済契約を締結している市町村又は水害予防
組合（以下本章及び第４章において「契約締結
市町村等」という。）は、当該契約を締結した
日の属する年度以降、毎年度４月末日までに、
基金に対して掛金を支払わなければならない。
ただし、契約締結市町村等は、特別の事情があ
る場合は、基金の同意を得て、各年度の４月末
日までに、当該年度の掛金の２分の１に相当す
る金額の掛金を、当該年度の10月末日までに、
当該年度の掛金の額から当該２分の１に相当す
る金額を控除した残額の掛金を基金に支払うこ
とができる。
２ 　契約締結市町村等が、前項の規定により基金
に対して掛金を支払う場合においては、掛金支
払明細書を添えてしなければならない。
　（掛金の額等）
第 ６条　市町村が基金に対して支払うべき消防団
員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額
は、各年度について、消防団員等公務災害補償
等責任共済等に関する法律施行令（昭和31年
政令第346号。以下「施行令」という。）第４
条第１項各号に掲げる額の合計額とする。
２ 　水害予防組合が基金に対して支払うべき消防
団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の
額は、各年度について、施行令第４条第２項各
号に掲げる額の合計額とする。

３ 　基金は、前条第１項に規定する支払期限後に
掛金を支払う契約締結市町村等に対して、施行
令第６条第３項の規定により算定した額の割増
金を請求することができる。ただし、支払期限
後に掛金を支払ったことについて災害その他や
むを得ない事情があると認められる場合は、こ
の限りでない。

　（基金の支払）
第 ７条　基金は、契約締結市町村等に対して、そ
の請求に基づき、当該請求の内容が適正である
かどうかを審査し、当該契約締結市町村等の消
防団員等公務災害補償に要する経費について非
常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める
政令（昭和31年政令第335号。以下「基準政令」
という。）の規定の例により算定した額を支払
うものとする。この場合において、療養又は療
養費の支給に要する経費については、基金が総
務大臣の承認を受けて定める基準に基づき算定
するところによるものとする。

２ 　基金が契約締結市町村等に対して行う消防団
員等公務災害補償に要する経費のうち基準政令
第12条の２に規定する年金たる損害補償に係
るものの支払については、毎年２月、４月、６
月、８月、10月及び12月の６期にそれぞれの
前月分までを行うものとする。ただし、支給を
受ける権利が消滅した場合におけるその期の年
金たる損害補償は、支給期月でない月であって
も、支給するものとする。

　　第３章　 消防団員退職報償金支給責任共済事
業

　（消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結）
第 ８条　基金は、消防団員退職報償金の支給に関
する市町村の支払責任を共済するため、市町村
の申込みに基づき、市町村との間に消防団員退
職報償金支給責任共済契約を締結する。

２ 　市町村が基金との間に消防団員退職報償金支
給責任共済契約を締結する場合においては、当
該市町村は、契約締結の日現在における消防団

資料10　業務方法書の変更
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員退職報償金の支給に関する当該市町村の条例
を添付してするものとする。
　（契約書）
第 ９条　消防団員退職報償金支給責任共済契約
は、契約書によってするものとし、当該契約書
には、次に掲げる事項を記載した約款を附する
ものとする。
　一　契約の目的
　二　契約の効力
　三　市町村の掛金
　四　基金の支払
　五　その他必要な事項
　（掛金の支払）
第 10条　基金との間に消防団員退職報償金支給
責任共済契約を締結している市町村（以下本章
において「契約締結市町村」という。）は、当
該契約を締結した日の属する年度以降、毎年度
４月末日までに、基金に対して掛金を支払わな
ければならない。ただし、契約締結市町村は、
特別の事情がある場合は、基金の同意を得て、
各年度の４月末日までに、当該年度の掛金の２
分の１に相当する金額の掛金を、当該年度の
10月末日までに、当該年度の掛金の額から当
該２分の１に相当する金額を控除した残額の掛
金を基金に支払うことができる。
２ 　契約締結市町村が、前項の規定により基金に
対して掛金を支払う場合においては、掛金支払
明細書を添えてしなければならない。
　（掛金の額等）
第 11条　契約締結市町村が基金に対して支払う
べき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係
る掛金の額は、各年度について、施行令第４条
第３項により算定した額とする。

２ 　基金は、前条第１項に規定する支払期限後に
掛金を支払う契約締結市町村に対して、施行令
第６条第３項の規定により算定した額の割増金
を請求することができる。ただし、支払期限後
に掛金を支払ったことについて災害その他やむ

を得ない事情があると認められる場合は、この
限りでない。

　（基金の支払）
第 12条　基金は、契約締結市町村に対して、そ
の請求に基づき、当該請求の内容が適正である
かどうかを審査し、当該契約締結市町村の非常
勤消防団員に係る退職報償金の支給に要する経
費について施行令別表に定める額を支払うもの
とする。

　　第４章　消防団員等福祉事業等
　（消防団員等福祉事業）
第 13条　基金は、契約締結市町村等に代わって、
公務上の災害を受けた消防団員等及びその遺族
の福祉に関して必要な次に掲げる事業を行うも
のとする。

　一　外科後処置に関する事業
　二　補装具に関する事業
　三　リハビリテーションに関する事業
　四　アフターケアに関する事業
　五　休業援護金の支給
　六　在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
　七　奨学援護金の支給
　八　就労保育援護金の支給
　九　傷病特別支給金の支給
　十　障害特別支給金の支給
　十一　遺族特別支給金の支給
　十二　障害特別援護金の支給
　十三　遺族特別援護金の支給
　十四　傷病特別給付金の支給
　十五　障害特別給付金の支給
　十六　遺族特別給付金の支給
　十七　障害差額特別給付金の支給
　十八　長期家族介護者援護金の支給
２ 　基金は、消防団員等の福祉の増進を図るため、
次に掲げる事業を行うものとする。

　一 　契約締結市町村等（契約締結市町村等が一
部事務組合である場合には、当該一部事務組
合の構成市町村を含む。第３号において同
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じ。）の行う消防団員等の公務上の災害の防
止に関する活動に対する援助に関する事業

　二 　消防団員等の公務上の災害を防止するため
に必要な対策の調査研究及び普及推進に関す
る事業

　三 　契約締結市町村等の消防団員等がその所有
する自動車等（法第13条第３項に規定する
自動車等をいう。）を消防団又は水防団の活
動の円滑な遂行のために使用し、又は使用さ
せたことにより当該自動車等に損害を受けた
場合の見舞金の支給に関する事業

　（市町村特別交付金事業）
第 14条　基金は、昭和58年３月31日以前に発
生した事故に係る消防作業従事者、水防従事者
及び応急措置従事者に係る損害補償に要する経
費として、当該損害補償について基準政令の規
定の例により算定した額の２分の１に相当する
額を契約締結市町村等に交付するものとする。

　　第５章　雑則
　（その他）
第 15条　この業務方法書に定めるもののほか、
業務に関して必要な事項は、理事長が定める。

　　附　則
　この業務方法書は、平成９年４月１日から実施
する。
　　附　則（平成12年11月28日自治許第935
号）
　この変更は、平成13年１月６日から施行する。
　　附　則（平成13年11月27日消防消第194

号）
　この変更は、平成14年４月１日から施行する。
　　附　則（平成16年３月24日消防消第69号）
　この変更は、平成16年４月１日から施行する。
　　附　則（平成18年３月31日消防災第121
号）
　（施行日）
１ 　この変更は、平成18年４月１日から施行す
る。

　(経過措置)
２ 　この変更の施行日前に、変更前の消防団員等
公務災害補償等共済基金業務方法書第13条第
１項第８号及び第21号の規定による資金の借
入れを行い、かつ、これらの資金の返済を行っ
ている消防団員等については、なお従前の例に
よる。

　　附　則（平成19年７月19日消防災第274
号）
　（施行期日等）
１ 　この変更は、総務大臣の認可の日から施行し、
変更後の消防団員等公務災害補償等共済基金業
務方法書の規定は、平成19年４月１日から適
用する。

　（経過措置）
２ 　この変更の施行日前に変更前の消防団員等公
務災害補償等共済基金業務方法書第13条第１
項第４号の規定による温泉保養その他の休養が
必要であると認められている者については、な
お従前の例による。
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２　現行の基準及び細目

　⑴　療養に要する費用の算定に関する基準
 （昭和49年７月16日基金規程第２号）
 改正　昭和63年９月１日基金規程第11号
　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令（昭和31年政令第335号）第４条第２項
又は第３項の規定による療養に要する費用の算定
基準は、労働者災害補償保険法（昭和22年法律
第20号）第13条に規定する療養の給付に要する
費用の算定基準の例により消防団員等公務災害補
償等共済基金が定めるところによる。
　　　附　則
　この規程は、昭和63年９月１日から施行し、
同年５月１日から適用する。この場合において、
必要な経過措置については別に定める。

　⑵　療養費用算定基準細目
 （昭和63年９月１日消基発第305号）
最終改正　平成27年３月23日消基発第227号
Ⅰ　診療に要する費用の算定基準
　 　診療に要する費用の算定基準は、診療報酬の
算定方法（平成20年３月５日厚生労働省告示
第59号（最終改正：平成26年３月５日）。Ⅱ
において「診療報酬の算定方法」という。）の
別表第一医科診療報酬点数表及び別表第二歯科
診療報酬点数表（以下「健保点数表」という。）
の診療報酬点数（以下「健保点数」という。）
に１点の単価12円を乗じて得た額の範囲内と
する。

　 　ただし、次に掲げるものについては、当該各
号に定めるところにより算定した額（点数に係
るものについては、当該点数に12円を乗じて
得た額）の範囲内とする。
１　初診料　3,760円
　⑴ 　初診料は、支給事由となる災害の発生につ
き算定できるものとする。したがって、既に
傷病の診療を継続（当日を含む。以下同じ。）

している期間中に、当該診療を継続している
医療機関において、当該診療に係る事由以外
の公務上の事由による負傷又は疾病により、
初診を行った場合は、初診料を算定できるも
のとする。

　　⑵ 　健保点数表（医科に限る。）の初診料の
注５のただし書に該当する場合（上記⑴に
規定する場合を除く。）については、1,880
円を算定できる。

２　削除
３　初診時ブラッシング料　91点
　 　創面が異物の混入、附着等により汚染してい
る創傷の治療に際し、生理食塩水、蒸留水等を
使用して創面のブラッシングを行った場合に算
定できるものとする。ただし、この算定は、同
一傷病につき１回（初診時）限りとする。

４　再診料　　1,390円
　⑴ 　一般病床の病床数200床未満の医療機関
及び一般病床の病床数200床以上の医療機
関の歯科、歯科口腔外科において再診を行っ
た場合に算定できるものとする。

　⑵ 　健保点数表（医科に限る。）の再診料の注
３に該当する場合については、690円を算
定できる。

５　外来管理加算の特例
　⑴ 　外来管理加算については、健保点数表の再
診料の注８にかかわらず、従前どおりの計画
的な医学管理を行った場合に所定点数に52
点を加算して算定することができる。

　⑵ 　再診時に、健保点数表において外来管理加
算を算定することができない処置等を行った
場合でも、その点数が外来管理加算の52点
に満たない場合には、特例として外来管理加
算を算定することができる。

　　 　また、外来管理加算の点数に満たない処置
等が２つ以上ある場合には、最も低い点数に
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対して外来管理加算を算定し、他の点数は外
来管理加算の点数に読み替えて算定すること
ができる。

６　再診時療養指導管理料　920円
　 　外来患者に対して、再診の際に、療養上の食
事、日常生活動作及び機能回復訓練及びメンタ
ルヘルスに関する指導を行った場合にその都度
算定できるものとする。
７　入院基本料
　 　入院の日から起算して２週間以内の期間　健
保点数の1.30倍
　　上記以降の期間　健保点数の1.01倍
　 　入院基本料の点数を、入院の日から起算して
２週間以内の期間については、健保点数（入院
患者の入院期間に応じ、加算する点数は含まな
い。）の1.30倍、それ以降の期間については、
一律、健保点数の1.01倍（いずれも１点未満
の端数は四捨五入する。）とする。
　 　なお、入院基本料は、原則として、入院診療
計画書等を交付して説明することが算定要件と
なるが、次に掲げる事情があり、かつ、入院後
７日以内の場合については、その理由を診療費
請求明細書（病院・診療所用）に記載すること
により、入院診療計画書等を交付して説明する
ことが出来ない場合であっても算定できるもの
とする。
　⑴ 　患者の急変などにより、他の医療機関へ転
院又は退院することとなったため、入院診療
計画書等を交付して説明することができな
かった場合

　⑵ 　患者が意識不明の状態にあり、家族等と直
ちに連絡を取ることができなかったため、入
院診療計画等を交付して説明することができ
なかった場合

　⑶　その他、上記に準ずると認められる場合
８　四肢の傷病に係る処置等の加算
　 　四肢（鎖骨、肩甲骨及び股関節を含む。）の
傷病に係る次の処置等の点数は、健保点数（リ

ハビリテーションについては、21の⑴の①か
ら⑨の所定点数）の1.5倍（１点未満の端数が
あるときは、これを１点に切り上げる。以下同
じ。）として算定できるものとする。

　 　なお、手（手関節以下）、手の指に係る次の⑴、
⑵の処置及び⑷の手術については、健保点数の
２倍として算定できるものする。

　 　ただし、次の⑷の手の指に係る創傷処理（筋
肉に達しないもの。）については、指１本の場
合は健保点数表における創傷処理の筋肉、臓器
に達しないもの（長径５cm未満）の点数（以
下この項において「基本点数」という。）の２
倍とし、指２本の場合は指１本の場合の点数に
基本点数を加算した点数、指３本の場合は指２
本の場合の点数に基本点数を加算した点数、指
４本の場合は指３本の場合の点数に基本点数を
加算した点数、指５本の場合は基本点数を５倍
した点数とする。

　⑴ 　創傷処置、爪甲除去（麻酔を要しないもの）、
穿刺排膿後薬液注入、熱傷処置、重度褥瘡処
置、ドレーン法及び皮膚科軟膏処置

　⑵ 　関節穿刺、粘（滑）液嚢穿刺注入、ガング
リオン穿刺術、ガングリオン圧砕法及び消炎
鎮痛等処置のうち「湿布処置」

　⑶ 　絆創膏固定術、鎖骨又は肋骨骨折固定術、
皮膚科光線療法、鋼線等による直達牽引（２
日目以降）、介達牽引、矯正固定、変形機械
矯正術、消炎鎮痛等処置のうち「マッサージ
等の手技による療法」及び「器具等による療
法」、低出力レーザー照射

　⑷ 　皮膚切開術、創傷処理、デブリードマン、
筋骨格系・四肢・体幹手術及び神経・血管の
手術

　⑸　リハビリテーション
８の２ 　手の指に係る創傷処理及び骨折非観血的

整復術の特例加算
　 　創傷処理又は骨折非観血的整復術と指（手、
足）に係る手術等を各々異なる指に対して併せ
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て行った場合、同一手術野とみなさず各々の所
定点数を合算した点数で算定できるものとす
る。
　 　また、骨折非観血的整復術を手の指に行った
場合、指１本の場合は所定点数の２倍、指２本
の場合は指１本の場合の点数に所定点数を加算
した点数、指３本の場合は指２本の場合の点数
に所定点数を加算した点数、指４本の場合は指
３本の場合の点数に所定点数を加算した点数、
指５本の場合は所定点数を５倍した点数とす
る。
９ 　手指の創傷に係る機能回復指導加算　190
点
　 　手（手関節以下）及び手の指の初期治療にお
ける機能回復指導加算として、当該部位につい
て、健保点数表における「皮膚切開術」、「創傷
処理」、「デブリードマン」及び「筋骨格系・四
肢・体幹」の手術を行った場合には、１回に限
り所定点数にさらに190点を加算できるもの
とする。
10　コンピューター断層撮影料
　 　健保点数表に定める点数によって算定する。
　 　なお、頭部及び躯幹で同一部位に対してコン
ピューター断層撮影（特殊CT及び特殊MRIを
含む。）が同一月に２回以上行われた場合にお
ける当該２回目以降の撮影に係る費用について
は、健保点数表を適用せず、初回撮影点数と同
一の点数を算定できるものとする。
11　削除
12　入院室料加算
　 　入院室料加算は、次の⑴及び⑵の要件に該当
する場合に⑶に定める金額を算定できるものと
する。
　 　ただし、健保点数表において特定入院料とし
て定められている点数（救命救急入院料、特定
集中治療室管理料及び広範囲熱傷特定集中治療
室管理料等）の算定の対象となっている傷病者
については、入院室料加算は算定できないもの

であること及び⑵の④の要件に該当する場合
は、初回入院日から７日を限度とするものであ
ること。

　⑴ 　保険外併用療養費における特別の療養環境
の提供に関する基準を満たした病室で、傷病
者の容体が常時監視できるような設備又は構
造上の配慮がなされている個室、２人部屋、
３人部屋及び４人部屋に収容した場合。

　⑵ 　傷病者が次の各号のいずれかに該当するも
のであること。

　　① 　症状が重篤であって、絶対安静を必要と
し、医師又は看護師が常時監視し、随時適
切な措置を講ずる必要があると認められる
もの。

　　② 　症状は必ずしも重篤ではないが、手術の
ため比較的長期にわたり医師又は看護師が
常時監視を要し、随時適切な措置を講ずる
必要があると認められるもの。

　　③ 　医師が、医学上他の患者から隔離しなけ
れば適切な診療ができないと認めたもの。

　　④ 　傷病者が赴いた病院又は診療所の普通室
が満床で、かつ、緊急に入院療養を必要と
するもの。

　⑶ 　医療機関が当該病室に係る料金として表示
している金額を算定することができる。

　　 　ただし、当該表示金額が次に示す額を超え
る場合には、次に示す額とする。

　　　１日につき
　　　個　　室　甲地10,000円、乙地9,000円
　　　２人部屋　甲地 5,000円、乙地4,500円
　　　３人部屋　甲地 5,000円、乙地4,500円
　　　４人部屋　甲地 4,000円、乙地3,600円
　　 　なお、入院室料加算の地域区分の甲地とは、
一般職の職員の給与に関する法律（昭和25
年法律第95号）第11条の３に基づく人事院
規則９－49(地域手当)により支給区分が１
級地から５級地とされる地域及び当該地域に
準じる地域（平成26年３月５日付け保医発
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第0305第１号「基本診療料の施設基準等及
びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」の別添３第８の別紙の人事院規則で定め
る地域に準じる地域のうち４級地及び５級
地）をいい、入院室料加算の地域区分の乙地
とは、甲地以外の地域をいう。

13　消炎鎮痛等処置の特例
　⑴ 　消炎鎮痛等処置（「湿布処置」を除く。）、
腰部又は胸部固定帯固定、低出力レーザー照
射、介達牽引、矯正固定及び変形機械矯正術
（以下「消炎鎮痛等処置等」という。）に係る
点数は、負傷にあっては受傷部位ごとに、疾
病にあっては１局所（上肢の左右、下肢の左
右及び頭より尾頭までの躯幹をそれぞれ１局
所とする。）ごとに、１日につきそれぞれ健
保点数により算定できる。

　　 　ただし、３部位以上又は３局所以上にわた
り当該処置を施した場合は、１日につき３部
位又は３局所を限度とする。

　⑵ 　「湿布処置」については、１日につき所定
点数（「湿布処置」の場合は倍率が異なる部
位ごとに算定し合算とする。）を算定するこ
とができる。

　　 　また、「湿布処置」と肛門処置を倍率が異
なる部位に行った場合は、倍率が異なる部位
ごとに算定し合算できる。

　⑶　消炎鎮痛等処置等の併施について
　　 　消炎鎮痛等処置等、「湿布処置」及び肛門
処置を同一日にそれぞれ異なる部位に行った
場合は、「湿布処置」又は肛門処置の所定点
数の他に、消炎鎮痛等処置等のうち計２部位
までの所定点数を合わせて算定できること。

　　 　なお、この場合、「湿布処置」又は肛門処
置の所定点数を算定することなく、消炎鎮痛
等処置等を合計で３部位まで算定することと
して差し支えないこと。

　⑷ 　消炎鎮痛等処置等及び疾患別リハビリテー
ションの併施について

　　① 　消炎鎮痛等処置等と疾患別リハビリテー
ションを同一日に行った場合は、疾患別リ
ハビリテーションの所定点数の他に、消炎
鎮痛等処置等のいずれか１部位を算定でき
ること。

　　　 　なお、この場合、疾患別リハビリテーショ
ンの所定点数を算定することなく、消炎鎮
痛等処置等を合計で３部位まで算定するこ
ととして差し支えないこと。

　　② 　「湿布処置」、肛門処置及び疾患別リハビ
リテーションを同一日に行った場合は、「湿
布処置」の１部位又は肛門処置のいずれか
の所定点数と疾患別リハビリテーションの
所定点数を算定できること。

　　③ 　「湿布処置」、肛門処置及び疾患別リハビ
リテーションの他、消炎鎮痛等処置等を同
一日に行った場合は、疾患別リハビリテー
ションの所定点数と「湿布処置」の１部位
又は肛門処置のいずれかの所定点数の他
に、消炎鎮痛等処置等のいずれか１部位を
算定できる。

　　　 　なお、この場合、疾患別リハビリテーショ
ンの所定点数を算定することなく、「湿布
処置」又は肛門処置の所定点数の他に、消
炎鎮痛等処置等のうち計２部位まで算定す
ることとして差し支えないこと。

　　　 　また、疾患別リハビリテーションと「湿
布処置」又は肛門処置の所定点数を算定す
ることなく、消炎鎮痛等処置等を合計で３
部位まで算定することとして差し支えない
こと。

14　病衣貸与料　１日につき７点
　 　入院患者に対し、医療機関が病衣を貸与した
場合に算定できるものとする。

15　入院時食事療養費
　 　入院時の食事に係る療養の給付に要する費用
については、平成18年３月６日厚生労働省告
示第99号別表食事療養及び生活療養の費用額
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算定表の第１食事療養に定める金額の1.2倍に
より算定する。
　 　なお、10円未満の端数については四捨五入
すること。
16 　治療用装具　労災保険の保険給付の例によ
る。

17 　四肢又は頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包
帯

　 　四肢又は頭部・頸部・躯幹固定用伸縮性包帯
を特定保険医療材料として算定できるものとす
る。
　 　算定額は、実際に医療機関が購入した価格を
10円で除し、12円を乗じた額とする。
　 　なお、健康保険における腰部、胸部又は頸部
固定帯加算（170点）について、170点を超
える腰部、胸部又は頸部固定帯を使用した場合
は、実費相当額（購入価格を10円で除して得
た点数）で算定して差し支えない。
18　救急医療管理加算
　 　初診の傷病者について救急医療を行った場合
には、次の金額を算定することができるものと
する。
　　入　院　6,000円
　　入院外　1,200円
　 　ただし、この算定は同一傷病につき１回限り
（初診時）とする。
　 　なお、入院については初診に引き続き入院し
ている場合は７日間を限度に算定できるものと
する。
　 　また、健保点数表における「救急医療管理加
算」と重複して算定することはできない。
19　労災治療計画加算
　 　収容施設を有する診療所及び病院において、
入院の際に医師、看護師、その他関係職種が共
同して総合的な治療計画を策定し、医師が入院
後７日以内に所定の様式等により傷病名及び傷
病の部位、症状、治療計画、検査内容及び日程、
手術内容及び日程、推定される入院期間、入院

中の注意事項、退院時において見込まれる回復
の程度等について交付して説明を行った場合、
１回の入院につき１回限り100点を入院基本
料又は特定入院料に加算することができる。

　 　また、入院が予定されている傷病者に対し、
外来において治療計画を策定し、所定の様式等
による説明を行った場合は、入院初日に当該加
算を算定する。

　 　なお、医師の病名等の説明に対して理解でき
ないと認められる傷病者（例えば、意識障害者
等）については、その家族等に対して行った場
合に算定できる。

　 　ただし、入院基本料の入院期間の計算上、起
算日が変わらないものとして取り扱われる再入
院については、当該加算の算定はできない。

20　訪問看護に係る療養費
　 　指定訪問看護事業者に係る療養の給付に要す
る費用については、平成20年３月５日厚生労
働省告示第67号（最終改定：平成26年３月５
日）別表訪問看護療養費に係る指定訪問看護の
費用の額の算定方法により算定するものとす
る。

21　リハビリテーション
　⑴ 　疾患別リハビリテーションについては、健
保点数表のリハビリテーションの通則１にか
かわらず、次の点数で算定することができる
ものとする。

　　① 　心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）
（１単位）　250点

　　② 　心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅱ）
（１単位）　105点

　　③ 　脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）
（１単位）　250点

　　④ 　脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）
（１単位）　200点

　　⑤ 　脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）
（１単位）　100点

　　⑥ 　運動器リハビリテーション料（Ⅰ）　　
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（１単位）　185点
　　⑦ 　運動器リハビリテーション料（Ⅱ）
　　　（１単位）　180点
　　⑧ 　運動器リハビリテーション料（Ⅲ）
　　　（１単位）　 85点
　　⑨　呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）
　　　（１単位）　180点
　　⑩　呼吸器リハビリテーション料（Ⅱ）
　　　（１単位）　 85点
　⑵ 　疾患別リハビリテーションについては、リ
ハビリテーションの必要性及び効果が認めら
れるものについては、疾患別リハビリテー
ション料の各規定の注１のただし書にかかわ
らず、健保点数表に定める標準的算定日数を
超えて算定できることとし、健保点数表の疾
患別リハビリテーション料の各規定の注４及
び注５（注５は脳血管疾患等リハビリテー
ション料及び運動器リハビリテーション料に
限る。）については、適用しないものとする。

　⑶ 　入院中の傷病者に対し、訓練室以外の病棟
等において早期歩行、ADLの自立等を目的
とした疾患別リハビリテーション料（Ⅰ）を
算定すべきリハビリテーションを行った場合
は、ADL加算として１単位につき30点を所
定点数に加算して算定できるものとする。

　⑷ 　健保点数表の疾患別リハビリテーション料
の各規定における早期リハビリテーション加
算及び初期加算については、健保点数表に準
じるものとする。

　　 　なお、傷病にかかわらず、標準的算定日数
を超えて疾患別リハビリテーションを継続し
て行う場合は、支払請求書の様式等に関する
規程（昭和49年基金規程第３号）に定める
別記様式第４号の１号紙診療費請求明細書
（病院・診療所用）（以下「診療費請求明細書」
という。）の摘要欄に標準的算定日数を超え
て行うべき医学的所見等を記載することとす
る。

　　 　ただし、労災リハビリテーション評価計画
書を診療費請求明細書に添付して提出してい
る場合には、診療費請求明細書の摘要欄に標
準的算定日数を超えて行うべき医学的所見等
を記載する必要はないこととする。

22　職業復帰訪問指導料
　　精神疾患を主たる傷病とする場合
　　　１日につき　760点
　　その他の疾患の場合
　　　１日につき　570点
　⑴ 　入院期間が１月を超えると見込まれる傷病
者が職業復帰を予定している事業場に対し、
医師又は医師の指示を受けた看護職員（看護
師及び准看護師。以下同じ。）、理学療法士若
しくは作業療法士（以下「医師等」という。）
が傷病者の職場を訪問し、当該職場の事業主
に対して、職業復帰のために必要な指導を行
い、診療録に当該指導内容の要点を記載した
場合に、当該入院中及び退院後の通院中に合
わせて３回（入院期間が６月を超えると見込
まれる傷病者にあっては、当該入院中及び退
院後の通院中に合わせて６回）に限り算定で
きるものとする。

　⑵ 　医師等のうち異なる職種の者２人以上が共
同して又は医師等がソーシャルワーカー（社
会福祉士又は精神保健福祉士に限る。以下同
じ。）と一緒に訪問指導を行った場合は、
380点を所定点数に加算して算定できるも
のとする。

　⑶ 　精神疾患を主たる傷病とする場合にあって
は、医師等に精神保健福祉士を含むものとす
る。

23　精神科職場復帰支援加算　200点
　 　精神科を受診中の者に、精神科ショート・ケ
ア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア、
精神科デイ・ナイト・ケア、精神科作業療法、
通院集団精神療法を実施した場合であって、当
該患者のプログラムに職場復帰支援のプログラ
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ムが含まれている場合に、週に１回算定できる
ものとする。
24　石綿疾患療養管理料　225点
　 　石綿関連疾患（肺がん、中皮腫、良性石綿胸
水、びまん性胸膜肥厚に限る。）について、診
療計画に基づく受診、検査の指示又は服薬、運
動、栄養、疼痛等の療養上の管理を行った場合
に月２回に限り算定できるものとする。
25　石綿疾患公務災害請求指導料　450点
　 　石綿関連疾患（肺がん、中皮腫、良性石綿胸
水、びまん性胸膜肥厚に限る。）の診断を行っ
た上で、傷病者に対する石綿ばく露に関する職
歴の問診を実施し、公務による石綿ばく露が疑
われる場合に公務災害請求の勧奨を行い、現に
診療費請求明細書（病院・診療所用）が提出さ
れた場合に、１回に限り算定できるものとする。

26　リハビリテーション情報提供加算　200点
　 　健保点数表の診療情報提供料が算定される場
合であって、医師又は医師の指揮管理のもと理
学療法士若しくは作業療法士が作成した職場復
帰に向けた労災リハビリテーション実施計画書
（転院までの実施結果を付記したもの又は添付
したものに限る。)を、傷病者の同意を得て添
付した場合に算定できるものとする。
27　術中透視装置使用加算　220点
　⑴ 　「大腿骨」、「下腿骨」、「踵骨」、「上腕骨」、「前
腕骨」及び「舟状骨」の骨折観血的手術又は
骨折経皮的鋼線刺入固定術において、術中透
視装置を使用した場合に算定できるものとす
る。

　⑵ 　「脊椎」の経皮的椎体形成術において、術
中透視装置を使用した場合にも算定できるも
のとする。

28 　頸椎固定用シーネ、鎖骨固定帯及び膝・足
関節の創部固定帯

　 　医師の診察に基づき、頸椎固定用シーネ、鎖
骨固定帯及び膝・足関節の創部固定帯の使用が
必要と認める場合に、実際に医療機関が購入し

た価格を10円で除し、12円を乗じた額を算定
できるものとする。

29　職場復帰支援・療養指導料
　　精神疾患を主たる傷病とする場合
 月１回　560点
　　その他の疾患の場合
 月１回　420点
　⑴ 　傷病者（入院治療後通院療養を継続しなが
ら就労が可能と医師が認める者又は入院治療
を伴わず通院療養を３か月以上継続している
者で就労が可能と医師が認める者。下記⑵か
ら⑷において同じ。）に対し、当該傷病者の
主治医又はその指示を受けた看護職員、理学
療法士、作業療法士若しくはソーシャルワー
カーが、就労に当たっての療養上必要な指導
事項及び就労上必要な指導事項を記載した
「指導管理箋」を当該傷病者に交付し、職場
復帰のために必要な説明及び指導を行った場
合に算定できるものとする。

　⑵ 　傷病者の主治医が、当該傷病者の同意を得
て、所属事業場の産業医（主治医が当該労働
者の所属事業場の産業医を兼ねている場合を
除く。）に対して文書をもって情報提供した
場合についても算定できる。

　⑶ 　傷病者の主治医又はその指示を受けた看護
職員、理学療法士、作業療法士若しくはソー
シャルワーカーが、当該傷病者の同意を得て、
当該医療機関等に赴いた当該傷病者の所属事
業場の事業主と面談の上、職場復帰のために
必要な説明及び指導を行い、診療録に当該指
導内容の要点を記載した場合についても算定
できる。

　⑷ 　上記⑴～⑶の算定は、同一傷病者につき、
それぞれ３回を限度（慢性的な疾病を主病と
する者で現に就労しているものについては、
医師が必要と認める期間）とする。

30　診断書料　5,000円
　 　補償の実施上必要な診断書の交付に係る費用
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に限る。
Ⅱ　保険薬局に係る療養に要する費用の算定基準
　 　保険薬局に係る療養に要する費用は、診療報
酬の算定方法別表第三調剤報酬点数表の所定点
数に１点の単価10円を乗じて得た額とする。
Ⅲ　柔道整復師の施術に要する費用の算定基準
　 　柔道整復師の施術に要する費用は、次の各号
に定めるところにより算定した額の範囲内とす
る。
１　初検料　2,475円
　 　当該施術所が表示する施術時間以外の時間に
おいて初検を行った場合は、所定金額に650
円を加算する。
　 　ただし、午後10時から午前６時までの間の
初検料については、所定金額に3,740円を、
また、休日において初検を行った場合には
1,870円を、所定金額にそれぞれ加算する。
２　初検時相談支援料　100円
　⑴ 　初検時において、傷病者に対し、次の①及
び②を行った場合に初検時相談支援料を算定
する。

　　① 　職業復帰に向けた施術内容、施術期間、
職業復帰見込時期及び就労に当たっての励
行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その
旨施術録に記載する。

　　② 　施術に伴う日常生活で留意すべき事項等
をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記
載する。

　⑵ 　初検料のみ算定した場合においては、初検
時相談支援料を算定できないものとする。

　　 　なお、①又は②のみを行った場合には、初
検時相談支援料を算定できないものとし、②
の「施術に伴う日常生活で留意すべき事項等」
とは、具体的には次のとおりである。

　　　ａ　日常生活動作上の励行・禁止事項等
　　　ｂ　傷病の状態
　　　ｃ　その他柔道整復師が必要と認めた事項
３　往療料　2,230円
　⑴ 　往療距離が片道２キロメートルを超え８キ
ロメートルまでの場合については、２キロ
メートル又はその端数を増すごとに所定金額
に960円を加算し、片道８キロメートルを
超えた場合については、一律2,880円を加
算する。

　⑵ 　夜間（午後10時から午前６時までの間を
除く。）往療については、所定金額（前記⑴
の加算金額を含む。）の100分の100に相
当する金額を加算する。

　⑶ 　午後10時から午前６時までの間、難路又
は暴風雨時若しくは暴風雪時の往療について
は、所定金額（前記⑴の加算金額を含む。）
のそれぞれ100分の200に相当する金額を
加算する。

　⑷ 　２戸以上の患家に対して引き続いて往療し
た場合の往療順位第２位以下の患家に対する
往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起
点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を
起点とする。

４　再検料　375円
　⑴ 　再検料の算定は、初検料を算定した月にお
いては１回、翌月以降は１か月２回を限度と
する。

　⑵ 　再検料の算定は、初検料を算定した月の
翌々月を限度とする。

５　整復料、固定料、施療料及び後療料
　 　骨折等における整復料、固定料、施療料及び
後療料は、次の区分のとおりとする。
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備考 　後療において強直緩解等のため、温罨法を
併施した場合は、骨折又は不全骨折の場合に
あっては、その受傷した日から起算して７日
間を除き、脱臼、打撲、不全脱臼又は捻挫の
場合にあっては、その受傷した日から起算し
て５日間を除き、１回につき９５円を加算す
る。

（別紙）
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６　指導管理料　１回につき　680円
　 　傷病者の日常生活動作訓練及び機能回復訓練
（矯正のための訓練、筋力増強訓練等）の指導
管理を行った場合には、１週間に１回程度、１
か月（暦月）に５回を限度とし、後療時に算定
できるものとする。
７　運動療法料　１回につき　340円
　 　傷病者の負傷部位を固定後、固定患部の機能
回復を目的とし、各種運動器具を使用して運動
療法を行った場合に算定できるものとし、その
算定方法は、次のとおりとする。
　⑴ 　１週間に１回程度、１か月（暦月）に５回
を限度とし、後療時に算定できる。

　⑵ 　１日における運動療法料は、部位、回数に
関係なく１日340円とし、20分以上運動療
法を行うこと。

８　電気光線療法料　１回につき　550円
　 　柔道整復師が施術効果を促進させるため、柔
道整復業務の範囲内において保健衛生上人体に
害のない電気光線器具を使用した場合に算定で
きる。
　 　ただし、１日に２回以上又は２種類以上の電
気光線療法を行っても１回として算定されるも
のであること。
９ 　レントゲン診断料　健保点数表（医科に限
る。）に定める点数による。

　 　柔道整復師が施術を行うにあたり、レントゲ
ン診断が行われた場合は、柔道整復師の施術に
関する適法に行われたレントゲン診断であっ
て、照射（撮影を含む。）が、診療エックス線

技師の資格を有する柔道整復師によって行われ
た場合に限り算定できるものであること。

10　宿泊料及び食事料　宿泊料　１日につき
 1,400円
　　　　　　　　　　　 食事料　１食につき
 470円
　 　柔道整復師の施術所に通院することが極めて
困難な症状にある者が、柔道整復師の施術を受
けるために当該施術所に宿泊した場合に限り算
定できるものであること。

11　特別措置料金
　 　整復等の施術上、特別に材料を必要とした場
合は、特別措置料金として、次の額が算定でき
る。

　⑴ 　特別材料費は、１負傷部位について整復（固
定・施療）を行う際に特別材料（金属副子等）
を必要とし、これを使用した場合に１回に限
り算定できる。

　⑵ 　包帯交換料は、１負傷部位について初回の
包帯交換時に１回算定できるほか、初検日か
ら起算して、１週間以内の包帯交換について
１回、１週間を超え２週間以内の包帯交換に
ついて１回、２週間を超え３週間以内の包帯
交換について１回、３週間を超え４週間以内
の包帯交換について１回、４週間を超えての
包帯交換について１回、それぞれ算定できる
ものとする。

　　 　したがって、包帯交換料は施療期間が４週
間を超えている場合には、最高６回まで算定
できるものであること。

12　冷罨法料　１回につき　100円
　 　受傷当時より冷罨法を行った場合に限り算定
できる。

　 　ただし、同一日において、温罨法料と重複し
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て算定することはできない。
13　施術情報提供料　1,000円
　 　骨折、不全骨折又は脱臼に係る応急施術を
行った後に、医療機関に対して施術の状況を示
す文書を添えて患者の紹介を行った場合に限り
算定できる。
Ⅳ 　はり・きゅう及びマッサージの施術に要する
費用の算定基準
　 　はり・きゅう及びマッサージの施術に要する
費用は、次の各号に定めるところにより算定し
た額の範囲とする。
１　支給対象
　⑴　はり・きゅうの場合
　　① 　公務による傷病の治療効果がもはや期待

できないと医学的に認められるものであっ
て、その傷病の後遺症状としての疼痛、シ
ビレ及び麻痺等の改善が期待し得るものと
して、医師（当該傷病に対する治療に当たっ
ていた主治医をいう。以下同じ。）が、はり・
きゅうの施術を行うことを必要と認めて診
断書を交付したものについて支給の対象と
する。

　　② 　傷病の個々の症例によっては、一般医療
（主として理学療法をいう。以下同じ。）と、
はり・きゅうの施術を併せて行うことによ
り運動機能等の回復が期待し得るものとし
て、医師が、はり・きゅうの施術を行うこ
とを必要と認めて治療目的を明記した診断
書によって指示を与えた場合は、支給の対
象とする。

　⑵　マッサージの場合
　　 　医師が、医療上マッサージの施術を行うこ
とを必要と認め、診断書を交付したものにつ
いて、支給の対象とする。

２　施術期間
　⑴　はり・きゅうの場合
　　① 　施術期間は、初療の日から９か月を限度

とする。

　　　 　ただし、初療の日から６か月を経過した
ものについては、改めて診断書を必要とす
る。

　　② 　初療の日から９か月を経過した時点にお
いて、はり師又はきゅう師に意見書及び症
状経過表の提出を求め、更に医師に対しは
り・きゅうの施術効果について診断・意見
を求め、その結果、施術効果がなお期待し
得ると認めたときは、更に３か月（初療の
日から12か月）を限度に延長することが
できる。

　⑵　マッサージの場合
　　 　施術期間は、医療上マッサージを必要とす
る期間とする。

　　 　ただし、この場合は、６か月を超えるとき
は、改めて３か月ごとに診断書を必要とする。

３　施術料金
　⑴　初検料　2,810円
　　 　当該施術所が表示する施術時間以外の時間
において初検を行った場合は、所定金額に
650円を加算する。

　　 　ただし、休日において初検を行った場合は、
所定金額に1,870円を加算する。

　⑵　往療料　2,160円
　　① 　往療距離が片道２キロメートルを超え８

キロメートルまでの場合については、２キ
ロメートル又はその端数を増すごとに所定
金額に960円を加算し、片道８キロメー
トルを超えた場合については、一律2,880
円を加算する。

　　② 　夜間往療については所定金額（①による
加算金額を含む。）の100分の100に相
当する金額を加算する。

　　③ 　２戸以上の患家に対して引き続いて往療
した場合の往療順位第２位以下の患家に対
する往療距離の計算は、当該施術所の所在
地を起点せず、それぞれ先順位の患家の所
在地を起点とする。
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　　⑶　施術料
　　　①　はり・きゅう
　　　　ａ　１術の場合
　　　　　　１日１回限り　2,600円
　　　　ｂ　２術（はり・きゅう併用）の場合
　　　　　　１日１回限り　3,960円
　　　　　 　傷病部位が２以上にわたり、かつ、

当該部位に施術を行った場合には、所
定金額の100分の20に相当する金額
を加算する。

　　　②　マッサージ
　　　　ａ　マッサージを行った場合
　　　　　　１日１回限り　2,600円
　　　　　 　特定の組織又は臓器を施術の対象と

する特殊マッサージ（結合繊マッサー
ジ、関節マッサージ、内臓マッサージ
（胃、腸、肝、心等））を行った場合に
は、所定金額の100分の20に相当す
る金額を加算する。

　　　　ｂ　温罨法を併施した場合
　　　　　　１回につき　100円加算
　　　　ｃ　変形徒手矯正術を行った場合　
　　　　　　１肢につき　565円
　　　③ 　はり又はきゅうとマッサージの併用の

場合　１日１回限り　3,960円
　　　　 　傷病部位が２以上にわたり、かつ、当

該部位に施術を行った場合及び特定の組
織又は臓器を施術の対象とする特殊マッ
サージ（結合織マッサージ、関節マッサー
ジ、内臓マッサージ（胃、腸、肝、心等））
を行った場合には所定金額の100分の
20に相当する金額を加算する。

４　電気・光線器具による療法
　　１日１回限り　550円加算
　 　あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう
師が傷病者の施術に当たって、その施術効果を
促進するため、あん摩マッサージ指圧師、はり
師及びきゅう師の業務の範囲内において電気・

光線器具（あん摩マッサージ指圧師にあっては
超音波（若しくは極超短波）又は低周波、はり
師及びきゅう師にあっては、電気鍼又は電気温
灸器及び電気光線器具に限る。）を使用した場
合に算定する。

　 　ただし、１日に２回以上又は２種類以上の電
気・光線器具を使用しても１回として算定する。

５ 　担当方針
　 　施術所の開設者又は施術者は、次に掲げる方
針により施術を担当するものとする。

　⑴ 　施術は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師等に関する法律（昭和22年法律第
217号）第１条の規定による免許を受けた
者が行うものであること。

　⑵ 　施術は、療養上妥当適切なものでなければ
ならないこと。

　⑶ 　施術に当たっては、常に傷病者の心身の状
態を観察し、心理的効果を挙げることができ
るよう適切な指導をしなければならないこ
と。

Ⅴ　付添看護に要する費用の算定基準
　 　付添看護に要する費用は、次の各号に定める
ところにより算定した額の範囲内とする。

１　特別看護
　 　特別看護とは、傷病者が医療機関において入
院療養を受ける際に、当該医療機関の看護を担
当する者による看護以外に、その症状等から判
断して医師が治療上必要と認め、看護を担当す
る者（以下「看護担当者」という。）を外部か
ら求める場合の看護をいう。

　 　なお、看護の支給の対象となるのは、傷病者
の症状等から判断し、療養上必要とされる期間
中に行われるものに限られるものであり、また、
単に傷病者の不自由又は不便等を補うために行
われるものは支給の対象とはならない。

２　看護の支給の基準等
　⑴　看護の支給の基準について
　　 　支給の対象となる特別看護は、次の①及び
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④の要件を満たす医療機関において入院療養
中の傷病者が、②の支給要件に該当し、かつ、
③の看護形態等による看護を受けた場合の看
護とする。

　　①　対象医療機関
　　　 　対象となる医療機関（以下「特別看護病

院等」という。）は、入院基本料の届出を
した医療機関とする。

　　②　支給要件
　　　 　特別看護は、次のａ～ｄのいずれかに該

当するものであって、神経系統、精神又は
胸腹部臓器の傷病により療養しており、そ
の症状の程度が傷病等級第１級の１又は２
に相当する者に支給する。

　　　ａ 　傷病者の病状が重篤であって、絶対安
静を必要とし、医師又は看護師が常時監
視を要し、随時適切な処置を講ずる必要
がある場合

　　　ｂ 　傷病者の病状は必ずしも重篤ではない
が、手術等により比較的長期間にわたり
医師又は看護師が常時監視を要し、随時
適切な処置を講ずる必要がある場合

　　　ｃ 　傷病者の病状から判断し、常態として
体位変換又は床上起座が禁止されている
か、又は不可能な場合

　　　ｄ 　傷病者の病状から判断し、食事・用便
とも弁じ得ないため常態として介助が必
要である場合

　　③　看護形態
　　　ａ 　看護担当者数については、上記②の支

給要件に該当する傷病者（以下「対象傷
病者」という。）２人につき看護担当者
１人の割合（傷病者数を２で除した場合
に生じた端数については切り上げるもの
とする。ただし、健康保険における入院
基本料の看護配置が７対１、10対１又
は13対１の病院においてはこれを切り
捨てるものとする。）で認めることがで

きるものとする。
　　　　 　なお、対象傷病者が親族、友人による

看護を受ける場合は、当該傷病者を除い
た対象傷病者２人につき看護担当者１人
の割合（対象傷病者数を２で除した数に
端数が生じた場合はこれを切り上げるも
のとする。）で認めるものとする。

　　　ｂ 　看護形態については、傷病者の症状に
応じ医師の判断によるものとする。

　　④　入院患者数
　　　 　特別看護病院等は、対象傷病者を常時２

人以上収容していること。
　　　 　この場合において、「常時２人以上収容

する」とは、当該医療機関において対象傷
病者を月間の実数で２人以上収容している
ことを常態とするものであること。した
がって、対象傷病者が月間の実数で２人未
満となった場合には、当該月以降は当該特
別看護病院等に入院療養する対象傷病者に
は特別看護は認められない。

　　　 　ただし、従来から特別看護を認めていた
対象傷病者については、当該月以降１年間
に限り、引き続き特別看護を認めて差し支
えないものとするが、２人未満となって１
年を経過したときは、当該対象傷病者につ
いても特別看護は認められなくなるもので
あり、この旨を対象傷病者、特別看護病院
等に十分説明し、その周知を図ること。

　⑵　看護担当者について
　　① 　看護担当者は、保健師助産師看護師法（昭

和23年法律第203号）に基づく保健師、
助産師、看護師又は准看護師のいずれかの
免許を有するもの（以下「看護資格者」と
いう。）とする。

　　　 　ただし、看護資格者を求めることができ
ないと認められる場合において、看護資格
者以外の者（以下「看護補助者」という。）
が当該医療機関の主治医又は看護婦の指揮
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を受けて看護の補助を行うときには、当該
看護補助者を看護資格者に準じて取り扱う
ものとする。

　　② 　傷病者と親族又は友人関係にある者に
よって当該傷病者が受けた看護は、支給の
対象として認められないが、緊急その他や
むを得ない事由により前記①の一般の看護
担当者を求めることが出来ない場合に限
り、これらの者による看護についても支給
の対象とする。ただし、この看護は看護担
当者１人が傷病者１人を担当する看護（１
人付看護）の場合についてのみ認めるもの
とする。

　⑶　看護費用の範囲について
　　① 　看護に係る費用のうち支給の対象となる

のは、看護料、受付手数料、紹介手数料及
び次の④で定める看護担当者の往復旅費と
する。

　　② 　看護料には、看護担当者の食事料、寝具
料等看護に必要な一切の費用を含むものと
する。

　　③ 　受付手数料及び紹介手数料は、傷病者が
有料職業紹介機関を通じて看護担当者を求
めるために当該手数料を負担した場合に限
り支給するものとし、その額は職業安定法
施行規則第20条の別表に定める額の範囲
において実際に負担した額とする。

　　④ 　看護担当者は、傷病者が入院している医
療機関に近い地域において求めるのが原則
であるが、やむを得ない事由により当該医
療機関より片道、鉄道100キロメートル、
水路50キロメートル又は陸路25キロ
メートルを超える地域において看護担当者
を求めた場合で、かつ、看護担当者の旅費
を傷病者が負担した場合に限り、看護担当
者の旅費としてその雇入れ期間を通じ１往
復の実費（最も経済的な通常の経路及び方
法によること。）を支給するものとする。

　　　 　ただし、看護担当者が傷病者の親族又は
友人であるときは、旅費は支給しない。

　⑷　看護料の支給基準について
　　①　看護師による看護
 （傷病者１人１日当たりの看護料）

　　②　准看護師による看護
 （傷病者１人１日当たりの看護料）

　　③　看護補助者による看護
 （傷病者１人１日当たりの看護料）

（注 ）上記①、②及び③において、看護担当者が
傷病者４人以上を看護した場合の看護担当者
１日当たりの看護料は、３人付看護に係る傷
病者１日１人当たりの看護料に３を乗じた額
を限度とする。

　　④　親族又は友人による看護

　⑸　看護料の地域区分について
　　 　看護料の地域区分については、看護が行わ
れた医療機関の所在地が該当する地域区分に
よるものとする。また、地域区分の地域は、
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一般職の職員の給与等に関する法律（昭和
25年法律第95号）第11条の３に基づき人
事院規則９－49（地域手当）に定める支給
地域及び当該地域に準じる地域（平成26年
３月５日付け保医発0305第１号「基本診療
料の施設基準等及びその届出に関する手続き
の取扱いについて」の別添３第８の別紙の人
事院規則で定める地域に準じる地域）の区分
とする。

　⑹　看護料の割増加算について
　　 　看護料の加算については、特別看護につい
て認めるものとし、その取扱いは次によるも
のとする。

　　① 　泊り込み看護の場合は、看護料の47
パーセントとすること。

　　② 　せき髄損傷、じん肺症及び頭部外傷の傷
病者に対する看護の場合は、看護料の10
パーセント増とすること。

　　③ 　親族又は友人による看護については、看
護料の加算は認められないこと。

３　経過措置
　 　平成18年３月31日において、この通知によ
る改正前の療養費用算定基準細目（以下「旧通
知」という。）による一般看護を受けており、
引き続き看護が必要な傷病者については、この
通知の支給基準等にかかわらず、旧通知の一般
看護の基準により支給することとする。
Ⅵ　移送に要する費用の算定基準
　 　移送に要する費用は、次の各号に定めるとこ
ろにより算定した額の範囲内とする。
　 　傷病者が診療等を受けるため電車、バス、車
等で医療機関等に赴くために要した費用につい
ては、必要と認められる範囲内で、移送費とし
て支給することができる。
１　移送の範囲
　⑴　災害現場等から医療機関等への移送
　　 　災害現場から医療機関等への傷病者の移送
及び療養中の傷病者に入院の必要が生じ、自

宅等から医療機関に収容するための移送
　⑵　転医等に伴う移送
　　① 　市町村長等の勧告による転医（転地療養

又は帰郷療養を含む。）又は、傷病者の診
療を行っている医師の指示による転医又は
対診のための移送

　　② 　傷病者の診療を行っている医師の指示に
よる退院に必要な移送

　⑶　通院
　　① 　傷病者の住居地又は勤務地と同一の市町

村（特別区を含む。以下同じ。）内に存在
する当該傷病の診療に適した医療機関等へ
の通院（傷病者の住居地又は勤務地から片
道２キロメートル以上の通院に限る。）

　　② 　傷病者の住居地若しくは勤務地と同一の
市町村内に当該傷病の診療に適した医療機
関等が存在しない場合、又は交通事情等の
状況から傷病者の住居地若しくは勤務地と
同一の市町村に隣接する市町村内の当該傷
病の診療に適した医療機関等への通院の方
が利便性が高いと認められる場合における
傷病者の住居地若しくは勤務地と同一の市
町村に隣接する市町村内にある当該傷病の
診療に適した医療機関等への通院（傷病者
の住居地又は勤務地から片道２キロメート
ル以上の通院に限る。）

　　③ 　傷病者の住居地又は勤務地と同一の市町
村内及び傷病者の住居地又は勤務地と同一
の市町村に隣接する市町村内に当該傷病の
診療に適した医療機関等が存在しない場合
における最寄りの当該傷病の診療に適した
医療機関等への通院（傷病者の住居地又は
勤務地から片道２キロメートル以上の通院
に限る。）

　　④ 　傷病者の住居地又は勤務地から片道２キ
ロメートル未満の通院であっても、傷病者
の傷病の症状の状態からみて、交通機関を
利用しなければ通院することが著しく困難
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であると認められる場合における当該傷病
の診療に適した医療機関等への通院

　　⑤ 　市町村長が診療を受けることを勧告した
医療機関等への通院

２　費用の範囲
　⑴ 　移送費として支給する費用は、当該傷病者
の傷病の状況等からみて、その移送の方法や
程度が一般に必要と認められるもので、傷病
者が現実に支出する費用とする。

　⑵ 　自家用自動車（勤務先等の車両の場合を除
く。）を使用して行われた移送費については、
当該傷病者の移送に要したと認められる距離
（その距離に１キロメートル未満の端数が生
じた場合には、切り上げること。）に応じて
走行１キロメートルにつき国家公務員等の旅
費に関する法律（昭和25年法律第114号）
第19条に定める車賃の額（37円）で算定し
た額とする。

　　 　なお、この場合の路程の算定は、当該地域
の地理的条件にてらしてみて最も合理的と認
められる経路及びキロ数とする。

　⑶ 　同一の自家用自動車に傷病者が数名で相乗
りして移送する場合の移送費は、前記②で算
定した額を当該傷病者数で除して得た額とす
る。

　⑷ 　医療機関の患者輸送車（やむを得ない場合
には病院等の自家用車）を使用した場合の移
送費については、社会通念上妥当と認められ
る範囲で、その実費相当額とする。

　⑸ 　宿泊料については、特殊な検査等のため遠
方の医療機関に移送する場合で、その距離、
傷病の症状の程度等からみて宿泊を必要とす
ると認められるときは、社会通念上妥当と認
められる範囲内で、その実費相当額とする。

　⑹ 　傷病者の移送に従事した付添看護人の日当
は、当該地域における看護料の（一般看護）
の看護担当者の看護料を基準として計算した
額を限度とする。

　⑺ 　傷病者の移送に従事した付添看護人の宿泊
料は、前記⑸の取扱いと同様とする。

　⑻ 　傷病者の配偶者及び二親等内の血族が移送
に従事する場合には、当該親族にかかわる費
用のうち、日当は支給しないものとする。

Ⅶ　文書料に要する費用の算定基準
　 　文書料に要する費用は、次表に定めるところ
による。
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　附　記
１ 　この基準のはり、きゅう及びマッサージの施
術、付添看護並びに文書料に要する費用のうち、
昭和63年９月１日前に補償事由の生じた療養
に要する費用等で同年５月１日以後に支払われ
ることとなるものについては、なお従前の例に
よる。

２ 　「療養に要する費用の算定に関する基準の制
定について（昭和49年消基発315号）」及び「自
家用自動車による移送に要する費用の取扱いに
ついて(昭和46年消基発464号)については、
廃止する。
　　附　記
１ 　この改正後の基準は、平成元年５月18日か
ら施行する。
２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成元年４月１日以降の施術に係る
ものから、付添看護に要する費用の算定基準は、
平成元年５月１日以降の看護に係るものから、
それぞれ適用する。
　　附　記

１ 　この改正後の基準は、平成２年８月14日か
ら施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成２年５月１日以降の診療に係るものから、柔
道整復師の施術に要する費用の算定基準は、平
成２年７月１日以降の施術に係るものから、そ
れぞれ適用する。

　　附　記
　改正後の基準は、平成３年５月１日以降の看護
に係るものから適用する。
　　附　記
１ 　この改正後の基準は、平成４年６月16日か
ら施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準及び文
書料に要する費用の算定基準は、平成４年５月
１日以降の診療及び文書料に係るものから、付
添看護に要する費用の算定基準は、平成４年６
月１日以降の看護に係るものから、それぞれ適
用する。

　　附　記
１ 　この改正後の基準は、平成４年７月30日か
ら施行する。

２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成４年７月１日以降の施術に係る
ものから適用する。

　　附　記
１ 　この改正後の基準は、平成６年６月21日か
ら施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準及び文
書料に要する費用の算定基準は、平成６年５月
１日以降の診療に係るものから適用する。

　　附　記
１ 　この改正後の基準は、平成６年７月26日か
ら施行する。

２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成６年７月１日以降の施術に係る
ものから適用する。

　　附　記
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１ 　この改正後の基準は、平成６年11月24日か
ら施行する。
２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成６年10月１日から適用する。
　　附　記
１ 　この改正後の基準は、平成７年１月12日か
ら施行する。
２ 　改正後の付添看護に要する費用の算定基準
は、平成６年12月１日から適用する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成８年７月９日か
ら施行する。
２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成８年５月１日（四肢の傷病に係る処置等の加
算中手指及び足指に行った当該処置の点数を
40点として算定する取扱いの廃止は、平成８
年４月１日）以降の診療に係るものから、改正
後の文書料に要する費用の算定基準は、平成８
年４月１日以降の文書料に係るものから、それ
ぞれ適用する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成８年８月９日か
ら施行する。
２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成８年７月１日以降の施術に係る
ものから適用する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成８年９月26日
から施行する。
２ 　改正後のはり・きゅう及びマッサージの施術
に要する費用の算定基準は、平成８年９月１日
以降の施術に係るものから適用する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成９年６月27日
から施行する。
２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成９年４月１日以降の施術に係る
ものから適用する。

　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成10年４月23日
から施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成10年４月１日以降の診療に係るものから適
用する。

　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成10年６月17日
から施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成10年５月１日以降の診療に係るものから適
用する。

　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成10年10月13
日から施行する。

２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用に算
定基準並びにはり・きゅう及びマッサージの施
術に要する費用の算定基準は、平成10年８月
１日以降の施術に係るものから適用する。

　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成12年６月20日
から施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成12年４月１日以降の診療に係るものから適
用する。

　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成12年８月16日
から施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準、柔道
整復師の施術に要する費用の算定基準並びには
り・きゅう及びマッサージの施術に要する費用
の算定基準は、平成12年７月１日以降の診療
及び施術に係るものから適用する。

　　附　記
　この基準細目の改正は、平成14年３月15日か
ら施行する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成14年４月30日
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から施行する。
２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準及び保
健薬局に係る療養に要する費用の算定基準は、
平成14年４月１日以降の診療及び保健薬局に
係るものから適用する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成14年８月26日
から施行する。
２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準並びにはり・きゅう及びマッサージの施
術に要する費用の算定基準は、平成14年８月
１日以降の施術に係るものから適用する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成15年10月27
日から施行する。
２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成15年９月１日以降の診療に係るものから適
用する。
　　附　記
　この基準細目の改正は、平成16年４月１日か
ら施行する。
　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成16年５月28日
から施行する。
２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成16年４月１日以降の診療に係るものから適
用する。
　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成18年４月12日か
ら施行する。
２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成18年４月１日以降の診療に係るものから適
用する。
　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成18年８月30日か
ら施行する。
２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準並びにはり・きゅう及びマッサージの施

術に要する費用の算定基準は、平成18年８月
１日以降の施術に係るものから適用する。

　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成20年５月22日か
ら施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準は、平
成20年４月１日以降の診療に係るものから適
用する。

　　附　記
１ 　この基準細目の改正は、平成20年９月29日
から施行する。

２ 　改正後のはり・きゅう及びマッサージの施術
に要する費用の算定基準は、平成20年８月１
日以降の施術に係るものから適用する。

　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成20年９月30日か
ら施行する。

２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成20年９月１日以降の施術に係
るものから適用する。

　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成22年４月16日か
ら施行する。

２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成22年４月１日以降の施術に係
るものから適用する。

　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成22年９月９日か
ら施行する。

２ 　改正後の柔道整復師の施術に要する費用の算
定基準は、平成22年８月１日以降の施術に係
るものから適用する。

　　附　記
１ 　改正後の基準細目は、平成27年３月23日か
ら施行する。

２ 　改正後の診療に要する費用の算定基準、柔道
整復師の施術に要する費用の算定基準、はり・
きゅう及びマッサージの施術に要する費用の算
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定基準、付添看護に要する費用の算定基準並び
に移送に要する費用の算定基準は、平成26年
４月１日以降の診療、施術、付添看護及び移送
に係るものから適用する。ただし、改正後の診
療に要する費用の算定基準のうち診断書料につ
いては、平成27年４月１日以後において発生
した事故に係る診断書について適用する。
３ 　平成22年８月１日から平成25年６月30日
までの間におけるはり・きゅう及びマッサージ
の施術については、改正前のはり・きゅう及び
マッサージの施術に要する費用の算定基準の３
の⑴中「2,250円」とあるのは「2,580円」と、
同⑶の②のｃ中「530円」とあるのは「535円」
とし、平成25年７月１日から平成26年３月
31日までの間における柔道整復師の施術につ

いては、改正前の柔道整復師の施術に要する費
用の算定基準の１中「2,250円」とあるのは
「2,360円」と、同４中「320円」とあるの
は「350円」とし、当該期間におけるはり・きゅ
う及びマッサージの施術については、改正前の
はり・きゅう及びマッサージの施術に要する費
用の算定基準の３の⑴中「2,250円」とある
のは「2,710円」と、同⑶の①のａ中「2,510
円」とあるのは「2,550円」と、同ｂ中「3,940
円」とあるのは「3,950円」と、同算定基準
の３の⑶の②のａ中「2,510円」とあるのは
「2,550円」と、同ｂ中「90円」とあるのは「95
円」と、同ｃ中「535円」とあるのは「555円」
と、同算定基準の３の⑶の③中「3,940円」
とあるのは「3,950円」とする。
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２　現行の規程

○福祉事業の実施に関する規程
 （昭和47年10月20日基金規程第４号）
　最終改正平成28年３月31日消防基金規程第
３号
　（目的）
第１条　この規程は、消防団員等公務災害補償等
共済基金業務方法書（以下「業務方法書」とい
う。）第15条の規定に基づき、業務方法書第
13条第１項に規定する公務上の災害を受けた
消防団員等及びその遺族の福祉に関して必要な
事業（以下「福祉事業」という。）の実施に関し、
必要な事項を定めることを目的とする。
　（福祉事業の種類）

第２条　消防団員等公務災害補償等共済基金（以
下「基金」という。）は、業務方法書第13条第
１項に規定する次の福祉事業を行う。

　一　外科後処置に関する事業
　二　補装具に関する事業
　三　リハビリテーションに関する事業
　四　アフターケアに関する事業
　五　休業援護金の支給
　六　在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業
　七　奨学援護金の支給
　八　就労保育援護金の支給
　九　傷病特別支給金の支給
　十　障害特別支給金の支給
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　十一　遺族特別支給金の支給
　十二　障害特別援護金の支給
　十三　遺族特別援護金の支給
　十四　傷病特別給付金の支給
　十五　障害特別給付金の支給
　十六　遺族特別給付金の支給
　十七　障害差額特別給付金の支給
　十八　長期家族介護者援護金の支給
　（外科後処置に関する事業）
第３条　基金は、非常勤消防団員等に係る損害補
償の支給等に関する省令（平成18年総務省令
第110号。以下「総務省令」という。）別表第
二に定める程度の障害（同表に定める各障害等
級の障害に該当しない障害であって、同表に定
める各障害等級の障害に相当するものを含む。
次条第１項、第５条第１項及び第７条第１項に
おいて同じ。）が存する者のうち、義肢装着の
ための断端部の再手術その他基金が定める処置
が必要であると認める者に対し、外科後処置と
して、基金の指定する施設において、必要な処
置を行い、又はその処置に必要な費用を支給す
る。
２　前項に規定する外科後処置の範囲は、次に掲
げるものであって、外科後処置上相当と認めら
れるものとする。
一　診察
二　薬剤又は治療材料の支給
三　処置、手術その他の治療
四　居宅における療養上の管理及び療養に伴う
世話その他の看護
五　病院又は診療所への入院及びその療養に伴
う世話その他の看護
六　移送
３　第１項に規定する外科後処置が入院等を伴う
ものである場合には、その入院等の期間１日に
つき日当を支給する。
４　第１項に規定する外科後処置の費用の額は、
前項の規定によるものを除き、療養に要する費

用の算定に関する基準（昭和49年基金規程第
２号。以下「療養基準」という。）の範囲内と
する。

　（補装具に関する事業）
第４条　基金は、総務省令別表第二に定める程度
の障害が存する者のうち、補装具を必要とする
者に対し、次項に定める補装具を支給し、又は
その費用を支給する。

２　前項に規定する補装具は、義肢、装具、義眼、
眼鏡、補聴器、人工こう頭、車椅子、収尿器、
歩行補助つえ、盲人安全つえ、点字器その他基
金が必要と認める補装具とする。

３　前項に掲げる補装具を支給する場合には、次
に定めるところによる。
一　義肢は、四肢又は手指若しくは足指の一部
又は全部を失った者に対し１障害部位につき
２本を支給する。

二　装具は、四肢の一部若しくは全部の用を廃
した者又は体幹の機能に障害を残す者に対
し、１障害部位につき２個（体幹装具につい
ては１個）を支給する。

三　義眼は、一眼又は両眼を失明した者に対し、
失明した一眼につき１個を支給する。

四　眼鏡は、一眼若しくは両眼のきよう正視力
が0.6以下になった者又はしゆう　明、昼盲
等の障害を残す者に対し、１個（必要と認め
る場合は２個）を支給する。

五　補聴器は、一耳又は両耳の聴力が40セン
チメートル以上離れては普通の話声を解する
ことができないものに対し、１個を支給する。
六　人工こう頭は、言語の機能を廃した者に対
し、１個を支給する。

七　車椅子は、両下肢を失い、又はその用を全
廃した者で義肢又は装具の使用を不適当とす
るものに対し、１台を支給する。

八　収尿器は、排尿の機能に障害を残す者に対
し、２個を支給する。

九　歩行補助つえは、歩行の機能に障害を残す
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者に対し、１本又は１組を支給する。
十　盲人安全つえ又は点字器は、両眼のきよう
正視力が0.1以下になった者に対　し、それ
ぞれ１本又は１個を支給する。
十一　前各号に掲げる補装具以外の補装具は、
基金が定める範囲内で支給する。

４　前項の規定により支給した補装具が、き損し、
又は適合しなくなった場合には修理を行い、滅
失し、又は修理を適当としなくなった場合には
再支給を行う。ただし、修理又は再支給は、そ
のき損、滅失等が支給を受けた者の故意によっ
て生じた場合は行わない。
５　前２項に規定する補装具の支給、修理又は再
支給に要する費用の額は、障害者自立支援法（平
成17年法律第123号）第76条第２項の規定
による補装具の購入又は修理に要する費用の額
の基準（当該基準に掲げられていない補装具に
ついては、現に要した費用）の範囲内とする。
６　義肢の製作のために要する医師の採型指導料
は、前項の額に加えて支給するものとし、その
額は療養基準の範囲内とする。
７　補装具の支給、修理又は再支給を受けるため
に旅行する場合は、第６条の規定により算定し
た額を旅行費として支給する。
　（リハビリテーションに関する事業）
第５条　基金は、総務省令別表第二に定める程度
の障害が存する者のうち、社会復帰のために身
体的機能の回復等の措置が必要であると認めら
れる者に対し、リハビリテーションとして、基
金の指定する施設において、基金が必要と認め
る措置を行い、又はその措置に必要な費用を支
給する。

２　前項に規定するリハビリテーションの範囲
は、機能訓練、職業訓練その他相当と認められ
る訓練とする。
３　第１項に規定するリハビリテーションの費用
は、訓練指導料、宿泊料、食事料等必要な経費
とし、その額は実費とする。

４　リハビリテーションを受けるために旅行する
場合は、第６条の規定により算定した額を旅行
費として支給する。

　（旅行費）
第６条　第４条第７項及び前条第４項の規定によ
り支給する旅行費は、鉄道賃、船賃、車賃及び
宿泊料とし、支給を受ける者の居住地又は滞在
地から目的地に至る最も経済的な通常の経路及
び方法により、かつ、次に定めるところにより
計算した額の範囲内において実費とする。
一　鉄道賃　旅客運賃、急行料金（普通急行列
車若しくは準急行列車を運行する路線により
片道50キロメートル以上旅行する場合又は
特別急行列車を運行する線路により片道
100キロメートル以上旅行する場合に限る。
以下この号において同じ。）、特別車両料金（旅
客運賃の等級を２階級に区分する線路により
旅行する場合を除く。）及び座席指定料金（普
通急行列車を運行する線路により片道100
キロメートル以上旅行する場合に限る。）と
し、旅客運賃及び急行料金は、旅客運賃の等
級を２階級に区分する線路により旅行する場
合にあっては、上位の等級の旅客運賃及び急
行料金とする。

二　船賃　旅客運賃、特別船室料金（旅客運賃
を２以上の階級に区分する船舶により旅行す
る場合を除く。）及び座席指定料金とし、旅
客運賃は、その等級を３階級に区分する船舶
により旅行する場合にあっては中位の等級の
旅客運賃、２階級に区分する船舶により旅行
する場合にあっては上位の等級の旅客運賃と
する。

三　車賃　１キロメートルにつき37円とし、
全路程を通算した距離（１キロメートル未満
の端数がある場合は、これを切り捨てた距離）
により計算する。ただし、障害の程度により
この額により難いと認められる場合は、実費
額とする。
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四　宿泊料　国家公務員等の旅費に関する法律
（昭和25年法律第114号）別表第　一にお
いて甲地方と定められている地域に宿泊する
場合は一夜につき8,700円とし、その他の
地域に宿泊する場合は１夜につき7,800円
とする。

　（アフターケアに関する事業）
第７条　基金は、公務上負傷し、又は疾病にかか
り、治った者のうち、外傷による脳の器質的損
傷を受けた者で総務省令別表第二に定める程度
の障害が存するものその他基金が定める者に対
し、アフターケアとして、基金の指定する施設
において必要な処置を行い、又はその処置に必
要な費用を支給する。

２　前項に規定するアフターケアの範囲は、第３
条第２項各号に掲げる処置のうち、アフターケ
アの実施上相当と認められるものとし、その範
囲に関して必要な基準は、基金の定めるところ
による。
３　第１項に規定するアフターケアの費用の額
は、療養基準の範囲内とする。
　（休業援護金の支給）
第８条　休業援護金は、休業補償を受ける者その
他基金が定める者に対して、１日につき補償基
礎額の100分の20を超えない範囲内で基金が
定める額を支給する。

　（在宅介護を行う介護人の派遣に関する事業）
第９条　基金は、傷病補償年金又は障害補償年金
の受給権者のうち、現に居宅において介護を受
けている者であって、理事長が定める障害を有
する者に対し、理事長が定める範囲内で、基金
の指定する事業者において介護人を派遣し、入
浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を
営むのに必要な便宜（以下「介護等」という。）
を供与し、又はその供与に必要な費用を支給す
る。ただし、介護等の供与を受け、又はその供
与に必要な費用の支給を受ける者は、理事長が
定める範囲内で、当該介護等に係る費用の一部

を負担するものとする。
　（奨学援護金の支給）
第10条　奨学援護金は、傷病補償年金、障害補
償年金又は遺族補償年金（以下「年金たる損害
補償」という。）の受給権者のうち、次の各号
の一に該当する者に対して支給する。
一　障害補償年金の受給権者（総務省令別表第
二に定める第１級から第３級までの障害等級
に該当する障害がある者に限る。以下次号並
びに次条第１項第一号及び第二号において同
じ。）のうち、学校教育法（昭和22年法律第
26号）第１条に定める学校（幼稚園を除く。）
若しくは同法第124条に定める専修学校（一
般課程にあっては、当該課程の程度が高等課
程と同等以上であると基金が認めるものに限
る。以下同じ。）に在学する者又は職業能力
開発促進法（昭和44年法律第64号）第15
条の７第１項各号に掲げる施設（次項におい
て「公共職業能力開発施設」という。）にお
いて職業訓練（職業能力開発促進法施行規則
（昭和44年労働省令第24号）第９条の表に
掲げる普通職業訓練（短期課程のものを除
く。）又は高度職業訓練（専門短期課程及び
応用短期課程のものを除く。）とする。次項
第四号において同じ。）を受ける者若しくは
同法第27条に定める職業能力開発総合大学
校において職業訓練（職業能力開発促進法施
行規則第36条の２に規定する職業訓練とす
る。次項第４号において同じ。）又は指導員
訓練（職業能力開発促進法施行規則第36条
の５に規定する長期課程の指導員訓練に限
る。次項第四号において同じ。）を受ける者（以
下「在学者等」という。）であって学資等の
支弁が困難であると認められるもの

二　傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金
の受給権者のうち、在学者等である子（婚姻
（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同
様の事情にある者を含む。第32条において
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同じ。）をしている者及び直系血族又は直系
姻族以外の養子（届出をしていないが、事実
上養子縁組関係と同様の事情にある者を含
む。次条及び第32条において同じ。）となっ
ている者を除く。第四号において同じ。）と
生計を同じくしている者であって、当該在学
者等である子に係る学資等の支弁が困難であ
ると認められるもの
三　遺族補償年金の受給権者のうち、在学者等
であって学資等の支弁が困難であると認めら
れるもの
四　遺族補償年金の受給権者のうち、非常勤消
防団員又は非常勤の水防団長若しくは水防団
員（以下「非常勤水防団員」という。）の死
亡の当時その収入によって生計を維持してい
た当該非常勤消防団員又は非常勤水防団員の
子（当該非常勤消防団員又は当該非常勤水防
団員の死亡の当時胎児であった子を含む。）
である在学者等と生計を同じくしている者で
あって、当該在学者等に係る学資等の支弁が
困難であると認められるもの

２　奨学援護金の支給額は、次の各号に掲げる在
学者等の区分に応じ、在学者等１人につき、そ
れぞれ当該各号に掲げる額とする。
一　小学校、義務教育学校の前期課程、又は特
別支援学校の小学部に在学する者　月額
13,000円
二　中学校、義務教育学校の後期課程、中等教
育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部
に在学する者　月額17,000円
三　高等学校、中等教育学校の後期課程、高等
専門学校の第１学年から第３学年まで、特別
支援学校の高等部若しくは専修学校の高等課
程若しくは一般課程に在学する者又は公共職
業能力開発施設において中学校を卒業した
者、中等教育学校の前期課程を修了した者若
しくはこれと同等以上の学力を有すると認め
られる者を対象とする普通課程の普通職業訓

練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正
する省令（昭和53年労働省令第37号）附則
第２条の規定による専修訓練課程の第一類の
普通職業訓練を受ける者　月額16,000円

四　大学、高等専門学校の第４学年、第５学年
若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程
に在学する者又は公共職業能力開発施設にお
いて職業訓練（前号に掲げるものを除く。）
を受ける者若しくは職業訓練開発総合大学校
において職業訓練又は指導員訓練を受ける者
　月額39,000円

３　奨学援護金の支給は、支給すべき事由が生じ
た日の属する月の翌月（第１項各号の一に該当
する者で、当該各号の一に該当するに至った日
の属する月の前月の末日において年金たる損害
補償の受給権者となっていたものにあっては、
当該各号の一に該当するに至った日の属する
月）から始め、支給すべき事由が消滅した日の
属する月で終わるものとする。

４　奨学援護金は、これを受けている者にその支
給額を変更すべき事実が生じた場合には、その
事実が生じた日の属する月の翌月（新たに在学
者等となった者が生じたことにより支給額を増
額すべき場合又は奨学援護金に係る在学者等に
ついて支給額を増額すべき事実が生じた場合に
あっては、その事実が生じた日の属する月）か
らその支給額を改定する。

５　第１項第三号又は第四号に該当する者に係る
奨学援護金は、基準政令第８条の４第１項の規
定により遺族補償年金の支給が停止されている
者に対しては、当該遺族補償年金の支給が停止
されている間、支給しない。

６　奨学援護金は、毎年２月、４月、６月、８月、
10月及び12月の６期に、それぞれその前月分
までを支給する。ただし、奨学援護金を支給す
べき事由が消滅した場合におけるその期の奨学
援護金は、支給期月でない月であっても、支給
するものとする。
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７　奨学援護金に係る在学者等について奨学援護
金を支給することが適当でない事情があると認
めるときは、その事情が存する期間、当該在学
者等に係る奨学援護金を支給しないことができ
る。
　（就労保育援護金の支給）
第11条　就労保育援護金は、年金たる損害補償
の受給権者のうち、次の各号の一に該当するも
のに対して支給する。
一　障害補償年金の受給権者で未就学の子（直
系血族又は直系姻族以外の者の養子となって
いる者を除く。以下この項において同じ。）
と生計を同じくしている者のうち、自己の就
労のため当該未就学の子を児童福祉法（昭和
22年法律第164号）第39条に規定する保
育所、学校教育法第１条に規定する幼稚園、
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合
的な提供の推進に関する法律（平成18年法
律第77号）第２条第７項に規定する幼保連
携型認定こども園等（以下「保育所等」とい
う。）に預けている者で、保育に係る費用を
援護する必要があると認められるもの
二　傷病補償年金の受給権者又は障害補償年金
の受給権者で、未就学の子と生計を同じくし
ている者のうち、自己と生計を同じくしてい
る者の就労のため当該未就学の子を保育所等
に預けている者で、保育に係る費用を援護す
る必要があると認められるもの
三　遺族補償年金の受給権者で非常勤消防団員
又は非常勤水防団員の死亡の当　時その収入
によって生計を維持していた当該非常勤消防
団員又は当該非常勤水防団員の未就学の子
（当該非常勤消防団員又は当該非常勤水防団
員の死亡の当時胎児であった子を含み、次号
に該当する者を除く。）と生計を同じくしてい
る者のうち、自己の就労のため当該未就学の
子を保育所等に預けている者で、保育に係る
費用を援護する必要があると認められるもの

四　遺族補償年金の受給権者で未就学の児童で
ある者のうち、自己と生計を同じくしている
者の就労のため保育所等に預けられている者
で、保育に係る費用を援護する必要があると
認められるもの

２　就労保育援護金の支給額は、保育所等に預け
られている者（以下「保育児」という。）１人
につき月額12,000円とする。

３　前条第３項から第６項までの規定は、就労保
育援護金の支給について準用する。この場合に
おいて、前条第３項中「奨学援護金」とあるの
は「就労保育援護金」と、「第１項各号」とあ
るのは「第11条第１項各号」と、同条第４項
中「奨学援護金」とあるのは「就労保育援護金」
と、「在学者等」とあるのは「保育児」と、同
条第５項中「第１項第三号又は第四号」とある
のは「第11条第１項第三号又は第四号」と、「奨
学援護金」とあるのは「就労保育援護金」と、
同条第６項中「奨学援護金」とあるのは「就労
保育援護金」と読み替えるものとする。

　（傷病特別支給金の支給）
第12条　傷病特別支給金は、傷病補償年金の受
給権者に対し、支給する。

２　傷病特別支給金の支給額は、次の各号に掲げ
る総務省令別表第一に定める傷病等級の区分に
応じ、当該各号に定める額とする。

　一　第１級　114万円
　二　第２級　107万円
　三　第３級　100万円
　（障害特別支給金の支給）
第13条　障害特別支給金は、障害補償の受給権
者に対し、支給する。

２　障害特別支給金の支給額は、次の各号に掲げ
る総務省令別表第二に定める障害等級の区分に
応じ、当該各号に定める額（非常勤消防団員等
に係る損害補償の基準を定める政令（昭和31
年政令335号。以下「基準政令」という。）第
６条第８項に規定する障害の程度の加重があっ
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た場合にあっては、加重後の障害等級に応ずる
次の各号に定める額から加重前の障害等級に応
ずる次の各号に定める額を差し引いた額とす
る。）とする。

　一　第１級　342万円
　二　第２級　320万円
　三　第３級　300万円
　四　第４級　264万円
　五　第５級　225万円
　六　第６級　192万円
　七　第７級　159万円
　八　第８級　65万円
　九　第９級　50万円
　十　第10級　39万円
　十一　第11級　29万円
　十二　第12級　20万円
　十三　第13級　14万円
　十四　第14級　 ８万円
３　同一の公務上の負傷又は疾病（以下「同一の
傷病」という。）に関し、障害補償を受けるこ
ととなった者が、既に傷病特別支給金の支給を
受けた場合においては、前項の規定にかかわら
ず、当該障害補償に係る障害等級の区分に応ず
る同項の規定による額（以下この項において「前
項の規定による額」という。）が、当該傷病特
別支給金に係る傷病等級の区分に応ずる前条第
２項の規定による額（以下この項において「前
条第２項の規定による額」という。）を超える
ときにあっては、障害特別支給金として、当該
超える額に相当する額を支給し、前項の規定に
よる額が前条第２項の規定による額以下のとき
にあっては、障害特別支給金は、支給しない。
　（遺族特別支給金の支給）
第14条　遺族特別支給金は、遺族補償年金（基
準政令第８条の３第１項後段の規定により支給
される遺族補償年金を除く。）又は遺族補償一
時金（基準政令第９条の２第二号の規定により
支給される遺族補償一時金を除く。）の受給権

者に対し、支給する。
２　遺族特別支給金の支給額は、次の各号に掲げ
る者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一　遺族補償年金の受給権者　300万円
二　遺族補償一時金の受給権者で、基準政令第
９条第１項第一号、第二号又は第四号に該当
するもの　300万円

三　遺族補償一時金の受給権者で基準政令第９
条第１項第三号に該当する者のうち、非常勤
防団員又は非常勤水防団員の死亡の当時18
歳未満若しくは55歳以上の三親等内の親族
又は総務省令別表第二に定める第７級以上の
障害等級の障害に該当する状態にある三親等
内の親族　210万円

四　遺族補償一時金の受給権者で、基準政令第
９条第１項第三号に該当するもの（前号に掲
げる者を除く。）　120万円

３　第１項の規定により遺族特別支給金の支給を
受けることができる者が２人以上あるときは、
遺族特別支給金の支給額は、前項の規定にかか
わらず、同項に規定する額をその人数で除して
得た額とする。

　（障害特別援護金の支給）
第15条　障害特別援護金は、障害補償の受給権
者に対し、支給する。

２　障害特別援護金の支給額は、次の各号に掲げ
る総務省令別表第二に定める障害等級の区分に
応じ、当該各号に定める額（基準政令第６条第
８項に規定する障害の程度の加重があった場合
（基金が定める場合を除く。）にあっては、加重
後の障害等級に応ずる次の各号に定める額から
加重前の障害等級に応ずる次の各号に定める額
を差し引いた額とする。）とする。

　一　第１級　1,540万円
　二　第２級　1,500万円
　三　第３級　1,460万円
　四　第４級　　875万円
　五　第５級　　745万円
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　六　第６級　　615万円
　七　第７級　　485万円
　八　第８級　　320万円
　九　第９級　　250万円
　十　第10級　　195万円
　十一　第11級　　145万円
　十二　第12級　　105万円
　十三　第13級　　 75万円
　十四　第14級　　 45万円
　（遺族特別援護金の支給）
第16条　遺族特別援護金は、遺族補償年金（基
準政令第８条の３第１項後段の規定により支給
される遺族補償年金を除く。次項において同
じ。）又は遺族補償一時金（基準政令第９条の
２第二号の規定により支給される遺族補償一時
金を除く。次項において同じ。）の受給権者に
対し、支給する。
２　遺族特別援護金の支給額は、次の各号に掲げ
る者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一　遺族補償年金の受給権者　1,860万円
二　遺族補償一時金の受給権者で、基準政令第
９条第１項第一号、第二号又は第四号に該当
するもの　1,860万円
三　遺族補償一時金の受給権者で基準政令第９
条第１項第三号に該当する者のうち、非常勤
消防団員又は非常勤水防団員の死亡の当時
18歳未満若しくは55歳以上の三親等内の
親族又は総務省令別表第二に定める第７級以
上の障害等級の障害に該当する状態にある三
親等内の親族　1,302万円
四　遺族補償一時金の受給権者で、基準政令第
９条第１項第三号に該当するもの（前号に掲
げる者を除く。）　744万円

３　第14条第３項の規定は、前項の遺族特別援
護金の支給額について準用する。
　（傷病特別給付金の支給）
第17条　傷病特別給付金は、傷病補償年金の受
給権者に対し、年金として支給する。

２　傷病特別給付金の額は、１年につき、その者
に対して支給すべき基準政令第５条の２第２項
の規定による傷病補償年金の額（当該傷病補償
年金について基準政令第11条の２の規定が適
用された場合にあっては、当該傷病補償年金に
係る傷病等級に応じ、当該額に同条に規定する
率を乗じて得た額を加算した額）に100分の
20を乗じて得た額とする。ただし、その額は、
150万円に、当該傷病補償年金に係る傷病等
級に応じ、同項各号に定める倍数を365で除
して得た数を乗じて得た額を超えないものとす
る。

　（障害特別給付金の支給）
第18条　障害特別給付金は、障害補償年金の受
給権者に対しては、年金として、障害補償一時
金の受給権者に対しては、一時金として、それ
ぞれ支給する。

２　障害特別給付金の額は、次の各号に掲げる者
の区分に応じ、当該各号に定める額とする。た
だし、その額は、150万円に、当該障害補償
に係る障害等級に応じ、基準政令第６条第３項
各号及び第４項各号に定める倍数を365で除
して得た数を乗じて得た額を超えないものとす
る。
一　障害補償年金の受給権者　１年につき、そ
の者に対して支給すべき基準政令第６条第３
項の規定による障害補償年金の額（当該障害
補償年金について基準政令第11条の２の規
定が適用された場合にあっては、当該障害補
償年金に係る障害等級に応じ、当該額に同条
に規定する率を乗じて得た額を加算した額）
に100分の20を乗じて得た額

二　障害補償一時金の受給権者　その者に対し
て支給すべき基準政令第６条第　４項の規定
による障害補償一時金の額（当該障害補償一
時金について基準政令第11条の２の規定が
適用された場合にあっては、当該額に100
分の50を乗じて得た額を加算した額）に
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100分の20を乗じて得た額
３　基準政令第６条第８項の規定による障害補償
の受給権者に係る障害特別給付金の額は、前項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の
区分に応じ、加重後の障害等級に応ずる同項の
規定による額から当該各号に定める額（その額
が、150万円に、加重前の障害等級に応じ、
基準政令第６条第３項各号及び第４項各号に定
める倍数を365で除して得た数を乗じて得た
額を超えるときは、当該乗じて得た額）を差し
引いた額とする。
一　加重後の障害の程度が総務省令別表第二に
定める第７級以上の障害等級に　該当する場
合　加重前の障害の程度が同表に定める第７
級以上の障害等級に該当する者であるときは
その障害等級に応ずる障害補償年金の額（加
重後の障害が基準政令第11条の２に規定す
る公務上の災害に係るものである場合には、
当該額に加重前の障害の程度に応じ同条に規
定する率を乗じて得た額を加算した額）に
100分の20を乗じて得た額、加重前の障害
の程度が同表に定める第８級以下の障害等級
に該当するものであるときはその障害等級に
応ずる障害補償一時金の額（加重後の障害が
同条に規定する公務上の災害に係るものであ
る場合には、当該額に100分の50を乗じて
得た額を加算した額）に100分の20を乗じ
て得た額を25で除して得た額
二　加重後の障害の程度が総務省令別表第二に
定める第８級以下の障害等級に　該当する場
合　加重前の障害の等級に応ずる障害補償一
時金の額（加重後の障害が基準政令第11条
の２に規定する公務上の災害に係るものであ
る場合には、当該額に100分の50を乗じて
得た額を加算した額）に100分の20を乗じ
て得た額

　（損害補償の制限に関する規定の準用）
第19条　基準政令第12条の規定は、傷病特別支

給金、障害特別支給金、傷病特別給付金及び障
害特別給付金の支給について準用する。

　（遺族特別給付金の支給）
第20条　遺族特別給付金は、遺族補償年金の受
給権者に対しては、年金として、遺族補償一時
金の受給権者に対しては、一時金として、それ
ぞれ支給する。

２　遺族特別給付金は、前項に定めるもののほか、
遺族補償年金の受給権者が遺族補償年金前払一
時金の支給を受けたため基準政令第９条の２第
二号の規定に該当しないこととなった者で、当
該遺族補償年金の受給権者に当該遺族補償年金
前払一時金が支給されなかったものとした場合
に同号の規定に該当して遺族補償一時金の受給
権者となるものに対し、一時金として支給する。

３　遺族特別給付金の額は、次の各号に掲げる者
の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一　遺族補償年金の受給権者　１年につき、そ
の者に対して支給すべき基準政令第８条の２
第１項の規定による遺族補償年金の額（当該
遺族補償年金について基準政令第11条の２
の規定が適用された場合にあっては、当該額
に100分の50を乗じて得た額を加算した
額）に100分の20を乗じて得た額。ただし、
その額は、150万円に、当該遺族補償年金
の額の算定の基礎となった遺族の人数の区分
に応じ、同項各号に規定する補償基礎額に乗
ずべき数を365で除して得た数を乗じて得
た額を超えないものとする。

二　基準政令第９条の２第一号の規定による遺
族補償一時金の受給権者　その　者に対して
支給すべき基準政令第９条の３第１項の規定
による遺族補償一時金の額（当該遺族補償一
時金について基準政令第11条の２の規定が
適用された場合あっては、当該額に100分
の50を乗じて得た額を加算した額）に100
分の20を乗じて得た額。ただし、その額は、
150万円に、当該遺族補償一時金に係る同
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項各号に定める倍数を365で除して得た数
を乗じて得た額を超えないものとする。
三　基準政令第９条の２第二号の規定による遺
族補償一時金の受給権者及び前　項の規程に
よる遺族特別給付金を受けることができる者
　前号の規定による遺族特別給付金の額か
ら、同一の事由につき既に支給された第一号
の規定による遺族特別給付金の額の合計額を
差し引いた額

４　第14条第３項の規定は、前項の遺族特別給
付金の額について準用する。
５　基準政令第８条の４第１項は基準政令附則第
２条の２第４項の規定による遺族補償年金の支
給が停止されている者に対する遺族の特別給付
金は、当該遺族補償年金の支給が停止されてい
る間、支給しない。
　（障害差額特別給付金の支給）
第21条　障害差額特別給付金は、障害補償年金
差額一時金の受給権者に対し、一時金として支
給する。

２　障害差額特別給付金は、前項に定めるものの
ほか、障害補償年金の受給権者が障害補償年金
前払一時金の支給を受けたため障害補償年金差
額一時金を受ける権利を有しないこととなった
者で、当該障害補償年金の受給権者に当該障害
補償年金前払一時金が支給されなかったものと
した場合に障害補償年金差額一時金を受ける権
利を有することとなるものに対し、一時金とし
て支給する。
３　障害差額特別給付金の額は、次の各号に掲げ
る者の区分に応じ当該各号に定める額とする。
一　障害補償年金差額一時金の受給権者　障害
補償年金一時金に係る障害補償年金に係る障
害等級に応じ、基準政令附則第１条の２第１
項の表の下欄に掲げる額（当該障害補償年金
について基準政令第11条の２の規定が適用
された場合にあっては、当該障害補償年金に
係る障害等級に応じ、同表の下欄に掲げる額

に同条に規定する率を乗じて得た額を同表の
下欄に掲げる額に加算した額。次項において
「障害差額特別給付金限度額」という。）に
100分の20を乗じて得た額（その額が、
150万円に、当該障害等級に応じ、同表の
下欄に掲げる数を365で除して得た数を乗
じて得た額を超えるときは、当該乗して得た
額）から、既に支給された当該障害補償年金
に係る障害特別給付金の額の合計額を差し引
いた額

二　前項の規定による障害差額特別給付金を受
けることができる者　障害補償　年金差額一
時金が支給されたものとして前号の規定を適
用した場合に、同号の規定により計算して得
られる額

４　基準政令第６条第８項の規定による障害補償
年金の受給権者の死亡により障害差額特別給付
金を受けることとなった者の当該障害差額特別
給付金の額は、前項の規定にかかわらず、次の
各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定
める額に100分の20を乗じて得た額（その額
が、150万円に、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める額（当該障害補償
年金について基準政令第11条の２の規定が適
用された場合にあっては、その規定の適用がな
いものとした場合における当該各号に定める
額）を補償基礎額で除した得た数を365で除
して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当
該乗じて得た額）から、既に支給された当該障
害補償年金に係る第18条第３項の規定による
障害特別給付金の額の合計額を差し引いた額と
する。
一　加重前の障害の程度が総務省令別表第二に
定める第７級以上の障害等級に　該当する場
合　加重後の障害等級に応ずる障害差額特別
給付金限度額から、加重前の障害等級に応ず
る障害差額特別給付金限度額を差し引いた額

二　加重前の障害の程度が総務省令別表第二に
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定める第８級以下の障害等級に　該当する場
合　加重後の障害等級に応ずる障害差額特別
給付金限度額に、当該障害補償年金に係る基
準政令第６条第８項の規定による金額を当該
障害補償年金に係る加重後の障害等級に応ず
る同条第３項の規定による金額（当該障害補
償年金について基準政令第11条の２の規定
が適用された場合にあっては、当該障害補償
年金に係る障害等級に応じ、同項の規定によ
る金額に同条に規定する率を乗じて得た額を
加算した額）で除して得た数を乗じて得た額

５　第14条第３項の規定は、前２項の障害差額
特別給付金の額について準用する。
　（長期家族介護者援護金の支給）
第22条　長期家族介護者援護金は、傷病補償年
金又は障害補償年金の受給権者のうち、当該傷
病補償年金又は当該障害補償年金に係る障害が
次の各号の一に該当する者（以下この条におい
て「要介護年金受給権者」という。）が、当該
障害に係る傷病補償年金又は障害補償年金を支
給すべき事由が生じた日の翌日から起算して
10年を経過した日以後に死亡した場合（その
死亡が公務上の災害と認められる場合を除く。）
にその遺族に対し、支給する。ただし、要介護
年金受給権者の死亡の原因について長期家族介
護者援護金を支給することが適当でない事情が
あると認めたときは、理事長は、長期家族介護
者援護金を支給しないことができる。
一　せき髄その他神経系統の機能又は精神の著
しい障害により、常に介護を要するもの
二　胸腹部臓器の機能の著しい障害により、常
に介護を要するもの

２　長期家族介護者援護金を受けることができる
遺族は、要介護年金受給権者の配偶者、子、父
母、孫、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護年
金受給権者の死亡の当時その収入によって生計
を維持していたものであって、生活に困窮して
いると認められるものとする。ただし、妻（婚

姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同
様の事情にあった者を含む。）以外の者にあっ
ては、要介護年金受給権者の死亡の当時次に掲
げる要件に該当した場合に限るものとする。
一　夫（婚姻の届出をしていないが、事実上婚
姻関係と同様の事情にあった者を含む。第４
項及び第５項において同じ。）、父母、祖父母
又は兄弟姉妹については、60歳以上である
か、又は総務省令第５条に定める障害の状態
（次号において「特定障害状態」という。）に
あること。

二　子又は孫については、特定障害状態にある
こと。

３　長期家族介護者援護金を受けるべき遺族の順
位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹の順序とし、父母については、養父母を先
にし、実父母を後にする。

４　第２項の規定にかかわらず、同項第一号に掲
げる要件に該当しない要介護年金受給権者の
夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹のうち、要介護
年金受給権者の死亡の当時その収入によって生
計を維持し、かつ、55歳以上60歳未満であっ
た者であって、生活に困窮していると認められ
るものは、当分の間、長期家族介護者援護金を
受けることができる遺族とする。

５　前項に規定する遺族の長期家族介護者援護金
を受けるべき順位は、第２項に規定する遺族の
次の順位とし、前項に規定する遺族のうちに
あっては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順
序とし、父母については、養父母を先にし、実
父母を後にする。

６　長期家族介護者援護金の支給額は、100万
円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支
給を受けることができる者が２人以上あるとき
は、100万円をその人数で除して得た額とす
る。

７　要介護年金受給権者を故意に死亡させた者又
は要介護年金受給権者の死亡前に、当該要介護
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年金受給権者の死亡によって長期家族介護者援
護金を受けることが　できる先順位若しくは同
順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
は、長期家族介護者援護金を受けることができ
る遺族としない。
　（傷病特別給付金等の額の端数処理）
第23条　傷病特別給付金、年金たる障害特別給
付金又は年金たる遺族特別給付金（以下「傷病
特別給付金等」という。）の額に50円未満の端
数があるときは、これを切り捨て、50円以上
100円未満の端数があるときは、これを100
円に切り上げるものとする。
　（傷病特別給付金等の支給期間等）
第24条　基準政令第13条第１項及び第３項の
規定は、傷病特別給付金等の支給について準用
する。

２　基準政令第５条の２第４項の規定は、傷病特
別給付金の支給について、同令第６条第９項の
規定は、年金たる障害特別給付金の支給につい
て準用する。
　（傷病特別給付金等の支払の調整）
第25条　年金たる遺族特別給付金の支給を停止
すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止
すべき期間の分として年金たる遺族特別給付金
が支払われたときは、その支払われた年金たる
遺族特別給付金は、その後に支払うべき年金た
る遺族特別給付金の内払とみなすことができ
る。傷病特別給付金等を減額して改定すべき事
由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた
月の翌月以後の分として減額しない額の傷病特
別給付金等が支払われた場合における当該傷病
特別給付金等の当該減額すべきであった部分に
ついても、同様とする。

２　同一の傷病に関し、傷病特別給付金の支給を
受けることができる者が、休業援護金又は障害
特別給付金の支給を受けることができることと
なり、かつ、当該傷病特別給付金を支給すべき
事由が消滅した場合において、その消滅した月

の翌月以後の分として傷病特別給付金が支払わ
れたときは、その支払われた傷病特別給付金は、
当該休業援護金又は障害特別給付金の内払とみ
なす。

３　同一の傷病に関し、休業援護金の支給を受け
ている者が傷病特別給付金又は障害特別給付金
の支給を受けることができることとなり、かつ、
当該休業援護金の支給を行わないこととなった
場合において、その後も休業援護金が支払われ
たときは、その支払われた休業援護金は、当該
傷病特別給付金又は障害特別給付金の内払とみ
なす。

　（傷病特別給付金等の過誤払による返還金債権
への充当等）
第26条　年金たる損害補償の受給権者が死亡し
たためその支給を受ける権利が消滅したにもか
かわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後
の分として当該年金たる損害補償の受給権者に
支給される傷病特別給付金等の過誤払が行われ
た場合において、当該過誤払による返還金に係
る債権（以下この条において「返還金債権」と
いう。）に係る債務の弁済をすべき者に支払う
べき次の各号に掲げるものがあるときは、当該
各号に掲げる支払金の金額を当該過誤払による
返還金債権の金額に充当することができる。
一　傷病特別給付金等を受けることができる者
の死亡に係る損害補償を受ける　権利を有す
る者に支給される遺族特別支給金、遺族特別
援護金、遺族特別給付金又は障害差額特別給
付金（以下次項において「遺族特別支給金等」
という。）

二　過誤払による返還金債権に係る同一の事由
による同順位で受けることがで　きる遺族特
別給付金

２　前項の規定により、傷病特別給付金等の過誤
払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき
者に支払うべき遺族特別支給金等の支払金の金
額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当
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したときは、次に掲げる事項を記載した書面を
もって、遺族特別支給金等を受ける者に通知す
るものとする。
一　過誤払による返還金債権に係る傷病特別給
付金等の種類及び当該過誤払による返還金債
権の金額
二　支払うべき遺族特別支給金等の種類、金額
及び当該金額のうち前号の金額に充当した金
額

　（未支給の福祉事業）
第27条　外科後処置、補装具、リハビリテーショ
ン、アフターケア、介護等の供与、休業援護金、
奨学援護金、就労保育援護金、傷病特別支給金、
障害特別支給金、遺族特別支給金、障害特別援
護金、遺族特別援護金、傷病特別給付金、障害
特別給付金、遺族特別給付金、障害差額特別給
付金若しくは長期家族介護者援護金又は第６条
の規定による旅行費（以下「外科後処置の費用
等」という。）の支給を受けることができる者
が死亡した場合において、その死亡した者に支
給すべき外科後処置の費用等でまだその者に支
給しなかったもの（以下「未支給の福祉事業」
という。）があるときは、その者の配偶者（婚
姻の届出をしていないが、非常勤消防団員又は
非常勤水防団員の死亡の当時事実上婚姻関係と
同様の事情にあった者を含む。第30条におい
て同じ。）子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
であって、その者の死亡の当時その者と生計を
同じくしていたものに、これを支給する。
２　前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる
給付について当該各号に定める遺族がある場合
は、当該各号に掲げる給付に係る未支給の福祉
事業は、当該各号に定める遺族に支給する。
一　遺族補償年金の受給権者に支給すべき遺族
特別支給金、遺族特別援護金及び遺族特別給
付金　遺族補償年金を受けることができる他
の遺族
二　第21条第１項の規定により支給すべき障

害差額特別給付金　障害補償年金　差額一時
金を受けることができる他の遺族

三　第21条第２項の規定により支給すべき障
害差額特別給付金　障害補償年金の受給権者
が障害補償年金前払一時金を受けたため障害
補償年金差額一時金を受けることができなく
なった他の遺族

３　第１項の規定により未支給の福祉事業を受け
るべき者の順位は、同項に規定する順序とし、
前項の規定により未支給の福祉事業を受けるべ
き者の順位は、同項第一号に掲げる給付に係る
未支給の福祉事業については基準政令第８条第
３項に規定する順序（基準政令附則第２条の２
第２項に規定する遺族にあっては同条第３項に
規定する順序）、前項第二号又は第三号に掲げ
る給付に係る未支給の福祉事業については基準
政令附則第１条の２第３項後段に規定する順序
とする。

４　未支給の福祉事業を受けることができる同順
位者が２人以上あるときは、その全額をその１
人に支給することができるものとし、この場合
において、その１人にした支給は全員に対して
したものとみなす。

　（福祉事業承認申請書、福祉事業決定通知書等）
第28条　第２条第一号から第四号まで及び第六
号に規定する福祉事業を受けようとする者は、
別記基金様式第１号による福祉事業承認申請書
を、市町村長又は水害予防組合管理者を経由し
て基金理事長に提出しなければならない。

２　基金理事長は、前項の申請書又は次条第１項
に掲げる請求書（次項に定めるものを除く。）
を受理したときは、すみやかに承認するかどう
かを決定し、申請者又は請求者及び市町村長又
は水害予防組合管理者に対して別記基金様式第
２号による福祉事業決定通知書、別記基金様式
第２号の２による福祉事業費支給決定通知書、
別記基金様式第３号による奨学援護金決定通知
書又は別記基金様式第４号による就労保育援護
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金決定通知書を送付するものとする。
３　基金理事長は、次条第１項第九号から第十一
号までに掲げる請求書（傷病特別給付金等に限
る。）を受理したときはすみやかに承認するか
どうかを決定し、請求者及び市町村長又は水害
予防組合管理者に対して別記基金様式第５号に
よる特別給付金（年金）決定通知書を送付する
ものとする。

４　基金理事長は、傷病特別給付金等の額の改定
を行った場合には、当該傷病特別給付金等を受
ける者及び市町村長又は水害予防組合管理者に
対して改定後の特別給付金（年金）決定通知書
を送付するものとする。
　（福祉事業費請求書）
第29条　前条第２項前段の規定により承認を受
けた者並びに第２条第五号及び第七号から第
十八号までに掲げる福祉事業を受けようとする
者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ
当該各号に定める請求書を、市町村長又は水害
予防組合管理者を経由して基金理事長に提出し
なければならない。
一　外科後処置費請求書　アフターケア費請求
書 別記基金様式第６号
二　補装具費請求書
 別記基金様式第７号
三　リハビリテーション費請求書
 別記基金様式第８号
四　旅行費請求書
 別記基金様式第９号
五　休業援護金請求書
 別記基金様式第10号
六　在宅介護を行う介護人の派遣費用請求書
 別記基金様式第11号
七　奨学援護金請求書
 別記基金様式第12号
八　就労保育援護金請求書
 別記基金様式第13号
九　傷病特別支給金請求書　傷病特別給付金請

求書 別記基金様式第14号
十　障害特別支給金請求書　障害特別援護金請
求書

　　障害特別給付金請求書
 別記基金様式第15号
十一　遺族特別支給金請求書　遺族特別援護金
請求書

　　　遺族特別給付金請求書
 別記基金様式第16号
十二　障害差額特別給付金請求書
 別記基金様式第17号
十三　長期家族介護者援護金請求書
 別記基金様式第18号

２　前項第一号、第三号及び第五号に掲げる請求
書は、１月ごとに提出するものとする。

　（未支給の福祉事業の請求）
第30条　第27条第１項に規定する未支給の福
祉事業を受けようとする者は、別記基金様式第
19号による未支給の福祉事業請求書を、市町
村長又は水害予防組合管理者を経由して基金理
事長に提出しなければならない。

２　第28条第２項の規定は、未支給の福祉事業
について準用する。

　（定期報告書）
第31条　奨学援護金又は就労保育援護金の支給
を受ける者は、毎年１回４月１日から同月末日
までの間に、別記基金様式第20号による奨学
援護金定期報告書又は別記基金様式第21号に
よる就労保育援護金定期報告書を、市町村長又
は水害予防組合管理者を経由して基金理事長に
提出しなければならない。

　（異動報告書）
第32条　奨学援護金又は就労保育援護金の支給
を受ける者（第一号に掲げる事由のうち、死亡
したことにより年金たる損害補償を受ける権利
が消滅したときは、その者の遺族、第三号に掲
げる事由が生じたときは、基準政令第８条の４
第１項又は第２項に規定する者）は、次の各号

資料12　福祉事業の実施に関する規程の改正
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の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく、
別記基金様式第22号による奨学援護金に関す
る異動報告書又は別記基金様式第23号による
就労保育援護金に関する異動報告書を、市町村
長又は水害予防組合管理者を経由して基金理事
長に提出しなければならない。
一　氏名又は住所に変更があったとき。
二　第10条第１項各号の一又は第11条第１
項各号の一に該当しなくなったとき。
三　基準政令第８条の４の規定により遺族補償
年金の支給が停止され又はその　停止が解除
される事由が生じたとき。

２　奨学援護金の支給を受ける者は、当該奨学援
護金に係る在学者等について、次の各号の一に
該当する事由が生じたときは、遅滞なく、別記
基金様式第22号による奨学援護金に関する異
動報告書を、市町村長又は水害予防組合管理者
を経由して基金理事長に提出しなければならな
い。
一　氏名、住所、学校等の名称又は学校等の所
在地に変更があったとき。
二　第10条第１項第四号の規定により奨学援
護金の支給を受ける者について、遺族補償年
金を受ける権利が消滅した場合において、同
号の規定による在学者等が基準政令第８条の
３第１項の規定により当該遺族補償年金を受
ける権利を有するに至ったとき。
三　在学又は在校しなくなったとき。
四　第10条第１項第二号又は第四号に該当す
る者と生計を同じくしなくなった　とき。
五　婚姻をしたとき。
六　直系血族又は直系姻族以外の者の養子と
なったとき。
七　離縁によって、第10条第１項第二号に掲
げる者又は同項第四号の非常勤消防団員若し
くは非常勤水防団員との親族関係が終了した
とき。
八　高等専門学校の第４学年に進級したとき。

九　奨学援護金を支給することが適当でないと
認められたことにより奨学援護　金が支給さ
れなくなった在学者等について、その事情が
消滅したとき。

３　就労保育援護金の支給を受ける者は、当該就
労保育援護金に係る保育児について、次の各号
の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なく、
別記基金様式第23号による就労保育援護金に
関する異動報告書を、市町村長又は水害予防組
合管理者を経由して基金理事長に提出しなけれ
ばならない。
一　氏名、住所、保育所等の名称又は保育所等
の所在地に変更があったとき。

二　第11条第１項第三号の規定により就労保
育援護金の支給を受ける者につい　て、遺族
補償年金を受ける権利が消滅した場合におい
て、同号の規定による保育児が基準政令第８
条の３第１項の規定により当該遺族補償年金
を受ける権利を有するに至ったとき。

三　保育所等に預ける必要がなくなったとき。
四　直系血族又は直系姻族以外の養子となった
とき。

五　離縁によって、第11条第１項第二号に掲
げる者又は同項第三号の非常金消防団員若し
くは非常勤水防団員との親族関係が終了した
とき。

　（福祉事業記録簿）
第33条　基金理事長は、福祉事業について、別
記基金様式第24号から第27号までによる記
録簿を備え、所要の事項を記載して整理しなけ
ればならない。

　（補則）
第34条　この規定に定めるもののほか、基金
の福祉事業の実施に関し必要な事項は、理事
長が定める。

附　則
　この規程は、自治大臣の承認の日から施行し、
昭和47年４月１日から適用する。ただし、公務
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上の災害を受けた非常勤消防団員又は非常勤水防
団員で、この規程の適用の日前に、傷病のなおっ
たものに係るこの規程に基づく外科後処置、休養、

リハビリテーション、補装具及びアフターケアの
実施又は支給については、この限りでない。
 （承認の日＝昭和47年10月20日）
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２　現行の規程

　○　消防団員等に係る自動車等損害見舞金の
支給に関する規程

 （平成１３年１１月２７日消防基金規程第１号）
最終改正　平成１５年３月２６日消防基金規程第
９号
　（目的）
第１条　この規程は、消防団員等公務災害補償等
共済基金業務方法書第１５条の規定に基づき、
同業務方法書第１３条第２項第３号に規定する
見舞金の支給に関し、必要な事項を定めること
を目的とする。

　（定義）
第２条　この規程において、次の各号に掲げる用
語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴　消防団員等　非常勤の消防団員並びに非常
勤の水防団長及び水防団員をいう。
⑵　自動車等　消防団員等の所有する自動車又
は原動機付自転車（消防団員等の所有する自
動車又は原動機付自転車に準ずるものとして
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関す
る法律施行規則（昭和３２年総理府令第５号）
第３条の２で定めるものを含む。）をいう。

　（見舞金の支給）
第３条　消防団員等公務災害補償等共済基金（以
下「基金」という。）は、自動車等に次の各号
に掲げる損害を受けた場合は、消防団員等に対
し、見舞金を支給する。

⑴　災害が発生したとき又は災害が発生するお
それがあるときに、緊急に自動車等を使用し、
又は使用させて出動した場合における往復途
上又は駐車中に生じた損害

⑵　前号に掲げるとき以外の場合で、やむを得
ず自動車等を消防団又は水防団（以下「消防
団等」という。）の活動に直接使用し、又は
使用させた場合（消防団員等が当該消防団等
の活動の場所へ集合又は移動することを主た
る目的とする場合を除く。）において、当該
活動中に生じた損害

　（見舞金の適用除外）
第４条　基金は、自動車等の運転者につき次に掲
げる事由がある場合には、前条の規定にかかわ
らず、見舞金を支給しない。
⑴　自動車等の運転者が、故意により自動車等
に損害を与えたこと

⑵　自動車等の運転者が、自動車等の運転によ
り人（自動車等の運転者及び同乗者を除く。）
を死傷させたこと

⑶　自動車等の運転者が、法令の規定による運
転の免許を受けないで（法令の規定により当
該免許の効力が停止されている場合を含む。）
自動車等を運転していたこと

⑷　自動車等の運転者が、麻薬、大麻、あへん、
覚醒剤又はシンナー等の影響により正常な運
転ができないおそれがある状態で自動車等を
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運転していたこと
⑸　自動車等の運転者が、法令に規定する酒気
帯び運転をしていたこと
⑹　前各号に掲げる事由のほか、自動車等の運
転者が、当該自動車等の損害に係る刑事事件
に関し公訴を提起されたこと（当該提起され
た公訴について、無罪の判決又は公訴棄却の
判決若しくは決定が確定した場合を除く。）

２　前項に規定する場合のほか、基金は、自動車
等に損害を受けた場所が、消防団等の活動に必
要な合理的な経路又は場所以外の場所である場
合には、前条の規定にかかわらず、見舞金を支
給しない。
　（見舞金の額）
第５条　見舞金の額は、自動車等を損害を受ける
直前の状態に復旧するために必要な次表に掲げ
る修理費の額（30,000円以上の額とし、損
害を受けた自動車等に替えて新たに自動車等を
購入する場合にあっては、これに必要な費用の
額と修理費の額とのいずれか少ない額とする。）
に応じて、同表に掲げる見舞金の額とする。

　（未支給の見舞金）
第６条　基金は、第３条の規定による見舞金を受
けることができる消防団員等が死亡した場合に

おいて、その死亡した者に支給すべき見舞金で
まだその者に支給しなかったもの（以下「未支
給の見舞金」という。）があるときは、その者
の配偶者（婚姻の届出をしていないが、消防団
員等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情
にあった者を含む。）、子、父母、孫、祖父母又
は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その
者と生計を同じくしていたものに、これを支給
する。

２　前項の規定により未支給の見舞金を受けるべ
き者の順位は、同項に規定する順序とし、父母
については、養父母を先にし、実父母を後にす
る。

３　未支給の見舞金を受けることができる同順位
者が二人以上あるときは、その全額をその一人
に支給することができるものとし、この場合に
おいて、その一人にした支給は全員に対してし
たものとみなす。

　（調査）
第７条　基金は、見舞金の支給の適正な実施を確
保するため必要があると認めるときは、自動車
等の損害の発生状況等を実地に調査することが
できるものとする。

　（申請手続）
第８条　第３条に規定する見舞金を受けようとす
る者又は第６条第１項に規定する未支給の見舞
金を受けようとする者は、様式第１号による消
防団員等に係る自動車等損害見舞金申請書を市
町村長又は水害予防組合管理者を経由して基金
理事長に提出するものとする。

　（支給の決定、通知及び保留）
第９条　基金理事長は、前条の申請書を受理した
ときは、すみやかに見舞金を支給するかどうか
決定し、申請者及び市町村長又は水害予防組合
管理者に対して様式第２号による消防団員等に
係る自動車等損害見舞金支給決定通知書を送付
するものとする。

２　基金理事長は、見舞金の申請があった場合に
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おいて、当該申請に係る自動車等の運転者が当
該自動車等の損害に係る刑事事件に関し公訴を
提起されるおそれがある場合には、当該運転者
について公訴を提起しない処分があるまで、見
舞金の支給の決定を保留することができるもの
とする。
　　附　則
　この規程は、平成１４年４月１日から施行する。
　この規程は、平成１５年４月１日から施行する。
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資料14　その他主要取扱通知の改正
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資料14　その他主要取扱通知の改正

　　１　「福祉事業等の取扱いについて」の改正一覧
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資料14　その他主要取扱通知の改正

2

２　「第三者から受けた損害賠償の額又は自動車損害賠償保障法の規定により受けた保険金若
しくは共済金若しくは損害賠償額との調整について」の改正一覧表
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資料15　条例（例）の改正

資料15　条例（例）の改正

１　公務災害補償に関する条例（例）（注）の制定 ・改正一覧表
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 （注）「条例（例）」は、平成13年１月５日以前は「条例準則」と称した。
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２　退職報償金に関する条例（例）（注）の制定・改正一覧表

（注）「条例（例）」は、平成13年１月５日以前は「条例準則」と称した。
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資料16　共済契約の状況

資料16　共済契約の状況

１　公務災害補償責任共済契約締結状況一覧表
 （平成28年３月31日現在）
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２　退職報償金支給責任共済契約締結状況一覧表
 （平成28年３月31日現在） 

資料16　共済契約の状況



1

資料17　掛金額の変遷

資料17　掛金額の変遷

１　公務災害補償に係る掛金額の変遷
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資料17　掛金額の変遷
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資料17　掛金額の変遷
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資料17　掛金額の変遷

 ２　退職報償金支給に係る掛金額の変遷
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資料18　最近10年間における資産の運用状況

 （単位：千円）
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 （単位：千円）
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資料18　最近10年間における資産の運用状況（続き）

 （単位：千円）
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資料19　消防施設整備資金年度別貸付額
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資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

1

資料20　災害補償経理年度別収支決算状況



資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

2



3

資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

3



資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

4



5

資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

5



資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

6



7

資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

7



資料20　災害補償経理年度別収支決算状況

8

〔備考〕① 　この表では、各欄ごと（項目別）に千円未満を四捨五入しているので、合計欄の数値に誤差があるものがある。
　　　 ② 　国庫補助金欄の（）書は、損害補償費に対する補助金で再掲である。
　　　 ③ 　その他福祉事業費欄は、定款第16条第6号の規定に基づく自治大臣の認可による事業で、昭和61年度から開始した「消

防団員公務災害防止対策推進事業（63年度までは消防団員健康管理事業）」及び昭和63年度から開始した「消防作業従
事者等の遺族補償年金等に係る市町村特別交付金支給事業」に係る支出額である。

　　　 ④ 　その他福祉事業費は、平成9年度～11年度までは、市町村特別交付金支給事業に係る支出額である。
　　　 ⑤ 　支払準備金は、平成9年度以降、「責任準備金」「変動調整準備金」として計上
　〔注〕① 　昭和47年度以降、前年度までの支払準備金の総額を収支計算書の収入に計上
　　　 ② 　昭和47年度から支払準備金を収入に計上することとなったことに対応して、翌年度に繰り越す支払準備金の総額
　　　 ③ 　を支出に計上。ただし、「次期繰越支払準備金」という独立の勘定科目としての計上は48年度からで、47年度は「損

害補償費」及び「福祉施設費」に含めて計上
　　　 ④ 　前年度積立金を取り崩し、支払準備金に繰り入れた額を計上
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資料21　支払年度別損害補償費・福祉事業費（旧福祉施設費）支払状況
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資料24　公務災害発生件数の推移
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　　　　　（昭和31年11月20日から平成28年３月31日までの支払に係る分） 
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資料25　公務災害補償の補償基礎額等の変遷

資料25　公務災害補償の補償基礎額等の変遷

１　消防団員及び水防団員に係る補償基礎額の変遷
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資料25　公務災害補償の補償基礎額等の変遷

２　 消防作業従事者・水防従事者・応急措置従事者・救急業務協力者に係る補償基礎額の変遷
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３　扶養加算額の変遷

資料25　公務災害補償の補償基礎額等の変遷
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　年度ごとに見た見舞金の支給状況は表のとおりである。なお、表中平成23年度、24年度の数字は、東
日本大震災に係るもの（別記）を除いた数字となっている。

（備考 ） 「平常時の活動」の損害は、公用車の不足等により、やむを得ず訓練時の資器材・人員搬送及び防
火広報等に自家用車を直接使用していた場合のものである。

　また、平成23年度、24年度における、東日本大震災に係る自動車等損害見舞金の件数、金額について
は下記のとおりである。

資料26　自動車等損害見舞金支給事業の推移

資料26　自動車等損害見舞金支給事業の推移
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資料27　市町村特別交付金の年度別推移

資料27　市町村特別交付金の年度別推移
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資料29　退職年度別退職報償金支払状況

資料29　退職年度別退職報償金支払状況（昭和39年度～平成27年度）
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資料29　退職年度別退職報償金支払状況
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資料30　階級別、勤務年数別退職報償金支払人数状況（直近10か年）

資料30　階級別、勤務年数別退職報償金支払人数状況（直近10か年）
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資料31　退職報償金支払額の法定額及び支払決定基準の変遷
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資料31　退職報償金支払額の法定額及び支払決定基準の変遷



資料32　退職報償金業務における赤字解消の経緯
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資料32　退職報償金業務における赤字解消の経緯



資料33　退職報償金システム改修の変遷
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資料33　退職報償金システム改修の変遷



資料33　退職報償金システム改修の変遷

2

図　請求から支払までの新旧対照フローチャート（平成12年度）
《変更前》 《変 更 後》

Ａ 手書処理 Ｂ 退職報償金

　業務システム

Ｃ Ｂを退職報償

　金請求システ

　ムへ変更

Ｄ 新たに退職

　報償金請求シ

　ステムを導入

Ｅ 手書処理

システムから出力されるフロッピー
ディスク・CD-ROM及び請求書

OCR用紙による請
求書・個人別調書

支払決定通知書・支払内訳書
支払決定通知書
支 払 内 訳 書

補償等組合

補　償　等　組　合

直接契約している市町村は直接送付

直接契約している市町村には直接送付

消防基金　退職報償金決定後

請求書・支払請求内訳書・個人別調書

支払決定通知書・支払請求内訳書

補償等組合

補　償　等　組　合

直接契約している市町村は直接送付

直接契約している市町村には直接送付

消防基金　退職報償金決定後
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資料35　公務災害防止研修事業実施団体一覧

資料35　公務災害防止研修事業実施団体一覧

消防団員健康管理等講習会の実施状況
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資料35　公務災害防止研修事業実施団体一覧

消防団員安全管理セミナーの実施状況
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資料35　公務災害防止研修事業実施団体一覧

Ｓ-ＫＹＴ研修の実施状況
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資料35　公務災害防止研修事業実施団体一覧

消防団員健康づくりセミナーの実施状況
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（注）コースの説明（平成26年度以降）：
　　Ａコース　生活習慣病の防止に係る座学講習
　　Ｂコース　健康・体力づくりのための運動実技の講義及び実技の指導
　　Ｃコース　Ａ及びＢの同日開催

資料35　公務災害防止研修事業実施団体一覧
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消防団員災害救援ストレス対策研修の実施状況

※団体名は実施当時のもの
※平成26年度に創設
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資料36　国庫補助金の推移
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●平成６年度

　退職報償金業務電算化システム開発研究会

 （敬称略）
　　座長　黒田　洋司　 （（財）消防科学総合セン

ター調査研究課研究員）
　　委員　浜津　良一　 （福島県郡山市消防防災

課消防主任）
　　　　　中村　和弘　 （埼玉県越谷市消防本部

総務課庶務係）
　　　　　鈴木　勇二　 （神奈川県相模原市消防

本部消防総務課企画係）
　　　　　伊部　直樹　 （新潟県柏崎地域広報事

務組合消防本部庶務課庶
務係）

　　　　　川端　　繁　 （福井県市町村消防団員
等公務災害補償等組合給
付課長）

　　　　　三村　孝弘　 （兵庫県加古川市消防本
部総務課消防団係長）

　　顧問　戸田　夏生　 （（財）地方自治情報セン
ター調査広報課長）

　　　　　
●平成７年度

　消防基金の民間法人化に関する研究会

 （敬称略）
　　会長　木下　英敏　 （住宅・都市整備公団東

京支社長〈元消防大学校
長〉）

　　委員　熊谷　道夫　 （（財）日本消防協会事務
局長）

　　　　　桑原　隆弘　（自治省消防庁消防課長）
　　　　　高島　　進　（全国市長会事務局次長）
　　　　　中瀬　優一　 （千葉県市町村総合事務

組合事務局長）
　　　　　山谷　成夫　（自治大学校部長教授）
　　　　　渡邊　　敬　（全国町村会次長）
　　　　　北神　　智　 （消防団員等公務災害補

償等共済基金事務局長）

●平成７年度

　消防団員の健康増進施策推進方策検討委員会

 （敬称略、五十音順）
　　委員長　河野　慶三（ 富士ゼロックス株式会

社健康推進センター産
業医　医学博士〈前産
業医科大学医学部助教
授・自治医科大学助教
授〉）

　　委　員　薄井　達雄（ 自治省消防庁消防課消
防団係長）

　　　　　　宇野　萬里（ 〈財〉労働衛生協会理
事企画部長）

　　　　　　海老原邦雄（ 東京消防庁消防団課訓
練係長）

　　　　　　澤田　勇夫（埼玉県川越市消防団長）
　　　　　　勝呂　誠治（ 千葉県船橋市消防局総

務係長）
　　　　　　中川　宗和（ 滋賀県湖南消防組合東

消防署庶務係長）
　　　　　　針山　　崇（ 〈財〉地方公務員安全

衛生推進協会企画課
長）

　　　　　　水野正次郎（ 〈財〉日本消防協会業
務部長）
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　　前委員　秋山　昭二（ 東京消防庁消防団課課
長補佐）

●平成９年度

　消防団員の公務災害防止等に関する調査研究委員会

 （敬称略、順不同）
　　 【消防団員の公務災害防止等に関する調査研
究委員会】

　　　委員長　上原　陽一　 （東京理科大学教授・
横浜国立大学名誉教
授）

　　　委　員　黒田　　勲　（早稲田大学教授）
　　　　　　　波多野義郎　（東京学芸大学教授）
　　　　　　　河野　慶三　 （富士ゼロックス株

式会社健康センター
産業医）

　　　　　　　山口　勝己　 （自治省消防庁消防
課長）

　　　　　　　菊地　昭一　（消防大学校副校長）
　　　　　　　今仲　康之　 （日本消防協会事務

局長）
　　　　　　　吉原　　浩　 （消防研究所第一研

究部施設安全研究室
長）

　　　　　　　後藤　勝弘　 （東京消防庁消防団
課長）

　　　　　　　高田　早苗　 （群馬県藤岡市消防
団長）

　　　　　　　金坂　光一　 （千葉県東金市消防
団長）

　　　　　　　石田　一美　 （京都市東山消防団
長）

　　　前委員　山崎　文徳　 （前消防大学校副校
長）

　　　　　　　吉澤　俊夫　 （前東京消防庁消防
団課長）

　　【公務災害部会】
　　部会長　黒田　　勲　（早稲田大学教授）
　　会　員　吉原　　浩　 （消防研究所第一研究

部施設安全研究室長）
　　　　　　高橋　則夫　 （自治省消防庁消防課

課長補佐）
　　　　　　竹内　吉平　（消防大学校講師）
　　　　　　海老原邦雄　 （東京消防庁消防団課

課長補佐）
　　　　　　堀越　輝雄　 （群馬県藤岡市総務部

市民安心課消防防災係
主事）

　　　　　　久保　　明　 （千葉県流山市消防本
部消防総務課管理係主
査）

　　　　　　工藤　博孝　 （名古屋市消防局消防
課消防団係長）

　　　　　　岩間　伸之　 （株式会社サーベイリ
サーチセンター常務取
締役）

　　【健康増進部会】
　　　部会長　波多野義郎　（東京学芸大学教授）
　　　会　員　菊地　昭一　（消防大学校副校長）
　　　　　　　堀井　　巌　 （自治省消防庁消防

課課長補佐）
　　　　　　　下畑　行盛　 （東京消防庁消防学

校校務課計画係教
官）

　　　　　　　飛田　和雄　 （千葉県東金市総務
課消防防災係消防主
任）

　　　　　　　野村　　弘　 （京都市消防局総務
部庶務課消防団係主
任）

　　　　　　　上森　　茂　 （広島県三原市消防
本部警防課課長補佐
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兼警防係長）
　　　　　　　戸松　哲男　 （日本健康運動指導

士会理事）
　　　前会員　山崎　文徳　 （前消防大学校副校

長）
　　　　　　　稲岡　伸哉　 （前自治省消防庁消

防課課長補佐）

●平成10年度

　 消防団員の安全教育と訓練のあり方等に関する調査研究委員会

 （敬称略、順不同）
　　委員長　黒田　　勲　 （日本ヒューマンファ

クター研究所代表取締
役、前早稲田大学教授）

　　委　員　竹内　吉平　（消防大学校講師）
　　　　　　高橋　則夫　 （消防庁消防課課長補

佐）
　　　　　　荒井　伸幸　（消防大学校教授）
　　　　　　加藤幸次郎　 （兵庫県消防学校主任

消防教育専門員）
　　　　　　水野正二郎　 （財団法人　日本消防

協会業務部長）
　　　　　　玉水　建一　 （中央労働災害防止協

会ゼロ災推進部推進室
長）

　　　　　　海老原邦雄　 （東京消防庁消防団課
課長補佐）

　　　　　　堀越　輝雄　 （群馬県藤岡市総務部
市民安心課消防防災係
主事）

　　　　　　中村照世志　 （神奈川県横須賀市消
防局総務課主査消防団
担当）

　　　　　　武藤　雅美　 （山梨県東山梨郡勝沼
町消防団分団長）

　　　　　　川口　慶治　 （静岡県熱海市消防団

分団長）
　　専門員　岩間　伸之　 （株式会社サーベイリ

サーチセンター常務取
締役）

　　　　　　木村　拓郎　 （株式会社　社会安全
研究所所長）

　　　　　　菅野　　隆　 （総合健康研究所代表、
健康運動指導士）

　　前委員　入江　正剛　（前消防大学校教授）

●平成11年度

　 消防団員の公務災害防止等に関する調査研究委員会

 （敬称略、五十音順）
　　委員長　黒田　　勲　 （日本ヒューマンファ

クター研究所代表取締
役、前早稲田大学教授）

　　委　員　海老原邦雄　 （東京消防庁消防団課
課長補佐）

　　　　　　木村　拓郎　 （株式会社　社会安全
研究所所長）

　　　　　　久保寺啓二　 （都道府県消防防災主
管課長会会長、神奈川
県防災局防災消防課
長）

　　　　　　栗川　　仁　 （栃木県黒磯市消防団
長）

　　　　　　黒田　靖郎　 （消防大学校教務部長
兼教授）

　　　　　　河野　慶三　 （富士ゼロックス株式
会社健康推進センター
産業医）

　　　　　　佐山　　勝　 （財団法人　日本消防
協会業務部長）

　　　　　　竹内　吉平　（消防大学校講師）
　　　　　　玉水　建一　 （中央労働災害防止協会

ゼロ災推進部推進室長）
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　　　　　　堀　　知章　 （全国消防長会警防委
員会副委員長、石川県
金沢市消防本部消防
長）

　　　　　　堀越　輝雄　 （群馬県藤岡市総務部
市民安心課消防防災係
主事）

●平成12年度

　 消防団員の公務災害情報と共有化のあり方等に関する調査研究委員会

 （敬称略、五十音順）
　　委員長　黒田　　勲　 （日本ヒューマンファ

クター研究所代表取締
役、前早稲田大学教授）

　　委　員　明吉　一幸　 （千葉県高圧ガス保安
協会専務理事）

　　　　　　岡安　利昌　 （埼玉県久喜地区消防
組合久喜消防団長）

　　　　　　木野内信雄　 （消防団員等公務災害
補償等共済基金企画課
長）

　　　　　　黒田　洋司　 （財団法人　消防科学
総合センター主任研究
員）

　　　　　　佐山　　勝　 （財団法人　日本消防
協会業務部長）

　　　　　　高野甲子雄　 （東京消防庁牛込消防
署警防課長）

　　　　　　竹内　吉平　（消防大学校講師）
　　　　　　畑山　紀郎　 （都道府県消防防災主

管課長会会長・神奈川
県防災消防課長）

　　　　　　山越　伸子　 （総務省消防庁消防課
課長補佐）

　　　　　　鎗田　　恒　 （千葉市消防局総務部
総務課消防団係長）

●平成13年度

　 消防団員の安全教育教材等の開発・普及に関する調査研究委員会

 （敬称略、五十音順）
　　委員長　石川　増弘　 （消防大学校教務部長

兼教授）
　　委　員　矢部　祐介　 （総務省消防庁消防課

消防団係長）
　　　　　　國友孝次郎　 （東京消防庁防災部消

防団課課長補佐）
　　　　　　古見　金弥　 （山梨県大月市消防本

部総務課長）
　　　　　　中西　伸夫　 （東京都八王子市消防

団第十分団分団長）
　　　　　　阿部　研二　 （中央労働災害防止協

会ゼロ災推進部業務課
長）

　　　　　　伊藤　明人　 （消防団員等公務災害
補償等共済基金企画課
長）

●平成14年度

　 S-KYT推進方策検討委員会

 （敬称略、順不同）
　　委員長　広瀬　経之　 （消防団員等公務災害

補償等共済基金常務理
事）

　　委　員　矢島　康夫　 （長野県上田市消防団
長）

　　　　　　國友孝次郎　 （東京消防庁防災部消
防団課課長補佐）

　　　　　　小野寺　勲　 （岩手県一関市総務部
消防防災課）

　　　　　　藤井　俊幸　 （名古屋市消防局消防
学校教育訓練係長）
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　　　　　　鈴木　　元　 （神奈川県小田原市消
防本部消防総務課課長
補佐）

　　　　　　中西　伸夫　 （東京都八王子市消防
団第十分団分団長）

　　　　　　滝沢　啓太　 （長野県上田市消防団
分団長）

　　　　　　間宮　直樹　 （中央労働災害防止協
会ゼロ災推進部業務課
長）

　　　　　　伊藤　幹夫　 （消防団員等公務災害
補償等共済基金企画課
長）

　　前委員　伊藤　明人　 （前消防団員等公務災
害補償等共済基金企画
課長）

●平成14年度

　 消防団員公務災害情報共有化検討委員会

 （敬称略、順不同）
　　委員長　広瀬　経之　 （消防団員等公務災害

補償等共済基金常務理
事）

　　委　員　矢島　康夫　 （長野県上田市消防団
長）

　　　　　　國友孝次郎　 （東京消防庁防災部消
防団課課長補佐）

　　　　　　吉野　　亨　 （東京都八王子市総務
部防災課主査）

　　　　　　伊藤　善紀　 （滋賀県大津市消防局
総務課主幹）

　　　　　　小島　晴夫　 （埼玉県さいたま市消
防本部査察指導課課長
補佐）

　　　　　　黒田　洋司　 （財団法人　消防科学
総合センター主任研究

員）
　　　　　　小田　淳一　 （株式会社　社会安全

研究所情報技術研究部
長）

　　　　　　伊藤　幹夫　 （消防団員等公務災害
補償等共済基金企画課
長）

　　前委員　伊藤　明人　 （前消防団員等公務災
害補償等共済基金企画
課長）

●平成15年度

　 S-KYT教材・指導員の検討委員会

 （敬称略、順不同）
　　委員長　伊藤　幹夫　 （消防団員等公務災害

補償等共済基金企画課
長）

　　委　員　大田　　修　 （東京消防庁防災部消
防団課課長補佐兼団務
係長）

　　　　　　大沼　隆久　 （川崎市消防局総務部
庶務課副主幹・消防団
係長）

　　　　　　藤井　俊幸　 （名古屋市消防局消防
学校教育訓練係長）

　　　　　　千葉　章一　 （気仙沼・本吉地域広
域行政事務組合消防本
部警防課長）

　　　　　　當間　信造　 （さいたま市消防団東
部分団分団長）

　　　　　　飯島　秀人　 （船橋市消防団本部員
分団長）
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●平成16・17年度

　 消防団員の個別健康指導体制の在り方に関する調査研究委員会

 （敬称略、順不同）
　　委員長　　　河野　慶三　 （富士ゼロックス

株式会社全社産業
医、医学博士）

　　委員長代理　牧野　清文　 （消防団員等公務
災害補償等共済基
金常務理事）

　　委　員　　　田辺　康彦　 （総務省消防庁国
民保護・防災部防
災課災害対策官）

　　　　　　　　植木　一之　 （財団法人　日本
消防協会業務部
長）

　　　　　　　　塚田　英夫　 （北海道恵庭市消
防本部総務課長）

　　　　　　　　渡邊　靖子　 （北海道恵庭市消
防団員、准看護師）

　　　　　　　　岩井　啓一　 （千葉県船橋市消
防局総務課主幹）

　　　　　　　　金子　澄子　 （千葉県船橋市総
務部職員課保健室
副主幹、保健師）

　　　　　　　　杉原　寛臣　 （島根県益田広域
消防本部総務課
長）

　　　　　　　　水津　智子　 （島根県益田市消
防団員、看護師、
救急救命士）

　　前委員　　　重徳　和彦　 （総務省消防庁消
防課課長補佐）

●平成18年度

　 消防団員の退職報償金業務に係る収支改善策に関する研究会

 （敬称略、五十音順）
　　座　長　　　坂野　恵三　 （消防団員等公務

災害補償等共済基
金事務局長）

　　委　員　　　安達　雅英 　 （総務省消防庁国
民保護・防災部防
災課災害対策官）

　　　　　　　　植木　一之 　 （財団法人日本消
防協会業務部長）

　　　　　　　　園田　健次 　 （全国市長会行政
部長）

　　　　　　　　平山　　優 　 （全国町村会行政
部長）

●平成20年度

　 S-KYT研修普及推進検討会

 （敬称略、順不同）
　　座　長　　　田中　　健　 （消防団員等公務

災害補償等共済基
金事務局長）

　　委　員　　　関根　　弘　 （S-KYT指 導 員
(東 京 消 防 庁
OB)）

　　　　　　　　多々羅光男　 （S-KYT指 導 員
(福 岡 市 消 防 局
OB)）

　　　　　　　　谷　　亜生　 （S-KYT指 導 員
(京 都 市 消 防 局
OB)）

　　　　　　　　井上　勝明　 （S-KYT指 導 員
(名古屋市消防局
OB)）
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　　　　　　　　山口　儀浩　 （仙台市消防局総
務部総務課消防団
係長）

　　　　　　　　斉藤　浩司　 （広島市消防局消
防団室主査）

　　前座長　　　坂野　恵三　 （消防団員等公務
災害補償等共済基
金事務局長）

●平成22年度

　 事故・ヒヤリハット事例集作成打合せ会

 （敬称略、五十音順）
　　消防基金S-KYT指導員
　　　　　　　　井上　勝明　 （名古屋市消防局

OB）
　　　　　　　　佐々木武夫　 （札幌市消防局

OB）
　　　　　　　　関根　　弘　 （東京消防庁OB）
　　　　　　　　千葉　俊也　 （仙台市消防局

OB）
　　　　　　　　野澤　　修　 （東京消防庁OB）
　　　　　　　　福井　啓剛　 （神戸市消防局

OB）
　　　　　　　　吉原　伸二　 （北九州市消防局

OB）
　　日本消防協会
　　　　　　　　富沢　広友　（業務部課長）
　　消防基金
　　　　　　　　内貴　　滋（常務理事）
　　　　　　　　吉﨑　賢介（事務局長）

●平成26年度

　 消防団員の健康・体力づくりの推進の検討研究会

 （敬称略、五十音順）
　　座　長　　　苅尾　七臣　 （自治医科大学循

環器内科学部門主
任教授、基金評議
員）

　　委　員　　　荒籾　忠志　 （NPO法 人 日 本
健康運動指導士会
専務理事）

　　　　　　　　菅野　　隆　 （株式会社健康創
研代表取締役、健
康運動指導士）

　　　　　　　　冨岡　　隆　 （日本消防協会福
祉部長）
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資料38　役員等人事異動状況

１　民間法人化（平成９年度）前の役員等の人事異動
（１）役員異動一覧表

①理事長

氏　名 所属等 在任期間

高 橋 雄 豺（学識経験者）読売新聞副社長 昭和31.11.20～昭和37.11.19
山 本 力 蔵（町村長代表）小見川町長（千葉）・全国町村会会長 　　37.11.20～　　38.10.31
河 津 寅 雄（町村長代表）小国町長（熊本）・全国町村会会長 　　38.11. 1～　　53.11. 1
平 山 博 三（市長代表）浜松市長・全国市長会会長 　　53.11. 1～　　54. 4.30
岡 崎 平 夫（市長代表）岡山市長　　　　〃 　　54. 6.22～　　58. 4.30
中 井 一 郎（市長代表）小田原市長　　　〃 　　58. 8.26～　　60. 2.17
中 村 時 雄（市長代表）松山市長　　　　〃 　　60. 6.27～平成 3. 5. 1
宇 野　　 勝（町村長代表）野州町長（滋賀）・全国町村会会長 平成 3. 6.27～　　 3. 8.20
筒 井 直 和（町村長代表）吾北村長（高知）・全国町村会会長 　　 3. 8.21～　　 7. 8.25
黒 澤 丈 夫（町村長代表）上野村長（群馬）・全国町村会会長 　　 7. 8.26～　（11. 7.30）

（　）内は民間法人化以後

②常務理事

氏　名 在任期間

武 末 辰 雄 昭和31.11.20～昭和43.11.19
金 堀 一 男 　　43.11.20～　　46. 8.31
糟 谷 等 蔵 　　46. 9. 1～　　49.11.19
大 島 義 暁 　　50. 1.16～　　54.12. 4
秋　山　陽一郎 　　54.12.16～　　55.11. 1
高 品 宏 作 　　55.11. 6～　　59. 6. 1
清 水　　 功 　　59. 6. 2～　　62. 1.15
山 本　　 武 　　62. 1.16～平成 2. 7.31
山 田 守 一 平成 2. 8. 1～　　 6. 3.31
横 田 英 司 　　 6. 4. 1～　（11. 9.27）

③理事
◆市長代表

氏　名 所属等 在任期間

原　口　忠次郎 神戸市・全国市長会会長 昭和31.11.20～昭和32.10. 1
高 田 富 与 札幌市　　　　〃 　　32.10. 1～　　34. 6. 3
金  刺  不二太郎 川崎市　　　　〃 　　34. 6. 3～　　36. 7.31
高 山 義 三 京都市　　　　〃 　　36. 8. 1～　　39. 8. 5
降 旗 徳 弥 松本市　　　　〃 　　39. 8. 6～　　44. 3. 9
金  刺  不二太郎 川崎市　　　　〃 　　45. 3.19～　　46.11.19
大 野 元 美 川口市 　　46.11.20～　　47. 4.25
渡　辺　浩太郎 新潟市 　　47. 9. 8～　　50. 4.30

〔 平 山 博 三 〕昭和50. 9. 1理事に就任―53 .11. 1から理事長～　　54. 4.30
〔 岡 崎 平 夫 〕　　54. 6.19理事に就任―54. 6.22から理事長～　　58. 4.30
〔 中 井 一 郎 〕　　58. 8.17理事に就任―58. 8.26から理事長～　　60. 2.17
〔 中 村 時 雄 〕　　60. 6.24理事に就任―60. 6.27から理事長～平成 3. 5. 1
石 井　　 亨 仙台市・全国市長会会長 平成 3. 8. 6～平成 5. 6.15
桑 原 敬 一 福岡市　　　　〃 　　 5. 6.15～　　 7. 7.10

増 山 道 保 宇都宮市・全国市長会会長 平成 7. 7.10～　（ 9. 6. 4）
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◆市議会議長代表

氏　名 所属等 在任期間

津 村 峯 男 横浜市・全国市議会議長会会長 昭和31.11.20～昭和39. 2.12

大 西 泰 助 名古屋市　　　　　〃 　　39. 2.12～　　39. 6.17

石 村 貞 雄 福岡市　　　　　　〃 　　39. 6.18～　　41. 6. 1

斎 藤 忠 男 札幌市　　　　　　〃 　　41. 6. 1～　　42. 7.17

小 串 靖 夫 横浜市　　　　　　〃 　　42. 7.17～　　44. 6. 5

藤 井 勝 雄 仙台市　　　　　　〃 　　44. 7. 1～　　46. 5.17

町　田　善太郎 横浜市　　　　　　〃 　　46. 8.19～　　48. 7. 1

松 宮 利 市 札幌市　　　　　　 　　48. 7. 1～　　50. 9. 1

松 本　　 一 岡山市　　　　　　 　　50. 9. 1～　　52. 6.29

町　野　五郎衛 千葉市・全国市議会議長会会長 　　52. 6.29～　　54. 5. 1

吉 田 浩 明 北九州市　　　　　〃 　　54. 7.23～　　56. 1.29

平 田　　 甚 新潟市　　　　　　〃 　　56. 2.23～　　56. 6. 8

門 田 武 雄 福山市　　　　　　〃 　　56. 6. 8～　　58. 7.30

松　村　千賀雄 横浜市　　　　　　〃 　　58. 7.30～　　60. 6.12

千 葉　　 正 盛岡市　　　　　　〃 　　60. 6.12～　　62. 5.25

吉 野 晃 司 札幌市　　　　　　〃 　　62. 7.15～平成元 . 6.19

山　崎　広太郎 福岡市　　　　　　〃 平成元 . 6.19～　　 3. 7.17

鈴 木 正 之 横浜市　　　　　　〃 　　 3. 7.19～　　 5. 5.28

見 延 順 章 札幌市　　　　　　〃 　　 5. 5.28～　　 7. 3.31

嶋 村 勝 夫 横浜市　　　　　　〃 　　 7. 8.25～　　 9. 3.31

◆町村長代表

氏　名 所属等 在任期間

朝 桐 猪 平 勝浦町（徳島）・全国町村会会長 昭和31.11.20～昭和32.10. 1

〔 山 本 力 蔵 〕昭和32.10. 1理事に就任―37.11.20から理事長～38.10.31

〔 河 津 寅 雄 〕　　38.11. 1理事・理事長に就任～53.11. 1

置 本 庄 司 三宅町（奈良）全国町村会副会長 　　53.11. 1～　　54. 9.11

三 島 淳 男 賀茂町（岡山）　　　　〃 　　54. 9.11～　　56. 8.21

塩 谷 辰 巳 海山町（三重）　　　　〃 　　56. 8.21～　　58. 8.17

工　藤　清一郎 雄和町（秋田）　　　　〃 　　58. 8.17～　　60. 8.30

浜 口 光 輝 浦河町（北海道）　　　〃 　　60. 8.30～　　62. 8.28

〔 宇 野　　 勝 〕62. 8.29理事に就任―平成 3. 6.27から理事長～ 3. 8.20

〔 筒 井 直 和 〕平成 3. 8.20理事に就任― 3. 8.21から理事長～ 7. 8.25

〔 黒 澤 丈 夫 〕　　 7. 8.25理事に就任― 7. 8.26から理事長（11. 7.30）
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◆町議会議長代表

氏　名 所属等 在任期間

高 野 季 信 垂水町（鹿児島）・全国町村議会議長会会長 昭和31.11.20～昭和32.10. 1

橋 本 彦 次 四条畷町（大阪）　　　　　　　〃 　　32.10. 1～　　34. 2.10

柳　原　金五郎 西中島町（愛媛）　　　　　　　〃 　　34. 2.10～　　34. 9. 8

宮 下 正 雄 門前町（石川）　　　　　　　　〃 　　34. 9. 8～　　36. 8.31

中　本　仙太郎 向島町（広島）　　　　　　　　〃 　　36. 9. 1～　　38. 9. 4

桑　原　権之助 上石津村（岐阜）　　　　　　　〃 　　38. 9.19～　　40.11.19

田 中 好 三 綾瀬町（神奈川）・全国町村議会議長会副会長 　　40.11.20～　　42. 4.20

遊 佐　　 清 鳴子町（宮城）　　　 　　　　　〃 　　42. 8.20～　　44.10.20

大 西 梅 吉 川内町（愛媛）　　　 　　　　　〃 　　44.10.21～　　46. 9.14

関 川　　 功 牛津町（佐賀）　　　 　　　　　〃 　　46. 9.14～　　48. 7.26

渡 辺 一 衛 一色町（愛知）　　　 　　　　　〃 　　48. 7.26～　　50. 9.22

菅 井 秀 夫 迫町（宮城）　　　　 　　　　　〃 　　50. 9.22～　　51. 3.31

但 野 芳 美 富岡町（福島）　　　 　　　　　〃 　　51. 7. 5～　　52. 9. 6

山 口 次 雄 石井町（徳島）　　　 　　　　　〃 　　52. 9. 6～　　53. 8.12

真 鍋 典 一 高瀬町（香川）　　　 　　　　　〃 　　53. 8.12～　　54. 4.10

池 田　　 勉 阿山町（三重）　　　 　　　　　〃 　　54. 8.14～　　56. 8.21

小 池 喜 六 世羅町（広島）　　　 　　　　　〃 　　56. 8.21～　　58. 8.17

田 中 博 人 河内村（石川）　　　 　　　　　〃 　　58. 8.17～　　59. 4.19

小 池 定 雄 高遠町（長野）　　　 　　　　　〃 　　59. 6.16～　　60. 8.30

村　松　庫一郎 金谷町（静岡）　　　 　　　　　〃 　　60. 8.30～　　60.11.15

林　　 寅 雄 渥美町（愛知）　　　 　　　　　〃 　　61. 1.17～　　62. 4.21

吉 森 一 彦 浜玉町（佐賀）　　　 　　　　　〃 　　62. 8.29～平成元 . 4.30

横 田 和 雄 石鳥谷町（岩手）　　 　　　　　〃 平成元 . 5.19～　　 2. 1.25

嶋 谷　　 茂 岩滝町（京都）　　　 　　　　　〃 　　 2. 1.25～　　 2.11.19

杉 田 彌 平 江南町（埼玉）　　　 　　　　　〃 　　 2.11.20～　　 3. 3.15

東　　 保 孝 大淀町（奈良）　　　 　　　　　〃 　　 3. 3.15～　　 3. 8.20

屋 宜 由 章 大里村（沖縄）　　　 　　　　　〃 　　 3. 8.20～　　 4. 7.29

川 端 一 義 大畑町（青森）　　　 　　　　　〃 　　 4. 7.29～　　 5. 9.27

梅 崎　　 進 川内町（愛媛）　　　 　　　　　〃 　　 5. 9.27～　　 7. 8.25

早 坂　　 清 大石田町（山形）　　 　　　　　〃 　　 7. 8.25～　　 9. 3.31

◆消防団員代表

氏　名 所属等 在任期間

森 本 芳 一 東京板橋消防団団長・日本消防協会副会長 昭和31.11.20～昭和37.11.19

中 沢　　 茂 東京向島消防団団長　　　　　〃　　・都議会議員 　　38. 2.21～　　46.11.19

宮 沢 道 夫 東京本田消防団団長　　　　　〃　　・都消防協会会長 　　46.11.20～　　55.11.19
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氏　名 所属等 在任期間

徳 田 正 明 日本消防協会常務理事（平成 7. 8. 2より同協会会長） 　　55.11.20～平成 8. 3.11

井　下　登喜男 日本消防協会理事長 平成 8. 3.11～ 　（12. 4.24）

◆水害予防組合管理者

氏　名 所属等 在任期間

中 井 光 次 淀川左岸・右岸・大和川右岸水防事務組合管理者・大阪市長 昭和33. 2.12～昭和38. 3.25

中 馬　　 馨 　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　38. 6.22～　　46.11. 8

大 島　　 靖 　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　47. 2.25～　　62.12.18

西 尾 正 也 　　　　　　　　　　　　　　　〃 　　63. 1.25～平成 8. 1.31

◆学識経験者

氏　名 所属等 在任期間

〔 高 橋 雄 豺 〕昭和31.11.20理事・理事長に就任～37.11.19

今 吉 敏 雄 全国町村会事務局長 昭和31.11.20～昭和36.10.16

安　井　誠一郎 東京都知事 　　31.11.20～　　37. 1.19

大 野 連 治 全国市長会事務局長 　　31.11.20～　　37. 2.24

斎 藤 時 郎 日本消防協会事務局長 　　31.11.20～　　37.11.19

大 野 伴 睦 日本消防協会会長 　　31.11.20～　　39. 5.29

杉 山 俊 郎 全国町村会事務局長 　　36.10.16～　　40.11.19

越　村　安太郎 全国市長会事務局長 　　37. 2.24～　　37. 9.18

今 吉 敏 雄 地方財政審議会委員 　　37. 3. 1～　　43.11.19

後 藤　　 博 全国市長会事務局長 　　37. 9.18～　　50.10.15

大 村 襄 治 元自治省財政局長 　　38.10.15～　　43.11.19

江 藤 彦 武 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　38.11.15～　　40.11.19

青 木　　 正 日本消防協会会長 　　40. 3.23～　　41. 4.12

山 田 義 郎 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　40.11.20～　　43.11.19

佐 藤 朝 生 全国町村会事務総長 　　40.11.20～　　53.12. 8

川　島　正次郎 日本消防協会会長 　　42. 6.20～　　45.11. 9

大 川 鶴 二 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　43.11.20～　　49. 9.13

本 庄 幸 人 元徳島県総務部長 　　43.11.20～　　58.11.19

川 本 末 治 元衆議院議員 　　44. 2.25～　　46.11.19

佐久間　　　彊 千葉経済学園理事長 　　46.11.20～　　58.11.19

小 林　　 謙 元富山県副知事 　　47. 6.16～　　58. 9.30

山 崎 達 三 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　49. 9.13～　　50. 6.30

村 山 茂 直 　　　〃 　　50. 6.30～　　52. 9. 6

山 野 幸 吉 全国市長会事務総長 　　50.11.10～　　57. 9.29

味 岡 健 二 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　52. 9. 6～　　55. 8.22
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氏　名 所属等 在任期間

山 本 　 弘 全国町村会事務総長 　　53.12. 8～　　56. 2. 5

曽 根 晃 平 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　55. 8.22～　　57. 9.14

皆 川 迪 夫 全国町村会事務総長 　　56. 2. 5～　　61.10.28

花 塚 辰 夫 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　57. 9.14～　　60. 8.30

亀 谷 禮 次 全国市長会事務総長 　　57. 9.29～平成元 . 2. 1

三　上　顕一郎 前北海道副知事 　　58.10. 1～昭和63. 7.31

松 島 五 郎 地方財政審議会委員 　　58.12. 9～平成 6.12. 8

中 條 永 吉 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　60. 8.30～　　 2. 7.18

塩 田　　 章 全国町村会事務総長 　　61.10.28～　　 3.12.26

川 合　　 武 元衆議院議員 　　63. 8. 1～　　元. 6.15

小 林 悦 夫 全国市長会事務総長 平成元 . 2. 1～　　 8.10.29

大 村 襄 治 元衆議院議員 　　 2. 8. 3～　　 9. 3.31

原 島 榮 一 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　 2. 9.12～　　 5. 7.26

木 村　　 仁 全国町村会事務総長 　　 3.12.26～　　 6. 9.22

小 山　　 貞 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　 5. 9.27～　　 7. 6.13

浅　野　大三郎 全国町村会事務総長 　　 6. 9.22～　　 8. 9.18

福 島　　 深 全国危険物安全協会理事長 　　 6.12. 9～　　 9. 3.31

小　宮　多喜次 全国消防長会会長（東京消防庁総監） 　　 7. 6.13～　（ 9. 7.15)

磯 村 隆 文 淀川左岸･右岸･大和川右岸水防事務組合管理者・大阪市長 　　 8. 1.31～　（16. 2.18）

渡 辺　　 明 全国町村会事務総長 　　 8. 9.18～　（14. 2.28）

秋 本 敏 文 全国市長会事務総長 　　 8.10.29～　　 9. 3.31
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④監事
◆学識経験者（常勤監事）

氏　名 在任期間

新 井 茂 司 昭和39. 4. 1～昭和40. 9.30
矢 島 安 雄 　　40.12.16～　　43.11.19
山 田 義 郎 　　43.11.20～　　44. 6.30
吉 瀬　　 宏 　　44. 7.18～　　50.12.31
松 本　　 亨 　　51. 1.15～　　54. 3.31
野 本 松 彦 　　54. 4.16～　　58. 4.15
福 島 栄 造 　　58. 5. 1～　　60. 4.15
吉 田 和 雄 　　60. 4.16～　　61.12.24
前 田 正 恒 　　62. 3.10～　　63. 4.15
本木下　展　廣 　　63. 4.16～平成 2. 4.15
山 田 守 一 平成 2. 4.16～　　 2. 7.31
尾　形　未知夫 　　 2. 8. 1～　　 8. 6.30
五十川　統　通 　　 8. 8. 1～　（12. 3.31）

◆市長代表（非常勤監事）

氏　名 所属等 在任期間

堀 越 節 義 太田市 昭和31.11.20～昭和32. 9.14

中 島 舜 司 立川市 　　32.11. 9～　　34. 6. 3

佐　藤　和三郎 宇都宮市 　　34. 6. 3～　　42. 4.29

嶋 田　　 隆 銚子市 　　42. 6.20～　　53. 8.19

石 川 信 義 二本松市 　　53. 9.20～　　59.12.10

山 本 芳 雄 豊川市 　　60. 1. 8～　　63. 1.25

和 合 正 治 松本市 　　63. 1.25～平成 4. 3.27

石　川　錬治郎 秋田市 平成 4. 3.27～　　 8.11.19

浅 野　　 勇 岐阜市 　　 8.11.20～　　 9. 3.31

◆町村長代表（非常勤監事）

氏　名 所属等 在任期間

水　嶋　計次郎 美作町（岡山） 昭和31.11.20～昭和33. 9.30

柿 原 種 雄 高田村（福岡） 　　33. 9.30～　　36. 8.31

小 畑 豊 馬 大正町（高知） 　　36. 9. 1～　　38.10.31

市 川 清 矩 河北町（山形）・全国町村会副会長 　　38.11. 1～　　40.11.19

町 田 守 正 土佐山田町（高知）　　〃 　　40.11.20～　　41. 9.12

鎌 田　　 調 白鳥町（香川）　　　　〃 　　42. 3. 1～　　43.11.19

荒　木　伊三二 御津町（岡山）　　　　　 　　43.11.20～　　44. 9.17

徳 元 四 郎 藍住町（徳島）　　　　　 　　44. 9.18～　　46.11.19

宮 野 嘉 吉 由仁町（北海道）　　　　　 　　46.11.20～　　48.10.12

岡 村 雅 夫 芸西村（高知） 　　48.10.12～　　51. 4.20

柴 田 達 雄 伯太町（島根） 　　51. 4.20～　　52.11.19

岡 村 雅 夫 芸西村（高知）・全国町村会副会長 　　52.11.20～　　54. 9.11

芳 賀 敏 夫 和寒町（北海道）　　　〃 　　54. 9.11～　　56. 8.21

藤 本　　 巧 糸田町（福岡）　　　　〃 　　56. 8.21～　　58. 8.17
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氏　名 所属等 在任期間

内 藤 信 明 半田町（徳島）　　　　　〃 　　58. 8.17～　　59.10. 9

筒 井 直 和 吾北村（高知）　　　　　〃 　　59.10. 9～　　60. 8.30

宇 野　　 勝 野州町（滋賀）　　　　　〃 　　60. 8.30～　　62. 8.28

岡　　 忠 雄 福栄村（山口）　　　　　〃 　　62. 8.29～平成元 . 9.11

伊 藤　　 馨 多度町（三重）　　　　　〃 平成元 . 9.11～　　 3. 9.27

石 古　　 勲 社町（兵庫）　　　　　　〃 　　 3. 9.27～　　 5. 9.27

伊　藤　孝二郎 黒川村（新潟）　　　　　〃 　　 5. 9.27～　　 7.10. 3

横 山 万 蔵 西川町（山形）　　　　　〃 　　 7.10. 3～　　 8.10.17

平 野　　 博 柴田町（宮城）　　　　　〃 　　 8.10.17～　　 9. 3.31

◆消防団員代表（非常勤監事）

氏　名 所属等 在任期間

田 中　　 宗 久留米市消防団団長 昭和31.11.20～昭和31.12.24

大　淵　源一郎 宇都宮市消防団団長・日本消防協会理事 　　32. 1.23～　　40.10.15

幡　谷　仙三郎 茨城・小川町消防団団長　　　　〃 　　40.10.15～　　52.11.19

小 林 勘 市 埼玉・妻沼町消防団団長　　　　〃 　　52.11.20～　　61. 6. 9

藤 倉 正 巳 岩手県消防協会会長　　   　　　〃 　　61. 6. 9～平成元. 5.19

花 村 樹 昌 福岡県消防協会会長　　　　　　〃 平成元 . 5.19～　　 3. 6.25

長 野 敏 三 神奈川県消防協会会長・　　　　〃　副会長 　　 3. 6.25～　　 9. 3.31
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（２）審査委員異動一覧表

氏　名 所属等
委解嘱年月日

備　考
委　嘱 解　嘱

鈴　木　千代吉 厚生省保険局医療課技官 昭和33. 4. 1 昭和35. 7.18

松 本 隆 夫 　　　　　〃 　　35.12.23 　　38.11.18

岩 城 栄 一 　　　　　〃 　　38.11.18 　　42. 3. 1 解嘱は大臣承認年月日

村 浦 公 二 　　　　　〃 　　42. 3.20 　　43. 3. 解嘱は本人届出年月

亀 山 八 郎 　　　　　〃 　　43. 9. 1 　　50. 8. 7 解嘱は本人届出年月日

古 市 圭 治 　　　　　〃 　　50. 9.10 　　51. 4. 5 　　　　　　〃

大　森　文太郎 　　　　　〃　　　課長補佐 　　51. 6.16 　　52. 6.21 　　　　　　〃

高 橋　　 透 　　　　　〃 　　54. 8.21 　　56. 1.26 　　　　　　〃

小 野 昭 雄 　　　　　〃 　　56. 5. 6 　　58. 8.15 　　　　　　〃

今 田 寛 睦 　　　　　〃 　　58.10. 8 　　61. 7. 4 　　　　　　〃

外 口　　 崇 　　　　　〃 　　61. 9. 1 　　62. 5. 1 　　　　　　〃

谷 口　　 隆 　　　　　〃 　　62. 6.18 　　63. 8.31 　　　　　　〃

越　村　安太郎 全国市長会調査部長 昭和33. 4. 1 昭和37. 2.24

舟 戸　　 実 　　　　〃　　総務部長 　　39. 9. 2 　　46. 4.16

牧 園　　 満 　　　　〃　　 　　46. 4.27 　　48. 8.31 解嘱は本人届出年月日

山 内 謙 三 　　　　〃　　 　　48.10. 3 　　52. 3.31 　　　　　　〃

高 安 明 彦 　　　　〃　　 　　52. 5.19 　　56. 9. 1 　　　　　　〃

杉 山 俊 郎 全国町村会事務局次長 昭和33. 4. 1 昭和36.11.24

早 田 利 夫 　　　　　〃 　　36.11.24 　　49. 2. 5 解嘱は本人届出年月日

小 川 真 三 　　　　　〃 　　49. 3.23 　　52.11. 1 　　　　　　〃

木　村　英太郎 　　　　　〃 　　54. 8.21 　　57. 3.25 　　　　　　〃

田 中 啓 治 日本消防協会経理部長 昭和33. 4. 1 昭和38.11.18

上 川　　 澄 　　　　〃　　　 事務局長 　　38.11.18 　　53. 6.30 解嘱は本人届出年月日

徳 田 正 明 　　　　〃　　　 常務理事 　　54. 8.21 　　57. 3.25 　　　　　　〃

遠 藤 文 夫 札幌学院大学大学院教授 昭和57. 4. 1 平成11. 3.31 解嘱は任期満了年月日

小 山 善 之 国立病院医療センター名誉院長 昭和57. 4. 1 平成11. 3.31 解嘱は任期満了年月日

近　藤　駿四郎 東京労災病院名誉院長 昭和57. 4. 1 昭和62. 8.13 解嘱は死亡年月日

志 賀　　 巌 　　　　　〃　　　副院長 　　62.12. 3 平成 7. 1.22 　　　　　　〃

宮 原　　 透 　　　　　〃　　　医師 平成 7. 4.1

今 井 好 昭 日本労働協会理事 平成元 . 3.15 平成 5. 6.30 解嘱は本人届出年月日

大 月 和 彦（社）全国求人情報協会常務理事 平成 5. 8.12 平成17. 3.31 解嘱は任期満了年月日

早 川 忠 孝 弁護士 昭和57. 4. 1 平成 8. 1.12 解嘱は本人届出年月日
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２　民間法人化（平成9年度）以後の役員等の人事異動
（１）役員異動一覧表
①理事長

氏　名 所属等 在任期間

黒 澤 丈 夫 群馬県上野村長・全国町村会会長 （平成 7. 8.26）～平成11. 7.30

山 本 文 男 福岡県添田町長・全国町村会会長 平成11. 9.24～　平成22. 5.20

藤　原　忠　彦 長野県川上村長　　　　〃 　　22. 5.21～　現在

（　）内は民間法人化以前。以下同じ

②常務理事

氏　名 在任期間

横 田 英 司（平成 6. 4. 1）～平成11. 9.27

川 崎 正 信  平成12. 2. 1～　　　13. 8.14

広 瀬 経 之  　　13. 8.15～　　　15. 9.30

牧 野 清 文  　　15.10. 1～　　　18. 5.28

斎 藤 誠 治  　　18. 7. 1～　　　20. 3.31

内　貴　　　滋  　　20. 4. 1～　　　23. 3.31

吉　﨑　賢　介  　　23. 4. 1～　　　25. 3.31

丹　下　甲　一  　　25. 4. 2～　　　27. 4. 6

有　岡　　　宏  　　27. 4.17～　　　現在

③理事

氏名 所属等 在任期間

増　山　道　保 栃木県宇都宮市長・全国市長会会長 （平成 7. 7.10）～平成 9. 6. 4

栗　原　　　勝 静岡県浜松市長　　　　〃  平成 9. 6.20～　　11. 6.24

岩　﨑　泰　也 大分県津久見市・全国市長会副会長  　　11. 7.29～　　12.11.19

阪　奥　　　明 奈良県大和郡山市長　　〃  　　12.11.20～　　13. 8.14

西　尾　迢　富 鳥取県鳥取市長　　　　〃  　　13. 8.15～　　14. 4.14

有　賀　　　正 長野県松本市長　　　　〃  　　14. 6.21～　　15. 8.12

小　川　竹　二 新潟県豊栄市長　　　　〃  　　15. 8.13～　　16.11.19

谷　藤　裕　明 岩手県盛岡市長　　　　〃  　　16.11.20～　　20.11.19

髙　谷　茂　男 岡山県岡山市長　　　　〃  　　20.11.20～　　22.11.19

宮　島　雅　展 山梨県甲府市長　　　　〃  　　22.11.20～　　24.11.19

鈴　木　　　尚 静岡県富士市長　　　　〃  　　24.11.20～　　26. 1.18

古　川　雅　典 岐阜県多治見市長　　　〃  　　26. 3.31～　　現在

渡　辺　　　明 全国町村会事務総長 （平成 8. 9.18）～　　14. 2.28

谷　合　靖　夫 　　　〃  平成14. 4.16～　　18.11.19

青　木　國太郎 東京都日の出町長・全国町村会副会長  　　18.11.20～　　19.10.19

寺　島　光一郎 北海道乙部町長　　　　〃  　　19.12. 3～　　21.10.25
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氏名 所属等 在任期間

古　木　哲　夫 山口県和気町長　　　　〃  　　21.10.26～　　　23.10. 7

石　　　　　 操 鳥取県日吉津村長　　　〃  　　23.11.16～　　　25. 8.20

谷　口　友　見 三重県大紀町長　　　　〃  　　25.10.18～　　　現在

井　下　登喜男 財団法人日本消防協会理事長 （平成 8. 3.11）～平成12. 4.24

杉　原　正　純 　　　〃  平成12. 6. 1～　　　16. 2.18

秋　本　敏　文 公益財団法人日本消防協会会長  　　16. 2.19～　　　現在

小　宮　多喜次 全国消防長会会長・東京消防庁消防総監 （平成 7. 6.13）～平成 9. 7.15

大　井　久　幸 　　　〃  　　 9. 9.10～　　　11. 6.24

池　田　春　雄 　　　〃  　　11. 7.29～　　　13. 8.14

杉　村　哲　也 　　　〃  　　13. 8.15～　　　15. 5.31

白　谷　祐　二 　　　〃  　　15. 7.18～　　　17. 7.28

関　口　和　重 　　　〃  　　17. 9.26～　　　19. 6. 5

小　林　輝　幸 　　　〃  　　19. 7.24～　　　21.10.25

新　井　雄　治 　　　〃  　　21.10.26～　　　23. 7.15

北　村　吉　男 　　　〃  　　23. 8.26～　　　25. 8.27

大　江　秀　敏 　　　〃  　　25.10.18～　　　27. 7.14

高　橋　　　淳 　　　〃  　　27. 9.29～　　　現在

磯　村　隆　文 大阪市長・淀川左岸水防事務組合管理者・淀川右
岸水防事務組合管理者・大和川右岸水防事務組合
管理者

（平成 8. 1.31）～平成16. 2.18

關　　　淳　一 　　　〃 平成16. 2.19～　　　19.12.18

平　松　邦　夫 　　　〃 　　20. 3.11～　　　23.12.18

河　野　慶　三 産業医（河野慶三産業医事務所） 　　24. 1.25～　　　現在

④監事

氏　名 在任期間

五十川　統　通（平成 8. 8. 1）～平成12. 3.31

花 見 　 忱 平成12. 4. 1～　　　16. 6.19

笹 岡 俊 夫 　 　16. 6.20～　　　20. 3.31

清　矢　　　守 　 　20. 4. 1 ～　　　22. 4.15

依　田　　　茂 　 　22. 4.16 ～　　　26. 4.15

下　瀬　　　謙 　 　26. 4.16 ～　　　現在

（２）評議員異動一覧表

氏　名 所属等 在任期間

浅　 野　 　 　勇 岐阜県岐阜市長・全国市長会副会長 平成 9. 4. 1～平成14. 2.15

菅　原　功　一 北海道旭川市長　　　　〃 　　14. 4.15～　　18.11.16

柏　木　征　夫 和歌山県御坊市長　　　〃 　　18.12.14～　　21. 3.31

山　岸　正　裕 福井県勝山市長　　　　〃 　　21. 4. 1～　　23. 3.31

南　　　 佳　 策 奈良県天理市長・全国市長会評議員 　　23. 4. 1～　　25. 3.31

清　水　庄　平 東京都立川市長　　　　〃 　　25. 4. 1～　　現在

秋　本　敏　文 全国市長会事務総長 平成 9. 4. 1～平成14. 2.15
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氏　名 所属等 在任期間

鈴　木　正　明 　　　〃 　　14. 4.15～　　19. 8.30

芳　山　達　郎 　　　〃 　　19. 8.31～　　25. 3.31

荒　木　慶　司 　　　〃 　　25. 4. 1～　　現在

嶋　村　勝　夫 神奈川県横浜市議会議長・全国市議会議長会会長 平成 9. 4. 1～平成 9. 5.28

藤　川　智　美 岩手県盛岡市議会議長　　　〃 　　 9. 6.19～　　11. 6.23

二之湯　　　智 京都府京都市議会議長　　　〃 　　11. 7.29～　　13. 5.22

小　泉　昭　男 神奈川県川崎市議会議長　　〃 　　13. 6. 4～　　15. 7.31

片　 山　 　 　尹 福岡県北九州市議会議長　　〃 　　15. 8. 1～　　17. 3.31

垣　下　文　正 岡山県岡山市議会議長・全国市議会議長会会長代行 　　17. 4. 1～　　17. 5.24

国　 松　 　 　誠 神奈川県藤沢市議会議長・全国市議会議長会会長 　　17. 6. 6～　　19. 3.31

嶋　津　隆　之 北海道根室市議会議長・全国市議会議長会会長代行 　　19. 4. 1～　　19. 8.30

藤　田　博　之 広島県広島市議会議長・全国市議会議長会会長 　　19. 8.31～　　21. 6.30

五　本　幸　正 富山県富山市議会議長　　　〃 　　21. 7. 1～　　23. 7.15

関　 谷　 　 　博 山口県下関市議会議長　　　〃 　　23. 8.18～　　25. 8.29

佐　藤　祐　文 神奈川県横浜市議会議長　　〃 　　25. 8.30～　　27. 8. 5

岡　下　勝　彦 香川県高松市議会議長　　　〃 　　27. 8.24～　　現在

平　 野　 　 　博 宮城県柴田町長・全国町村会副会長 平成 9. 4. 1～平成11. 7.30

西　田　耕　豊 石川県川北町長　　　〃 　　11. 9.24～　　13. 8.14

藤　本　道　生 岡山県和気町長　　　〃 　　13. 9.26～　　14. 7.31

児　玉　更太郎 広島県高宮町長　　　〃 　　14. 9.25～　　15.10.20

野　中　一二三 京都府園部町長　　　〃 　　15.10.21～　　17. 9.27

青　木　國太郎 東京都日の出町長　　〃 　　17.12. 5～　　18.11.19

山　中　昭　栄 全国町村会事務総長 　　18.12.12～　　25. 8.29

石　田　直　裕 　　　〃 　　25. 8.30～　　現在

早　 坂　 　 　清 山形県大石田町議会議長・全国町村議会議長会副
会長

平成 9. 4. 1～平成 9. 7.22

佐　 藤　 　 　豊 群馬県下仁田町議会議長　　〃 　　 9. 8.13～　　11. 7.27

吉　岡　林三郎 佐賀県江北町議会議長　　　〃 　　11. 9.24～　　13. 8.14

植　 野　 　 　稔 富山県大沢野町議会議長　　〃 　　13. 9.26～　　14. 7.23

山　田　寅　幸 群馬県草津町議会議長　　　〃 　　14. 9.25～　　15.10.20

遠　藤　和　壽 山形県小国町議会議長　　　〃 　　15.10.21～　　17. 8. 4

青　野　信　男 静岡県函南町議会議長　　　〃 　　17. 9.14～　　18. 7.27

押　 川　 　 　勝 宮崎県綾町議会議長　　　　〃 　　18. 7.28～　　19. 8.30

高　橋　満　男 新潟県津南町議会議長　　　〃 　　19. 8.31～　　19.12.13

小　 川　 　 　勇 千葉県印旛村議会議長　　　〃 　　20. 2.21～　　21.10.25

池　田　仁　士 岡山県新庄村議会議長　　　〃 　　21.10.26～　　23. 4.29

松　本　宗　弘 奈良県田原本町議会議長　　〃 　　23. 8.18～　　25. 3.31

中　川　仁　志 岐阜県大野町議会議長　　　〃 　　25. 8.30～　　26. 5. 8

杣　谷　和　穐 青森県外ヶ浜町議会議長　　〃 　　26. 9.17～　　27. 5.18

小　貫　和　通 茨城県茨城町議会議長　　　〃 　　27. 8.24～　　27.12.21

松　尾　純　久 熊本県玉東町議会議長　　　〃 　　28. 1.14～　　現在
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氏　名 所属等 在任期間

長　野　敏　三 神奈川県横浜市戸塚消防団長・財団法人神奈川県
消防協会会長

平成 9. 4. 1～平成11. 3.31

竹　下　孝　雄 東京都豊島消防団長・社団法人東京都消防協会会長 　　11. 4. 1～　　16. 4.28

石　田　詔　夫 東京都渋谷消防団長　　　　〃 　　16. 8.13～　　26. 4.30

沖　 山　 　 　仁 東京都向島消防団長・一般社団法人東京都消防協
会会長

　　26. 6.25～　　現在

上　原　陽　一 横浜国立大学名誉教授・横浜安全工学研究所代表 平成 9. 4. 1～平成19. 3.31

亀　井　浅　道 横浜国立大学教授 　　19. 4. 1～　　25. 3.31

苅　尾　七　臣 自治医科大学主任教授 　　25. 4. 1～　　現在

河　野　慶　三 富士ゼロックス株式会社全社産業医 平成 9. 4. 1～平成24. 1. 4

田　辺　信　宏 静岡県静岡市水防団長・静岡市長 　　24. 2. 8～　　現在

福　 島　 　 　深 財団法人全国危険物安全協会理事長 平成 9. 4. 1～平成11. 3.31

山　越　芳　男 　　　〃 　　11. 4. 1～　　19. 3.31

成　瀬　宣　孝 一般財団法人自治研修協会理事長 　　19. 4. 1～　　27. 3.31

髙　 田　 　 　恒 一般財団法人消防科学総合センター理事長 　　27. 4. 1～　　現在

木　 村　 　 　仁 株式会社野村総合研究所参与 平成 9. 4. 1～平成 9. 9.30

田　中　基　介 帝京平成大学教授 　　10. 2.13～　　23. 3.31

内　 貴　 　 　滋 帝京大学教授 　　23. 4. 1～　　現在

（３）審査委員異動一覧表

氏名 所属等
委解嘱年月日 備考

委　嘱 解　嘱

宮　原　　　透 東京労災病院医師 （平成 7. 4. 1）

橋　本　　　勇 東京平河法律事務所弁護士  平成10. 6. 1 平成22. 3.31

隅　谷　護　人 元東京共済病院院長  　　11. 4. 1

小　滝　敏　之 千葉経済大学特任教授  　　13. 4. 1

佐　田　道　明 国際研修協力機構専務理事  　　17. 4. 1 　　22. 3.31

大　槻　勝　啓 日本中小企業福祉事業財団東京事務所所長  　　23. 4. 1

太　田　真　人 太田真人法律事務所弁護士  　　23. 4. 1 　　27. 3.31

橋　本　　　勇 東京平河法律事務所弁護士  　　27. 4. 1
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３　幹部職員異動一覧表

職　名 氏　名 在職期間 備　考

庶務部長 根 本　　 泰 昭和31.12.26～昭和36. 8.31

川 村 重 之 　　36. 9. 1～　　39. 3.31

総務部長 川 村 重 之 　　39. 4. 1～　　44. 4.30 改組－庶務部を総務部に－昭和
39. 4. 1から

稲 垣 太 郎 　　44. 5. 1～　　48.12.31

古 郡 良 秀 　　49. 4. 2～　　50. 3.31

事務局長 古 郡 良 秀 　　50. 4. 1～　　51. 1.31 改組－総務部を事務局に－昭和
50. 4. 1から

（ 菅 沼 捷 雄 ）　　51. 2. 1～　　51. 3.31 総務課長が職務代理

清 水　　 功 　　51. 4. 1～　　52. 3. 2

本木下　展　廣 　　52. 3. 3～　　54. 3.31

石 川 建 圀 　　54. 4. 1～　　55. 3.31

（ 須 田 光 男 ）　　55. 4. 1～　　55. 5. 9 総務課長が職務代理

本木下　展　廣 　　55. 5.10～　　57. 1.15

（ 須 田 光 男 ）　　57. 1.16～　　57. 3. 1 総務課長が職務代理

猪 原 正 芳 　　57. 3. 2～　　60. 6.30

長谷川　憲　治 　　60. 7. 1～　　62. 8.31

吉 田 雅 彦 　　62.10. 1～　　63. 9.29

上 川　　 博 　　63.10. 1～平成 2. 3.30

居 相 光 臣 平成 2. 4. 1～　　 3. 3.30

大 山 昭 夫 　　 3. 4. 1～　　 4. 3.30

神 林 章 元 　　 4. 4. 1～　　 5. 3.30

広 瀬 経 之 　　 5. 4. 1～　　 7. 6.13

北 神　　 智 　　 7. 6.14～　　 8. 6.30

北 島 邦 夫 　　 8. 7. 1～　　12. 3.29

益　本　圭太郎 　　12. 4. 1～　　14. 3.30

清 矢　　 守 　　14. 4. 1～　　17. 3.31

坂 野 恵 三 　　17. 4. 1～　　20.12.30

田　中　　　健 　　21. 1. 1～　　22. 1.14

（緒 方 啓 一）　　22. 1.15～　　22. 3.30 事務局次長が職務代理

吉　﨑　賢　介 　　22. 4. 1～　　23. 3.30

（吉 﨑 賢 介）　　23. 4. 1～　　23. 7.20 常務理事が兼務

山　内　健　生 　　23. 7.21～　　24. 3.31

（吉 﨑 賢 介）　　24. 4. 1～　　24. 7.16 常務理事が兼務

原　山　和　巳 　　24. 7.17～　　25.12.30

（丹 下 甲 一）　　25.12.31～　　26. 4. 1 常務理事が兼務

平　野　　　隆 　　26. 4. 2～　　27.12.30

（ 有 岡　　 宏 ）　　27.12.31～　　28. 3.31 常務理事が兼務

事務局次長 小宮山　正　一 昭和62. 7. 1～平成 2. 3.31 総務課長事務取扱

伊 藤 幹 雄 平成15.10. 1～　　16. 3.30 企画課長事務取扱
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職　名 氏　名 在職期間 備　考

（事務局次長心得） 瀬　脇　　　隆 　　15. 4. 1～　　21. 3.31 会計担当、災害補償課長事務取扱

（事務局次長心得） 町　田　清　信 　　16. 4. 1～　　19. 3.31 災害補償課長事務取扱

本　田　　　勉 　　17.11. 1～　　19. 3.30 総務課長事務取扱

高　村　知　孝 　　19. 4. 1～　　21. 3.30 総務課長事務取扱

緒　方　啓　一 　　21. 4. 1～　　22. 3.30 総務課長事務取扱

審議役 高 砂 清 彦 平成22. 4. 1～平成24. 3.30 企画課長事務取扱

総務課長 高 野　　 守 昭和32. 1. 1～昭和47. 8.31

黒 柳　　 昌 　　47. 9. 1～　　50. 3.31

（ 古 郡 良 秀 ）　　50. 4. 1～　　50. 7. 2 事務局長が事務取扱

菅 沼 捷 雄 　　50. 7. 2～　　54.12.31

須 田 光 男 　　55. 1. 1～　　60. 8.31

（長谷川憲治）　　60. 9. 1～　　60.10. 1 事務局長が事務取扱

小宮山　正　一 　　60.10. 2～平成 2. 3.31 昭和62. 7. 1から事務局次長

徳　岡　肇一郎 平成 2. 4. 1～　　 3. 1.22

（ 居 相 光 臣 ）　　 3. 1.23～　　 3. 1.31 事務局長が事務取扱

徳 永 千 明 　　 3. 2. 1～　　 4. 4.30

新 井　　 仁 　　 4. 5. 1～　　 6. 3.31

西 川 輝 治 　　 6. 4. 1～　　 7. 3.30

勝 田 秋 雄 　　 7. 4. 1～　　 8. 3.31

丸 尾 忠 邦 　　 8. 4. 1～　　 9. 3.31

渡 辺 光 正 　　 9. 4. 1～　　10. 6. 2

坂 元 初 男 　　10. 6. 4～　　11. 3.30

石 川　　 亘 　　11. 4. 1～　　13. 3.30

八 田　　 博 　　13. 4. 1～　　14. 3.30

橋 本　　 博 　　14. 4. 1～　　17. 3.30

本 田　　 勉 　　17. 4. 1～　　19. 3.30 平成17.11. 1から事務局次長

（高 村 知 孝）　　19. 4. 1～　　21. 3.30 事務局次長が事務取扱

（緒 方 啓 一）　　21. 4. 1～　　22. 3.30 事務局次長が事務取扱

大　下　　　卓 　　22. 4. 1～　　26. 3.30

黒　石　慶　三 　　26. 4. 1～　　現在

会計課長 仲　村　栄　次 平成24. 4. 1～平成25. 3.30

本　間　裕　康 　　25. 4. 1～　　27. 3.30

片　桐　高　樹 　　27. 4. 1～　　28. 3.31

業務課長 藤 井 栄 吉 昭和32. 3.22～昭和39. 3.31

災害補償課長 藤 井 栄 吉 　　39. 4. 1～　　42. 7.31 改組－業務課を災害補償課と退職報
償課に分離－昭和39. 4. 1から

鈴 木　　 誠 　　42. 8. 1～　　50. 3.31

高 野　　 守 　　50. 4. 1～　　52. 3. 1

小 坂　　 要 　　52. 3. 1～　　53. 6.15

和賀井　建　治 　　53. 6.16～　　56. 3.31

高 山 昭 三 　　56. 4. 1～　　57. 6.23
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職　名 氏　名 在職期間 備　考

（ 猪 原 正 芳 ）　　57. 6.24～　　57. 8.10 事務局長が事務取扱

小宮山　正　一 　　57. 8.11～　　59. 8.31

（ 猪 原 正 芳 ）　　59. 9. 1～　　59.10. 1 事務局長が事務取扱

藤 田 昭 三 　　59.10. 1～　　62. 6.19

中 村 哲 雄 　　62. 7. 1～　　63. 3.30

伊 藤 鉞 夫 　　63. 4. 1～平成 2. 3.31

合 志 昭 夫 平成 2. 4. 1～　　 5. 3.30

西 川 輝 治 　　 5. 4. 1～　　 6. 3.31

新 井　　 仁 　　 6. 4. 1～　　 7. 3.31

丸 尾 忠 邦 　　 7. 4. 1～　　 8. 3.31

渡 辺 光 正 　　 8. 4. 1～　　 9. 3.31

磯 貝 一 男 　　 9. 4. 1～　　11. 3.31

田 中 公 之 　　11. 4. 1～　　12. 3.31

町 田 清 信 　　12. 4. 1～　　19. 3.31 平成16. 4. 1から事務局次長心得

（ 瀬 脇　　 隆 ）　　19. 4. 1～　　21. 3.31 事務局次長心得が事務取扱

片　桐　高　樹 　　21. 4. 1～　　25. 3.31

内　藤　用　二 　　25. 4. 1～　　28. 3.31

退職報償課長 尾　崎　真太郎 昭和39. 4. 1～昭和44. 4.30

黒 柳　　 昌 　　44. 5. 1～　　47. 8.31

（ 稲 垣 太 郎 ）　　47. 9. 1～　　48.12.31 事務局長が事務取扱

（ 黒 柳　 昌 ）　　49. 1. 1～　　50. 3.31 総務課長が兼務

黒 柳　　 昌 　　50. 4. 1～　　52. 3. 1

星 合 義 親 　　52. 3. 1～　　56. 3.31

上 川　　 博 　　56. 4. 1～　　58. 3.31

藤 田 昭 三 　　58. 4. 1～　　59. 9.30 （心得）

（ 猪 原 正 芳 ）　　59.10. 1～　　60. 1.15 事務局長が事務取扱

折 原 一 夫 　　60. 1.16～　　62. 7. 5

鶴 谷 利 夫 　　62. 7. 5～平成元 . 1.15

（ 上 川　 博 ）平成元 . 1.16～　　元. 1.31 事務局長が事務取扱

遠 藤 友 彦 　　元. 2. 1～　　元.11 . 9

徳 永 千 明 　　元.11.10～　　 3. 1.31

上 田 雄 一 　　 3. 2. 1～　　 6. 3.31

勝 田 秋 雄 　　 6. 4. 1～　　 7. 3.31

（ 勝 田 秋 雄 ）　　 7. 4. 1～　　 7. 4.30 総務課長が兼務

渡 辺 光 正 　　 7. 5. 1～　　 8. 3.31

磯 貝 一 男 　　 8. 4. 1～　　 9. 3.31

丸 尾 忠 邦 　　 9. 4. 1～　　 9. 7.30

坂 元 初 男 　　 9. 8. 1～　　10. 6. 3

木野内　信　雄 　　10. 6. 4～　　11. 3.31

八 田　　 博 　　11. 4. 1～　　13. 3.31

瀬 脇　　 隆 　　13. 4. 1～　　15. 3.31
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職　名 氏　名 在職期間 備　考

伊 藤　　 進 　　15. 4. 1～　　20. 3.31

松　田　　　昇 　　20. 4. 1～　　25. 3.31

片　桐　高　樹 　　25. 4. 1～　　27. 3.31

佐　藤　郁　夫 　　27. 4. 1～　　28. 3.31

企画課長 新 井　　 仁 平成 3. 4. 1～平成 4. 4.30 新設－平成 3. 4. 1から

稲 葉 喜 一 　　 4. 5. 1～　　 6. 3.31

黒 田 靖 郎 　　 6. 4. 1～　　 9. 8.31

田 中 公 之 　　 9. 9. 1～　　11. 3.31

木野内　信　雄 　　11. 4. 1～　　13. 3.30

伊 藤 明 人 　　13. 4. 1～　　14. 9.29

伊 藤 幹 雄 　　14.10. 1～　　16. 3.30 平成15.10. 1から事務局次長

本 田　　 勉 　　16. 4. 1～　　17. 3.31

緒 方 啓 一 　　17. 4. 1～　　21. 3.31

小　山　邦　男 　　21. 4. 1～　　22. 3.30

（高 砂 清 彦）　　22. 4. 1～　　24. 3.30 審議役が事務取扱

本　間　裕　康 　　24. 4. 1～　　25. 3.31

松　田　　　昇 　　25. 4. 1～　　27. 3.31

文　野　朋　彦 　　27. 4. 1～　　現在　

調査役 徳 永 千 明 昭和61. 4. 1～昭和63. 7.31

新 井　　 仁 　　62. 4. 1～　　63. 7.31

上 田 雄 一 　　63. 5. 1～　　63. 7.31

参事 徳 永 千 明 昭和63. 8. 1～平成元 .11. 9

新 井　　 仁 　　63. 8. 1～　　 3. 3.31

上 田 雄 一 　　63. 8. 1～　　 3. 1.31

稲 葉 喜 一 平成元 . 7. 1～　　 4. 4.30

中 野 隆 正 　　 4. 2. 2～　　 8. 3.30

勝 田 秋 雄 　　 8. 4. 1～　　10. 3.30

町 田 清 信 　　 8. 4. 1～　　12. 3.31

瀬 脇　　 隆 　　10. 7. 1～　　13. 3.31

伊 藤　　 進 　　12. 4. 1～　　15. 3.31

伊 藤 明 人 　　12. 4. 1～　　13. 3.31

山 下　　 亨 　　13. 4. 1～　　14. 3.31

塩 見　　 寛 　　14. 4. 1～　　19. 3.30

松 田　　 昇 　　16. 4. 1～　　20. 3.31

小太刀　俊　雄 　　19. 4. 1～　　21. 7.12

片　桐　高　樹 　　19. 4. 1～　　21. 3.31

内　藤　用　二 　　20. 4. 1～　　25. 3.31

仲　村　栄　次 　　21. 4. 1～　　24. 3.31

佐　藤　郁　夫 　　25. 4. 1～　　27. 3.31


